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 【LGBTQ＋とは】 
 L（レズビアン）、G（ゲイ）、B（バイセクシャル）、T（トランスジェンダー）については、こ
れまでも自治労の運動方針などで使用しており、用語解説をつけてきました。この報告書にも21〜22
ページに用語解説しています。 
 この報告書のタイトルや文中では、基本的にQと＋を加えています。Qは、クイアやクエスチョニ
ングの頭文字として、＋はLGBTQで表現しきれない多様な性のあり様を示すために使用しています。 
 クィアとは「基本的な性のあり方以外のセクシュアリティ」を表しています。 
 クエスチョニングは「自らの性のあり方等について特定の枠に属さない人、わからない人。典型的
な男性・女性ではないと感じる人」を表します。
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Ⅰ はじめに 

 
１．概要 
 自治研作業委員会は、これまでさまざまな課題について、研究、報告、提言を行ってき
ました。 
 この近年でも、 
・人口減少・超高齢化社会における議会のあり方（2019 年 4 月） 
・〈生活〉を支援する地域包括ケアシステムの構築（2016 年 10 月） 
・自治体から発信する人権政策（2016 年 10 月） 
といった、住⺠生活に直接関係するテーマをはじめ、自治体職員にかかわること、自治の
機構に関することなど、幅広いテーマで第一線の研究者や、地域や運動体で実践する人を
交え、自治労や自治体が直面する課題に、本部や県本部・単組が、どのように取り組んで
いくべきなのか、論点を整理し、考え方や方向性を提示してきました。 
 第 38 年次自治研作業委員会では、近年自治体が国に先駆けて先進的に取り組み始めた
LGBTQ+など性的マイノリティに関する施策について、先進事例は何か、どこに課題があ
るのか、進むべき方向は何かについて研究し、報告・提言することとしました。 
 この「はじめに」は、自治労として LGBTQ+に関する自治体の施策についてどのよう
な認識をもち、なぜ取り組むべきなのかを示すとともに、そのことと「男女平等」や「女
性部」運動との整合性について整理を図る目的で書かれています。作業委員会の議論の中
でも、一部自治体の男女共同参画や LGBTQ+に関する各種委員会・審議会などにおいて
「地域の女性団体から女性施策の後退への懸念が示されるケースがある」という報告が聞
かれました。自治労としても 1995 年に男女がともに担う自治労運動を提起し、全国で取り
組んでから 25 年となるタイミングで、女性に対する差別解消は道半ばであることと、
LGBTQ+の権利保障に取り組むことに運動的組織的矛盾はない、二律背反の関係にないこ
とを明らかにすることは、双方の課題を理解し、運動を進めていくために重要であると考
えます。 
 
２．LGBTQ+に関する諸課題に取り組むための運動的整理 
（１）女性差別と LGBTQ+差別との関係 
 残念なことに男女格差、女性差別は厳然として社会に、職場に存在しています。
LGBTQ+に対する差別も、同様です。男女平等の闘いには、ハラスメント防止の取り組み
や「ガラスの天井」など、組織内部で克服すべき課題があり、LGBTQ+に対する差別もそ
の１つです。 
 自治労が LGBTQ+に関する諸課題について、組織や運動方針に位置付けて、政策、雇
用、組織のそれぞれの分野で取り組みを進めようとした時に、単組や県本部において、矛
盾に感じることが懸念されますが、その矛盾や誤解こそ、自治労が打ち破るべき壁です。 
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 一つは、「LGBTQ+など性的マイノリティに配慮した運動を進めることや、組織を作る
ということは、性別にこだわることは古い考え方。つまり、それがジェンダー平等という
ことだろう。」というものがあります。（前提となる「ジェンダー平等」についての認識
不足、理解不足が主たる原因でもありますが）ジェンダー平等とは、「従来の固定的な性
別による役割分担にとらわれず、男女が平等に、自らの能力を生かして自由に行動・生活
できること」と定義されるものです。例えば、男性はブルー、女性はピンク、あるいは男
性は仕事、女性は家庭、男性はリーダーシップ、女性はやさしさといった社会的に作られ
てきた「概念」「観念」から自由に生きることを指すものです。 
 性別にこだわらない社会をめざすのだから、女性部や女性部運動は必要ない、という言
説も聞くことがありますが、現時点では誤りです。執行部や労働組合の各階層で男女同数
が実現しておらず、職場の管理職は圧倒的に男性であり、家庭的責任も女性に大きな負担
となっている現状では、女性部は必要です。女性の組織や運動をなくすことは、女性に対
する差別解消の後退に直結します。 
 
（２）「男」「女」だけじゃない人それぞれの性別 
 ゲイやレズビアン、バイセクシュアルについては、「性的指向」が少数派であることか
ら差別や偏見にあうことがあります。一方、トランスジェンダーは出生時に割り当てられ
た性別と性自認が異なる人です。 
 この他にもノンバイナリー／X ジェンダー（性自認や性的指向を決めていない、わから
ない、性自認が男女どちらでもない、どちらでもある、中間、決められないなどの人）や
クエスチョニング（自らの性のあり方などについて特定の枠に属さない人、分からない人、
典型的な男性・女性ではないと感じる人）、の人びとなど多様な人たちがいます。 
 ⻑年ジェンダー平等に向けて闘い続けてきた「女性」たちも、こうした性的マイノリテ
ィも、ともに「男はこうあるべき」「女はこうあるべき」といったジェンダー規範によっ
て苦しめられていると言う意味では、そもそも共通しています。 
 私（筆者）にとっても、これを読んでいるあなたにとっても、席の隣の同僚にとっても、
男らしさや女らしさ、を求められないということは暮らしやすい、働きやすい環境になる
のです。 
 もう一つ、現場で言われがちなものに「トランスジェンダー（やクエスチョニング）の
組合員がいることを前提にすれば、その権利保護のために、役員や大会代議員などの男女
比を明らかにすることや、受付で性別を尋ねることはやめるべきではないか」というもの
があります。前述したように、議会や職場、労働組合において半数を占める特定の性別
（つまり女性）のみが、10％〜20％しかものごとの決定に加わることができていない現状
が問題であり、その解消のためには男女比を明らかにすることは時に必要です。ただ、性
別をカウント、あるいは性別情報を取得する際に、その趣旨や目的に照らして、その手法
を工夫することは十分可能なはずです。既に自治体では、例えば受付で「性別」を周囲に
わからないように確認すること、男女以外の「どちらでもない」や「答えたくない・無回
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答」といった選択肢を設けることなど、女性差別解消とトランスジェンダーなどの権利の
保護の両立に向けた試みが始まっています。 
 LGBTQ+差別をなくすことと、女性差別をなくすことは、共通する人権に関わる課題に
取り組むことでもあります。後述のジェンダーギャップ指数は、男女で格差があること、
つまり男性が政治、経済、教育を支配し、優位な地位にいることを表しています。この男
性支配は、女性に対する差別も、LGBTQ+に対する差別も前提とするジェンダー規範によ
って成立しており、かつ「無意識」のうちに社会の中で刷り込まれていきます。この構図
は、作業委員の中野麻美弁護士が作成したイメージ図でご確認ください。 
 

 
 このように、女性運動も、LGBTQ+の運動も、どちらも大きくはジェンダー規範の改善
に向けた取り組みであり、その個別の手法においても工夫して乗り越えていくことができ
るという視点は極めて重要なものであり、改めて強調し、確認が必要となるものです。 
 
（２）なぜ「LGBTQ+/SOGIE」なのか 
 今回の報告・提言は、LGBTQ+だけでなく、「LGBTQ+/SOGIE 自治体政策」として
います。自治労としては Q+や SOGI、SOGIE も、これまで運動方針などで言葉として使
用しておらず、聞きなれない表現です。 
 「SO」は、Sexual Orientation セクシュアル・オリエンテーションの頭文字で、性的
指向、好きになる性別のことを指します。 
 「GI」は、Gender Identity ジェンダー・アイデンティティの頭文字で、性自認、自分
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の性別についての認識を指します。 
 「E」は、Gender Expression ジェンダー・エクスプレッションの E の頭文字で、性表
現といって、例えば服装や髪形、一人称など性別についての表現のことです。性的指向や
性自認とは別に（並存的に）、自ら表現する際の性別に着目した要素です。 
 SOGIE（ソジイー）とは、全ての人の性のあり方を人権として考える際に使われる言葉
です。LGBTQ+は「人」を表すのに使用することに対して、SOGIE は人の「属性」を表
しています。 SOGIE は全ての人の性のあり方を人権として考える際に使われる言葉であ
り、SOGI にマイノリティ性がある人を LGBTQ+や性的マイノリティと表したりします。 
 「女性」差別に対する「性（別）」差別の関係が、LGBTQ+差別に対する SOGIE（性
的指向・性自認・性表現）差別と相似形といえるでしょう。 
 性的指向や性自認は、外からは見えないため、性的マイノリティでない、多数派であっ
ても、周囲の憶測やレッテル貼りで差別をされる場合があります。そのため、性の多様性
に関するいじめ・嫌がらせは、LGBTQ+ハラスメント、と表現せず、SOGIE ハラスメン
トといい、LGBTQ+だけの課題ではないことを表しています。 
 今回、なぜ LGBTQ+/SOGIE 自治体政策、としたのかというと、性的マイノリティは上
記のように、多数派であっても差別され、この課題は LGBTQ+に限らないものであるた
めです。「LGBT」だけでなく、Q などさまざまなマイノリティが入ることがまず念頭に
あり、加えて、昨今では東京都港区のように、性的指向、性自認のみならず、E にあたる
性別表現を含めて条例化する動きも出てきています。こうしたことから、自治体がとるべ
き政策はより広く、全体を包含したものとすべきではないかという意味をこめて、このよ
うな名称としています。 
 
３．自治労における男女平等のとりくみ 
（１）男女がともに担う自治労計画 
 自治労は 1995 年に「男女がともに担う自治労計画」を策定し、労働組合における男女平
等参画を進めてきました。現在は、第 4 次計画に基づく「2021-2023 年度男女がともに担
う自治労アクションプラン」を策定して、すべての県本部（単組）における「男女がとも
に担う自治労委員会」の設置と年 4 回以上の委員会開催、大会・中央委員会の女性参画率
30％以上、執行体制への女性役員 30％以上配置や四役への 1 人以上の女性役員選出などを
重点目標としています。 
 アクションプランでは、「男女が対等・平等で人権が尊重された社会の構成員として、
役割と責任を分かち合う『職場』『地域』『労働組合』を形成するために、『職場』『地
域』においては、春闘、男女平等推進闘争、確定闘争など職場要求を通じて推進を図りま
す。また『労働組合』においては、アクションプランに基づいて、女性の参画を進めてい
くこと」としています。職場・地域・労働組合の三領域の男女平等を一体で進めることに
ついては、①職場の男女平等は対雇用主要求により春闘期、男女平等産別統一闘争、確定
期において、②地域の男女平等は、政策要求による法制度改正や、社会環境の整備を男女
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平等産別統一闘争や自治研活動等を通じて、③労働組合における男女平等参画は男女がと
もに担う自治労第 4 次計画において実践する、と整理されています。後述しますが、この
視点は、LGBTQ+の組合員や住⺠と向き合い、どのように運動を進めていくのかを考える
ときにも重要なポイントです。（注：男女平等産別統一闘争は、現在の男女平等推進闘争
のこと） 
 「職場」「地域」における取り組みとして、例えば、2002 年の
男女平等産別統一闘争では、職場の男女平等に向け地公法第 13
条、1999 年施行の改正男女雇用機会均等法を遵守する立場で
具体的な改善策を講じていくこと、労使協議の場を設定する
こと、が獲得目標とされ、19 県本部が都道府県に、20 県本
部が市⻑会、町村会に申し入れを行っています。以降も、男
女平等基本条例や基本計画の制定、都道府県・市町村の「行
動計画」や次世代育成支援対策推進法や女性活躍推進法に基
づく「特定（一般）事業主行動計画」の着実な実施などを求めて取り組まれてきました。 
 法制度面では、少子化対策基本法・次世代育成支援対策推進法（2003）、育児・介護休
業法改正（1995、1999、2002、2005、2010、2017、2021、2022、2023）、男女雇用機
会均等法改正（1997、2006）などが行われ、男女共同参画社会基本法に基づく５年ごとの
国の基本計画の改正とともに各自治体の男女共同（平等）参画基本計画に基づく施策も進
められました。 
 
（２）自治労女性部のたたかい 
 自治労婦人部1の綱領（1961）は、「自治労においては、他産業労働者に比して男女の
差異は少ないように見えるが、本質的な差別は変わらない。医療、衛生関係や学校、社会
福祉関係等においては、とくに自治体婦人労働者が多く『女性は家庭の守り神』思想の社
会的な適用による奉仕精神が強制され、正当な権利、正当な報酬が与えられていない。」
「婦人が受けている差別は、婦人の権利意識、社会的行動への自発的参加意欲を妨げてい
る。労働運動の中でもこのことは顕著であるが、婦人が家庭内に閉じ込められているより
は、はるかに権利意識、社会的行動への自発的な意欲を成⻑させる機会が多い。」（注：
下線部筆者）と指摘し、当面の闘いのポイントとして「差別賃金の排除」「昇任昇給の格
差撤廃」「有夫婦人に対する差別撤廃」などをあげています。 
 自治労婦人部が 1988 年に発行した「明日をめざして（続 婦人部活動の手引き）」に
は、「有夫婦人に対する差別撤廃」がなぜポイントになったのかがわかる具体事例が、新
潟県鹿瀬町（1966）、⼭形県南陽市（1970）、福井県清水町（1975）、三重県大安町
（1976）、⼭形県朝日村（1977）、栃⽊県足尾町（1986）といくつも記述されています。

 
1 現在の女性部。結成された 1961 年の時点では、成人女性を意味する「婦人」という言葉が行政や労働
組合で使用されていた。 

労働組合 

職場 

地域 
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勝利したと記された闘いの記録もありますが、いずれも夫婦共働きや女性のみ早く設定さ
れた差別定年制などにより女性が職を追われた（退職に追い込む）事例です。「男女平等
参画社会をめざして」でも、2000 年の時点で 53 自治体に夫婦や親子の共働きに対する退
職勧奨制度があり、平等原則に反しているとしています。 
 では、今日、女性への差別は撤廃されたのでしょうか。2017 年、北海道奥尻町で副町⻑
予定者の妻に対して、退職勧奨が町⻑からあったことが報じられました。2018 年、東京医
科大学など 4 医大で入学試験において女性を減点する不正、女性差別が⻑年行われていた
ことが明らかになりました。 
 
（３）男女平等は道なかば 
 自治労の職場では、看護師や保育士（放課後児童クラブ含む）、給食調理員、各種相談
員は女性が大多数ですが、定年前退職が多いことや非正規職員が多いこと、⺠営化や雇止
めとの闘いなど、共通する厳しい労働環境の実態があります。背景には、育児、介護、調
理が家庭の中で女性が担う「無賃」労働とされ、戦後社会的に担うことになってきたもの
の、なおかつての意識が残っていることが指摘されます。また、施策を実行する地方公務
員課⻑相当職以上に占める女性の割合は、市区町村で約 14％、都道府県では約 9％に留ま
っています。 
 「職場」だけを見ても平等が実現している、差別がなくなったとは言えませんが、生活
における男女平等を進める「地域」の分野では、政策決定にかかわる議員については、国
会では約 10％（衆議院）、約 20％（参議院）、地方議会では約 14％といずれも低位に留
まっています。審議会などでの女性参画は進んだものの、そのほかの領域で政策・方針決
定過程への女性の参画拡大は２合目から３合目あたりにあり、「遅々として進んでいる」
状況です。世界的に見ても、世界経済フォーラム（WEF）が国別に男女格差を数値化した
「ジェンダーギャップ指数 2021」において、調査対象となった世界 156 カ国のうち日本は
120 位であり、女性差別と格差が現実のものとして存在していることを直視する必要があ
ります。 
 ジェンダーギャップ指数については、よく政治分野（147 位）の遅れが指摘されますが、
経済 117 位、教育 92 位と他の分野での男女平等も遅れていること、医療ですら 65 位にあ
ることを再確認しておかなければなりません。 
 「労働組合」（自治労）における女性参画の状況を確認します。単組の委員⻑・書記⻑
の女性割合は、臨時・非常勤等単組でいずれも 80％を超えるのに対して、自治体単組では
5.7％、7.1％と極めて低く、上記の課⻑級相当職や議員をも大きく下回っています。また、
各県本部五役・執行委員の合計も 14.8％と組合員割合である 45.9％からは低く、男性中心
社会と言わざるを得ません2。 
 ⻑年にわたる婦人部、女性部の活動、さらには 1995 年から取り組んだ「男女が共に担う

 
2 第 14 回自治労組織基本調査（2019 年 6 月実施） 
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自治労計画」などにより大きく改善したことは事実ですが、女性参画の実数から見れば、
自治労における真の男女平等にはなお道なかばといえます。 
 
４．自治労が LGBTQ+に取り組む意味、意義 
 自治労は、公共サービスに携わる労働者を中心とする産業別労働組合です。結成来、自
治体職員を組織化してきたため、自治体政策については、地方自治の内実として住⺠自治
が実現しているのか、自らの働き方（労働の質）がどうなのかを自問し、社会運動（広義
の労働運動）として反映する作業を営々と続けてきました。人権にかかわっていえば、部
落解放闘争や解放行政がそれにあたりますし、在日韓国・朝鮮人に対しては指紋押捺拒否
や職員採用国籍条項、近年ではヘイトスピーチを「かわいそうな弱者のため」ではなく、
自分たちの町で差別を容認しないという、自らの差別性を問う自治体労働者としての主体
的な闘いとして取り組んできました。これらの闘いは、被差別当事者の存在と支援者、一
方で業務として関わる職員という構図の中で、仮に組合員に厳しくとも安易に行政側に立
つことなく、社会的正義を労働組合が選択してきた歴史であるともいえます。 
 LGBTQ+に置き換えて考えてみると、前述のように LGBTQ+当事者だけでなく、憶測
によって多数派も差別を受けることがあるにもかかわらず、LGBTQ+当事者であっても声
をあげることができる環境にないことが、当事者の存在や課題を見えにくくしています。 
 2021 年 6 月に作業委員会として実施した、「働きやすさと職場の多様性に関するアンケ
ート」（以下、自治労アンケート）では、回答した 19,029 人の組合員のうち、1,252 人が
LGBTQ+など性的マイノリティであると回答しました。この約 6.6％という数字は、これ
までの⺠間等の調査結果と比較して、おおむね想定の範囲内と言えますが、実感として
「想像以上」という労働組合役員が多いのではないでしょうか。これまで、労働組合の活
動の中で、職場で、「いない」のではなく、「見えなかった」だけであることを改めて確
認しておきたいと思います。 
 そのうえで、自治労が LGBTQ+の課題に取り組む際の、地域、職場、労働組合、それ
ぞれにおける意味、必要性、を提起します。 
 地域において、住⺠が声をあげることもできず困っているとすれば、それはその住⺠の
声を集める努力がまず必要です。この報告書でもテーマにした「パートナーシップ制度」
は、例えばパートナーと同居するときに賃貸住宅を借りることができない、医療機関でパ
ートナーの関係を説明できず手術で困った、パートナーの死に目に会えなかった等の「困
り事」からスタートしたと言われています。その広がりの結果が、裁判所の判決にも影響
し、同性婚についても議論が高まっています。つまり、社会や国の制度に課題や問題があ
ったとしても、個々の自治体が住⺠の困りごとに着目して解決に向けて施策を進めること
が、国や社会を変革することにつながるという意味で、自治労（自治体労働者）が進める
べき課題として、「自治研」的に非常にマッチしています。 
 一方、「職場」の仲間、という視点も重要です。労働組合は、労働条件における組合員
の権利を維持、拡大し、保障することと、組合員の職場内外の困りごとを解決することが、
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第一義的な使命です。連合は、2016 年に「LGBT に関する職場の意識調査」（インターネ
ット 回答者 1,000 名）を行い、うち LGBT が約 8％であることや、職場内における LGBT
に関連するハラスメントがあることを明らかにし、2017 年には「性的指向及び性自認
（SOGI）に関する差別禁止に向けた取り組みガイドライン」を出して、連合や加盟組合
での取り組みを進めるとしてきました。 
 同じ地方公共サービスの労働組合でいえば、日本教職員組合では「教研集会」（自治労
で言う自治研集会）で教育現場における LGBTQ+の児童・生徒の課題や支援、授業での
取り組みの実践報告に加えて、LGBTQ+と ALLY（支援者）の組合員の緩やかなネットワ
ークづくりに 10 年以上取り組んでいます。 
 自治体では LGBTQ+の組合員（やパートナー）に法律婚や事実婚と同様、同等の権利
（休暇や手当）を保障する動きが始まっています。職場における仲間への SOGI に関する
ハラスメントをなくすことと並行して、権利保障に取り組むことも求められます。 
 さらに、労働組合の中で、組合員が困っていること、性自認や性的指向を打ち明けられ
ずに、周りに会話を合わせて生きていることに対する理解と LGBTQ+にフレンドリーな
労働組合づくりについての課題です。いま自治労は、「組織存亡の危機」と闘っています。
とりわけ、新規加入者の獲得、拡大に苦労していない県本部、単組はありません。自治労
アンケートでは、若手、特に 24 歳以下で LGBTQ+への嫌悪感が低く、理解や共感が進ん
でいることが明らかになっています。組織の中で、多様性を認め合える組織風土が根付か
なければ、これからの自治労運動を担う人材も育たず、組織の活性化は期待できません。 
 
５．アンケート調査から見えるもの 
 LGBTQ+/SOGIE についての自治体政策を進める、ということは、その主体である組合
員と労働組合が、性の多様性を認め合い、誰にとってもハラスメントのない職場、社会、
労働組合をめざすということです。 
 そのためには、現実を直視することから始める必要があります。 
 皆さんの自治体に、職場に、労働組合に、本当に LGBTQ+はいないのでしょうか。ア
ンケート調査からは、すべての都道府県、自治体区分、職種で、LGBTQ+の組合員がひっ
そり存在し、苦難の中で回答してくれた姿が浮かびます。 
 まずは、取り組めるところから、はじめる。そのことが、住⺠や自治労の仲間の共感に
つながっていくことを確信します。興味のある政策からでいいので、この報告書を読み始
めてください。そして、自治体で、労働組合で、話題にして、取り組みにつなげていただ
くことを心から期待します。  

－ 12 －



11 

 
Ⅱ LGBTQ+/SOGIE に関する国内外の状況について 

 
１．国際社会における取り組み 
（１） 国際社会の主要人権課題のひとつ 
 毎年 12 月 4 日から 12 月 10 日は「人権週間」として、いろいろな人権課題に関する意
識啓発が行われています。 
 そもそもなぜこの時期が「人権週間」なのでしょうか。1948 年 12 月 10 日、国連総会に
おいて「世界人権宣言」が採択されました。これを記念して世界各国ではじめられたのが
「人権週間」の取り組みです。日本も採択翌年の 1949 年から開始し、2018 年に 70 回目を
迎えた⻑い歴史のある事業です。 
 国内では「人権週間」の啓発活動の強調事項として、2002 年から性的指向、2004 年か
らは性同一性障害（2018 年から性自認）にもとづく偏見や差別をなくすことが盛り込まれ
ています。これには「人権教育のための国連 10 年」（1995〜2004 年）の取り組みの中で、
LGBTQ+の人権課題が世界的に認識されはじめていた背景があります。自治体も取り組ん
でいる「人権週間」。そこに明記される LGBTQ+の人権課題は、歴史的にも、そして現
在でも国連の取り組みと繋がっています。 
 2011 年、国連人権理事会は「人権、性的指向と性自認」と題する決議を採択し、
LGBTQ+の人権保障に国際社会が一丸となって取り組む決意を表明しました。47 カ国の
理事国に名を連ねていた日本も、もちろん、この決議に賛成票を投じています。その後、
国連人権高等弁務官事務所を中心に、各国における取り組みの実態調査や問題点の抽出、
適切な対処の方法などが丁寧に議論され、各国の人権施策の指針となる文書がいくつも公
刊されています。2013 年からは「自由で平等キャンペーン」が開始され、LGBTQ+がか
かえる困難や関連する法政策についての世界規模での情報発信も実施中です。2016 年には
国連 SOGI 独立専門家のポストが新設され、各国の LGBTQ+に関連する人権施策の進展
に向けた具体的な提言やコンサルテーションが行われています。LGBTQ+に関する取り組
みは、間違いなく、今日の国際社会の主要な人権課題のひとつといえます。 
 
（２） ４つの課題 
 約 200 の国と地域で構成される国際社会は、それぞれに多様な歴史的、宗教的、文化的
背景をもち、政治や経済のシステム、規模、状況もばらばらです。世界各地に生きている
LGBTQ+の人々が、それぞれの国や地域、社会やコミュニティにおいて、さまざまな困難
を抱え生きていることは想像に難くありません。 
 世界各地でみられる困難状況のうち、LGBTQ+に関連する法政策上の課題として、次の
４つが代表的なものとして議論されています。①特定の SOGI を処罰対象する法規定の撤
廃、②性別変更の要件やそれに付随する問題、③（法律上）同性カップル（以下、同性カ
ップルとする）の法的保障、④SOGI にもとづく差別の禁止や取り組み、以上４つです。 
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① LGBTQ+の犯罪化規定の撤廃 
 現在、世界の約 70 の国と地域において、同性どうしで性的関係をもつことが処罰の対象
とされています。中東・アラブ諸国やアジアなど、特にイスラームを中心とする国々です
が、1980 年代まではヨーロッパ諸国にも同じような処罰規定があり、アメリカで同様の規
定の撤廃がきまったのは 2003 年のことです。また、異性の装いをすることを処罰する国も
あります。このように LGBTQ+であることが犯罪に結び付けられる場所では、LGBTQ+
が日常的に暴力や殺害の対象となることもあり、状況は極めて深刻です。 
 日本には LGBTQ+であることが直接的に犯罪と結びつけられるような処罰規定は存在
しません。ただ、だからといって SOGI を理由とする差別や暴力が存在しないわけではな
いことは、LGBTQ+のいじめ被害経験率や自死念慮率の高さが物語っています。むしろ、
人々や社会が LGBTQ+について否定的な感情をもつ根源が明確でないという点において、
困難解消への道のりはより険しくなりがちです。 
 
② 性別変更の要件やそれに付随する問題 
 生まれた時に割り当てられた性別と異なる性別を生きている人々にとって、公文書に記
載された性別情報のほとんどは、いま生きている性別とは異なる性別で記載されています。
この状況を改善するため、1970 年代から世界各国は公文書上の性別記載の変更を認める法
政策をとるようになりました。法律で細かい条件を規定する国や判例でその都度決定する
国、行政手続きの中で判断する国など、細かい違いはありすが、性別変更を認める国は現
在 60 カ国ほどあるといわれています。さらに、性別を変更したことによって不利益をうけ
ることがないよう、雇用や教育、社会保障などの領域で性自認のあり方にもとづく差別を
禁止する法政策をとる国も増えてきています。 
 
③ 同性カップルの法的保障 
 男女のカップルが結婚をして子をもつことが前提となる結婚や家族に関する法制度のも
とでは、同性カップルは男女のカップルと同じような生活を送っていたとしても、一切の
法的保障が与えられません。1980 年代後半から、世界各地で同性カップルのための新たな
法制度が作られ、男女のカップルと同じように、２人の関係性が国レベルで承認され、一
定の権利保障が確保されるようになってきました。2000 年代に入ると、同性カップルの関
係性を男女のカップルと同じように結婚そのものとして扱う国もあらわれ、現在、約 30 の
国と地域において、結婚は性別を問わず可能となっています。 
 
④ SOGI にもとづく差別の禁止や取り組み 
 雇用や社会保障などの法律や人権保障に関する法律の中に、差別が禁止される事由のひ
とつとして SOGI を書き込む国や地域も多くなっています。憲法に明記している国も 11 カ
国あります。特に包括的差別禁止法がある国では、すでに 60 カ国ほどが SOGI を差別禁止
事由として明記しています。また、国内人権機関の任務として SOGI 差別への取り組みも
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列挙され、法律だけでなく、人権施策の主要テーマのひとつとして位置づけることは今日
の国際社会の潮流です。 
 
２．国内における取り組み 
（１） 府中⻘年の家事件 
 国内、特に公務の分野では、⻑らく LGBTQ+の施策が講じられてきませんでした。そ
のような中、1997 年に出された、いわゆる「府中⻘年の家事件」における東京高裁判決
（1997 年 9 月 26 日）は、それまで施策を講じてこなかった公務の責任について言及する
ものでした。 

東京高裁は判決の中で「行政当局としては、その職務を行うについて、少数者である同
性愛者をも視野に言われた、肌理の細かな配慮が必要であり、同性愛者の権利、利益を十
分に擁護することが要請されているというべきであって、無関心であったり知識がないと
いうことは公権力の行使に当たる者として許されないことである」と示しました（判決自
体も公共施設の利用を拒否した東京都を訴えた当事者団体の勝訴となりました）。これは、
公務が施策を講じないこと自体の責任を問う判決と言えるものです。 
 
（２） 法務省の人権啓発活動 
 しかしこの判決を受けても、国や自治体などの行政が、直ちに動くことはありませんで
した。 

大きな動きが見られたのは、2001 年に法務省の人権擁護審議会が発表した「人権救済制
度の在り方について」において、雇用における同性愛者に対しての差別的取扱い、嫌がら
せ、差別表現に問題があると指摘したことです。この指摘や、前述の「人権教育のための
国連 10 年」を背景に、翌年の 2002 年には、法務省の「人権週間」の啓発活動の強調事項
において「性的指向を理由とする差別」の言及につながっていきます。 
 
（３） 性同一性障害に関わる裁判や法整備 

他方、2002 年には、いわゆる「性同一性障害者解雇事件」の地裁判決が下されています。
この事件は、性同一性障害の労働者に対し、会社側が性自認に基づく容姿で出社をしない
よう、また自宅待機を命じる業務命令を出したところ、性同一性障害の労働者が従わなか
ったとして、会社側が懲戒解雇処分を行なったことの是非が問われた裁判です。東京地裁
はこの懲戒解雇を無効とし、性自認に基づく容姿に対する違和感や嫌悪感は緩和する余地
のあるものとしました。 

翌年の 2003 年には「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」（以下「性
同一性障害特例法」という）が成立し、一定の要件下において法律上の性別を性自認に合
わせて変更することが可能となりました（しかし今日、この要件のハードルの高さに対し
て WHO などから国際的に批判されています。実際に性同一性障害の診断を受けた人の中
でも、条件をみたして性別変更が認められるのは２割にみたないといわれています。診断
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なしで法的な性別と異なる性別で生きている人もあわせれば、日本ではいま生きている性
別と公文書上の性別がずれている人が多くいることも容易に想像されます。）。この法律
の成立を受けてか、2004 年には法務省の「人権週間」の啓発活動の強調事項に「性同一性
障害」が加えられています（前述の通り、2018 年には「性自認」に変更されています）。
なお、性同一性障害特例法は、今日においても、LGBTQ+をテーマに立法された日本で唯
一の法律となっています。 
 
（４） ⺠主党政権下における政策の広がり 

その後、⺠主党政権下において、法務省の「人権」施策以外の国の基本計画レベルにお
いて言及が相次ぎます。2010 年には「子ども・若者ビジョン」（現：「子供・若者育成支
援推進大綱」）、「第３次男女共同参画基本計画」において「性的指向」や「性同一性障
害」に関する施策について言及がなされています。加えて、2012 年には「自殺総合対策大
綱」においても性的マイノリティに言及がなされています。 

このうち、国の「男女共同参画基本計画」については、現在の第５次計画に至るまでに、
国や自治体の施策の進展に大きく影響を与えています。国の計画自体も、当初記載のあっ
た「複合的な困難」（第３次計画における第８分野）のみならず、第５次計画では「雇用」
（第２分野）や「暴力」（第５分野）と記載される箇所が広がっています。 

こうした男女共同参画分野における国の動きは地方自治体の施策に対しても大きな影響
を与えています。特に、2013 年以降、30 以上の地方自治体が制定している性的指向や性
自認に関する条例（そのほとんどが差別禁止規定を含んでいます）は、その大部分が、男
女共同参画条例を改正し、性的指向や性自認を含むものとしていることからも明らかです。
これにより、地方自治体における性的指向・性自認に関する施策は、今や人権部署のみな
らず、男女共同参画に関する部署において、大きな役割が担われている現状にあります。 
 
（５） パートナーシップ制度等、自治体の取り組みの広がり 
 2015 年には、東京都渋谷区、世田谷区がいわゆる「パートナーシップ制度」を導入し、
大きな注目を集めました。この制度については後ほど詳述しますが、今や 100 を超える自
治体で導入されています。ただ、この制度は 1980 年代後半から世界でみられた新たな法制
度とは異なり、国の制度ではないため、法律上の同性カップルが法的保障をほとんど得ら
れない状況は続いています。 

パートナーシップ制度に関する議論に触発され、他の LGBTQ+/SOGIE に関する施策
の議論も活発になり、前述の SOGI に関する差別禁止を規定した条例や、職員向けの対応
指針を導入する自治体、さらには、職員の休暇や福利厚生制度等を配偶者と同等に扱う動
きも出てきています。 
 
（６） 国が取り組み始めた具体施策 

自治体が動き出すのと同時期に、国も動きが活発化しています。 
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2015 年に文部科学省が「性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施等
について」（通知）を発出し、翌年には通知等の教職員向けの周知資料として、「性同一
性障害や性的指向・性自認に係る、児童生徒に対するきめ細かな対応等の実施について」
が出されています。 

他方で、2016 年に総務省は、住⺠票記載事項証明書の発行において性別欄を省いたもの
を是認するとの趣旨の通知を出しています。 
 
（７） 義務化されている職場のハラスメント対策 

このように国の施策が相次ぐ中で、特に公務に携わる者として認識しておくべきなのは、
2020 年 6 月施行の改正労働施策総合推進法における「ハラスメント防止対策」です。同法
は⺠間のみならず、地方公務の職場にも直接適用され、地方自治体に義務を課す法制度と
なっています。 

同法に委任され、措置義務の内容を示した指針では、パワーハラスメントと考えられる
行為として「相手の性的指向・性自認に関する侮辱的な言動を行うこと」と「労働者の性
的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報について、当該労働者の了解を得ず
に、他の労働者に暴露すること」が挙げられています。同指針には、10 の措置が義務付け
られていますが、中でも SOGIE に関しては、「機微な個人情報を暴露する」ことのない
よう、「労働者に周知啓発する等の措置を講じることが必要」と特記するとともに、同法
が求めるプライバシー保護の措置義務に際しても、プライバシーに「性的指向・性自認」
を含むと特記されているところです。なお、解釈通達において、「相手の性的指向・性自
認に関する侮辱的な言動を行うこと」における「相手は」性的指向の如何に関わらない、
すなわち LGBTQ+の職員だけでなく、多数派に対する言動もハラスメントに当たると示
されています。 

同法は、職員間のハラスメントに対する防止対策を義務付けていますが、外部と職員の
間のハラスメント防止対策も「望ましい」としており、当然ここには性的指向・性自認に
関するハラスメントも含まれるものと解されます。 
 
（８） 小括 

このように、性的指向・性自認に関する取り組みは、今日まで着実に歩を進めてきてい
ます。地方公務に携わるものとして、府中⻘年の家事件の高裁判決で示された取り組みの
必要性を念頭に、義務を伴うハラスメント対応施策はもちろんのこと、各分野において国
からも考え方が示されつつある中で、各分野における施策の実施が促されている状況にあ
るといえます。 

その一方、今なお国の担当省庁は必ずしも明確ではなく、各省庁においても、法務省の
人権擁護局や厚生労働省の雇用環境・均等局以外に、担当部署が定められていません。 

2021 年の第 204 回国会においては、国の体制整備に向けて、内閣府に所管する部署を置
くことも含めた、SOGIE に関する新法を議員立法で定める動きが見られましたが、自⺠党
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内の一部保守派の強硬な反対もあり、2021 年 7 月時点で成立に至っていません。 
こうしたことから、各自治体が国にその考え方を照会できる状況にあるとは必ずしも言

えず、各自治体において独自の取り組みの模索が続いている状況にあるのも事実です。 
加えて、日本には、憲法 14 条の漠然とした差別禁止原則の規定以外には、差別を一般

的に禁止するための法律も、政府から独立して人権の救済や啓発を行うための国内人権機
関も、いまのところありません。いくつかの自治体では、SOGI による差別を禁止した条
例もありますが、あくまで一部の動きに留まっています。国レベルの動きがない中で、
LGBTQ+の人々が平穏な日常生活を送れるよう、自治体が差別や偏見の解消に向けて積極
的に取り組むことが求められています。 

自治研作業委員会は、以上の国内の状況を踏まえ、先進的な自治体の状況を参考に、求
められる自治体施策を提言・掲載しました。各組合における取り組みの参考としていただ
ければ幸いです。すべての人への対等・平等な公共サービスの提供に向け、本提言が活か
されることを望みます。 
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Ⅲ 作業委員会の取り組み経過 
 
2020 年 12 月 17 日 第 1 回 
（１）自治労本部あいさつ及び事務局紹介 
（２）作業委員 自己紹介 
（３）作業委員会の役割、お願いしたいことと、今後の進め方 
（４）フリートーク 
 
2021 年 1 月 19 日 第 2 回 
（１）傍聴参加者の確認 
（２）自治労組合員対象アンケートの実施の要否について 
（３）LGBT 自治体政策についての報告書（提言）章立て（案）について 
（４）その他 
・先進自治体事例報告 ファミリーシップ制度 
 
2021 年 3 月 1 日 第 3 回 
（１）自治労組合員対象アンケートの労働調査協議会案概要について 
（２）LGBT 自治体政策についての報告書（提言）章立て（案その２）について 
（３）その他 
・先進自治体事例報告 申請書等性別欄の扱い 
 
2021 年 3 月 30 日 第 4 回 
（１）自治労組合員対象アンケートの確定について 
（２）LGBT 自治体政策についての報告書について 
（３）その他 
・先進自治体事例報告 苦情申し立ての実態 
・最高裁 2021.3.19 判決、札幌地裁 2021.3.17 判決の解説 
 
2021 年 5 月 12 日 第 5 回 
（１）自治労組合員対象アンケートの回答数について 
（２）LGBT 自治体政策についての報告書について 
・はじめに及びパートナーシップ制度の構成案 
（３）その他 
・自治労本部 門崎社会福祉局⻑報告、LGBT 法整備の状況報告 
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2021 年 6 月 11 日 第 6 回 
（１）自治労組合員対象アンケート速報値について 
（２）LGBT 自治体政策についての報告書について 
・報告書のタイトル 
・各委員から提出があったもの（文章）に関する意見交換 
（３）その他 
・LGBT 当事者支援、現場からの報告（※タイトル要協議） 
 
2021 年 7 月 14 日 第 7 回 
（１）自治労組合員対象アンケート結果について 
（２）LGBTQ+/SOGIE 自治体政策の報告書について 
・各委員から提出があったもの（文章）に関する意見交換と今後の進め方 
（３）その他 
 
2021 年 8 月 20 日 第 8 回 
（１）自治労組合員対象アンケート調査報告書（原案）について 
（２）LGBTQ+/SOGIE 自治体政策の報告書について 
・現時点の原稿に対する意見交換と原稿確定に向けて 
（３）その他 
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用語集 
 
あ 
アウティング (Outing):本人の性のあり方を、同意なく第三者に暴露してしまうこと。 
アライ (Ally):多様な性のあり方に理解のある非当事者で、支援者、応援者のこと。  
アセクシュアル(Asexual):恋愛的感情の有無にかかわらず、他者に性的に興味関心を抱く
ことがない人。  
エックスジェンダー (X-gender):自認する性別が男女どちらでもない、どちらとも言い切
れない人。あるいはいずれにも分類されたくない人。 
エフティーエム (FTM、Female to Male):出生時に割り当てられた性別が女性で、自認する
性別が男性である人。 トランス男性とも言う。 
エムティーエフ (MTF、Male to Female):出生時に割り当てられた性別が男性で、自認する
性別が女性である人。 トランス女性とも言う。 
エルジービーティー(LGBT):Lesbian(レズビアン)、Gay(ゲイ)、Bisexual(バイセクシュア
ル)、Transgender (トランスジェンダー) の頭文字をとった言葉 。性的マイノリティの人
たちを表す言葉として用いられることがある。 
 
か 
カミングアウト (Coming-out):自らの性のあり方を自覚し、それを誰かに開示すること。 
クエスチョニング (Questioning):自らの性のあり方などについて特定の枠に属さない人、
分からない人。 典型的な男性・女性ではないと感じる人。 
クローゼット (Closeted、in the closet):自らの性のあり方を自覚しているが、他の人に開
示していない状態。 押し入れに隠れている状態に例えて言う。 
ゲイ(Gay):性自認が男性で、性的指向が同性に向く人。男性同性愛者。 
 
さ 
シスジェンダー(Cis Gender):出生時の性別と性自認が一致し、それに沿って生きる人のこ
と。 
性自認 (Gender Identity):自分の性別をどのように認識しているかを示す概念。俗に「心の
性」と呼ばれることもある。  
性的指向 (Sexual Orientation):恋愛や性的関心がどの対象の性別に向くか向かないかを示
す概念。恋愛・性愛の関心が異性に向かう異性愛 (ヘテロセクシュアル)、同性に向かう同
性愛 (ホモセクシュアル)、男女両方に向かう両性愛 (バイセクシュアル) などがある。俗
に「好きになる性」と呼ばれることもある。 
性同一性障害 (GID、Gender Identity Disorder):性別違和のなかでも、特に精神神経医学
的な診断基準を満たした人のこと。GID と略される。 
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生物学的な性 (Sex):生物としてのヒトを「メス / オス」という 2 つのカテゴリーに分別す
る生物学的知見。  
性分化疾患 (DSDs、Disorders/Differences of Sex Development):染色体、生殖腺もしくは
解剖学的に性の発達が先天的に非定型的である状態を指す用語。※「Differences 」を
「Diverse」と表記する場合も見られる 
性別違和 (Gender Dysphoria):2013 年に改訂された「精神障害診断の手引き第 5 版 (DSM-
5)」で、「性同一性障害」に代わって使用されている名称。出生時に割り当てられた性別
と性自認の不一致を感じている状態を指す。性別違和そのものは精神疾患でないとされて
いる。 
性別適合手術 (SRS、Sex Reassignment Surgery):トランスジェンダーのうち、手術前の身
体の性的特徴に対して 強い違和感や嫌悪感を抱いている人に対し、内外性器の形状を性自
認に合わせるために行う外科手術。 
セクシュアリティ (Sexuality):性のあり方の総称。 
セクシュアル・マイノリティ (Sexual Minority):性的少数者のこと。正常、規範的などとさ
れている性のあり方の周縁に位置する人々の総称。レズビアン、ゲイ、バイセクシュア
ル、トランスジェンダーなどを含む。LGBT の人々を総称して使うことが多い。 
ソジ(SOGI):「性的指向 (Sexual Orientation=SO)」と「性自認 (Gender Identity=GI)」の
略。 
 
た 
トランスジェンダー(Transgender):出生時に割り当てられた性別とは異なる性を自認する
人。 
 
は 
バイセクシュアル(Bisexual):性的指向が男女どちらにも向く人。両性愛者。 
ヘテロセクシュアル (Heterosexual):性的指向が異性に向く人。異性愛者。 
ホモセクシュアル (Homosexual):性的指向が同性に向く人。ゲイは男性同性愛者、レズビ
アンは女性同性愛者。 
 
ら 
レズビアン(Lesbian):性自認が女性で、性的指向が同性に向く人。女性同性愛者。 
 

出典：性的指向および性自認等により困難を抱えている当事者等に対する法整備のため
の全国連合会,『LGBT 報道ガイドライン-性的指向・性自認の視点から』2019 年. 
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「なくそう！SOGI ハラ」実行委員会編『はじめよう！SOGI ハラのない学校・職場づくり』
大月書店,2019 年,P79.
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Ⅳ LGBTQ+/SOGIE に関する条例、計画、指針などの 

   取り組み 
 
１．自治体における性的指向・性自認に関する条例について 
（１）条例制定の動きの背景 
 性的指向・性自認に関しては、特にその少数派が、社会の様々な場面で偏見、差別、ハ
ラスメント（以下、差別等）にさらされてきており、看過できない問題となっています3。
そのため、性別、障害、人種・国籍等の他の属性の場合と同様に、性的指向・性自認に関
する差別等の是正のためのルール作りが喫緊の課題となっています。差別等の場面は、教
育、雇用、公的・⺠間サービス利用（医療・福祉含む）など多岐にわたるとともに、多く
が生活にかかわる場面であるため、そのルールは、諸場面に網羅的でかつ実効的な（理念
提示だけでなく、実際に起きた差別等を迅速かつ現実的に解決できる）しくみである必要
があります。そのような観点から、性的指向・性自認に関する差別等の是正を中心とした
ルールが、市⺠生活に直結した行政である各自治体において条例として検討・制定されて
きた経緯があります。特に、国において性的指向・性自認に関する包括的な法整備が途上
にある中で、自治体における法的ルール作りはよりいっそう重要な意義を有するようにな
っています。なお、是正のしくみが、自治体の作成しうる規範のうち「条例」という形式
を取ることは、差別禁止という普遍的なルールが議会の政治状況や⾸⻑の政治的立場等に
よって安易に変更されることを防ぎ、自治体のルールとしての安定性を向上させる意義を
もっています。 
 
（２）条例形式の種類 
 これまでに自治体で制定された性的指向・性自認に関する条例は、対象となる属性やベ
ースとなる条例の形式から、3 つの種類に大別されます4。 

最も多い形が、男女共同参画・男女平等（性別）に関する条例（以下、男女条例）に
「性的指向」と「性自認」に関する規定を組み込むものです。これには、①男女条例が未
だ制定されていない場合に、標準的な男女条例の構造に、「性別」「性的指向」「性自認」
という属性に関する各規定を盛り込むもの（2013 年施行の東京都「文京区男女平等参画推
進条例」、2014 年施行の同「多摩市女と男の平等参画を推進する条例」など多数）、②既存

 
3 その少数派が経験してきている差別等については、LGBT 法連合会（一般社団法人 性的指向および性
自認等により困難を抱えている当事者等に対する法整備のための全国連合会）「性的指向および性自認を
理由するわたしたちが社会で直面する困難リスト」（第 3 版）を参照のこと。 
4 三分類は筆者によるものだが、関係する条例は、一般財団法人地方自治研究機構「性の多様性に関する
条例」のサイトが随時更新されており、参考になる。
http://www.rilg.or.jp/htdocs/img/reiki/002_LGBT.htm 
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の男女条例を改正して、「性的指向」と「性自認」を属性として追加するもの（2003 年条
例を 2019 年に改正施行した同「豊島区男女共同参画推進条例」など）、とがあります。ま
た、①②のいずれについても、「多文化共生」（人種・国籍・肌の色等）などのその他の属
性が同時に盛り込まれる場合もあります（2018 年施行の同「世田谷区多様性を認め合い男
女共同参画と多文化共生を推進する条例」など）。 
 第二の種類は、様々な属性の人を含むあらゆる人の人権尊重に関する条例（以下、人権
条例）の中で、「性的指向」と「性自認」に関する明記をしたものです。例えば、東京都
「国立市人権を尊重し多様性を認め合う平和なまちづくり基本条例」（2019 年施行）、神奈
川県「川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」（2019 年施行）などがあります。 
 第三のカテゴリーは、男女条例や人権条例の形式を取らず、「性的指向」「性自認」のみ
に関する条例として制定した条例です。例えば、三重県「性の多様性を認め合い、誰もが
安心して暮らせる三重県づくり条例」（2021 年施行）などがあります。 
 
（３）条例に盛り込まれる項目 
 自治体が性的指向・性自認に盛り込む条例の条文の内容は、自治体の状況やそれに応じ
て各自治体が求めるものにより様々ですが、冒頭で示したように、社会全体に性的指向・
性自認に関する差別等が根強く残っていることを踏まえて、これを禁止し、かつ、起きて
しまった差別等を是正したり解決したりする規定が中心となります。性的指向・性自認に
関する条例に盛り込まれる主な項目は以下のとおりです。 
 
（ａ）目的・基本理念 
 まず条例では、条例の目的と基本理念について書かれます。基本理念には、性的指向・
性自認等による差別等や暴力を受けないことなど人権が尊重されること、性別による固定
的な役割分担意識に基づく社会制度や慣行にとらわれずに多様な生き方が選択できること
など、後段で定める具体的な規定の基本となる理念が書き込まれます。 
 
（ｂ）用語の定義 
 条例の前段では、「性的指向」「性自認」「（セクシュアル・）ハラスメント」「複合差別」
「パートナーシップ」等、条例で用いる用語の定義が置かれています。特に重要なのは、
「性的指向」「性自認」についての定義規定を置くことです。「性的少数者」「性的マイノ
リティ」「LGBTQ+」等の性的な少数派を意味する用語の定義は不要です。なぜなら条例
は、性的指向がどこに向くかや自己の認識する性別がどういったものであるかにかかわら
ず、「あらゆる人」が性的指向や性自認に関する差別等を受けることを禁止すべきものだ
からです。条例の保護対象を誰とするかに関わるため、これについては次の（ｃ）（イ）
で述べます。 
  

－ 25 －



24 

（ｃ）禁止事項等 
 繰り返し述べるように、社会には性的指向・性自認に関する偏見があり、差別やハラス
メントという人権侵害が起きています。性別や障害などその他の属性と同様に、法的規範
なしでは容易に解消するとは考えられないことから、法律もしくは条例で禁止することが
求められています。 
（ア）差別・ハラスメント・カミングアウトの強制・アウティングの禁止 

差別等の禁止の規定例としては「何人も、ドメスティック・バイオレンス等、セクシュ
アル・ハラスメント、性的指向、性自認等を含む性別を起因とする差別その他性別に起因
するいかなる人権侵害も行ってはならない」（国立市女性と男性及び多様な性の平等参画
を推進する条例 8 条 1 項）というものです。「差別」と「その他性別に起因するいかなる人
権侵害」（ハラスメントを含むと考えられる）が禁止されています。 

加えて最近では、カミングアウトの強制の禁止・カミングアウトの自由を保障するもの
（「何人も、性自認又は性的指向の公表に関して、本人に対し強制又は禁止してはならな
い」豊島区条例 6 条 5 項）や、アウティングを禁止するもの（「何人も、本人の同意なくし
て性自認又は性的指向を公表してはならない」同条 6 項）も盛り込まれるようになってい
ます。 

さらに、性別表現（自己の性別についての外見上の表現）の自由をうたう新しい規定
（「何人も、正当な理由がない限り、他人の性別表現を妨げてはならない」港区男女平等
参画条例 7 条 4 項）もあらわれています。 
（イ）保護対象者 

差別等を受けているのは多くの場合、性的な少数者であるが、これらの者のみを条例上
の保護（適用）対象とすべきではありません。その理由は、①自己の性的指向・性自認は
機微な個人情報であり、公にするかどうかは個人の選択に基づくところ、差別等を受けた
と相談したり解決を求めたりする際に、性的指向・性自認が少数派であると本人の意に反
して明らかにしなければならないとすれば、カミングアウトの強制となり不適切であると
ともに、相談や苦情申立てがしづらくなり、差別等が潜在化したままとなって、解決が困
難になるためです。また、行政としても、相談等が寄せられなければ、性的指向・性自認
をめぐり実際に起きている問題が見えにくく、次に講じるべき政策の方向性を把握したり
政策を裏付ける事実（根拠）を収集したりする機会が減ります。 

理由の②は、差別やハラスメントは、マイノリティの当事者が受ける場合以外に、マイ
ノリティである他人との関係を理由にマイノリティでない者（マイノリティの家族など）
が差別等を受ける場合（関係性の差別、関係差別、関連差別）や、(実際にはマイノリティ
ではないかもしれないが)「マイノリティである」と認識（誤解）されて差別等を受ける場
合（認識差別、誤認差別）があるからです。 

以上の理由から、本人が性的マイノリティかどうかに関わらず、あらゆる人が「性的指
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向・性自認に関する」差別等を受ける場合も適用になる条文にする必要があります5。 
 

（ｄ）実効性確保措置 
 前述のような差別等の禁止規定が導入されたとしても、実際に差別等が起きたときに迅
速かつ適切に是正されたり、解決できるしくみがなければ、何の効果もなく、絵に描いた
餅です。また、自治体としても差別の実態が見えにくくなり、その先の施策を進めること
が難しくなります。したがって、条例の実効性を確保する制度が重要です6。 
 性的指向・性自認に関する条例のうち多くのものに、苦情処理制度が置かれています。
苦情処理委員（会）が調査審議をし、関係者に対する助言、指導及びあっせんや、関係者
に対する人権侵害の是正の要請などを行います（豊島区条例 23 条以下など）。自治体の⾸
⻑が行為の是正について勧告を行うものもあります（渋谷区男女平等及び多様性を尊重す
る社会を推進する条例 15 条 3 項）。しかし条例が扱える事項には違いがあり、①区が実施
する男女共同参画施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策に関する
事項、②性別等による差別等男女共同参画を阻害する要因により人権が侵害されたと認め
られる事案に関する事項の両方を扱える制度（豊島区など）と、①のみ扱う制度（多摩市
など）などがあります。関係者が区の勧告に従わないときに、区⻑が事業者などの関係者
名その他の事項を公表することができる規定を置いている条例もあります（渋谷区条例 15
条 4 項）。しかし、全般的に利用が低調となっており、制度の周知とともに7、利用しやす
さの追求が急務となっています。 
 
（ｅ）その他 
 性的指向・性自認に関する条例に導入されているその他の重要な規定は、審議会の設置、
行動計画の策定、行政・事業者・市⺠の責務規定、拠点施設（居場所事業、啓発等）など
です。パートナーシップ制度について条例中に規定する例もあります（多摩市、渋谷区、
国立市、豊島区など）。 
 
２．自治体における性的指向・性自認に関する計画と LGBTQ+の位置づけ 
（１）全国自治体調査（2016） 
 全国の自治体における LGBTQ+関連の施策は年々増加し、事業内容だけでなく対象領

 
5 ほとんどの条例における差別等の禁止の保護対象はあらゆる人となっているが、「渋谷区男女平等及び
多様性を尊重する社会を推進する条例」においては、「区、区⺠及び事業者は、性別による固定的な役割
分担の意識を助⻑し、若しくはこれを是認させる行為又は性的少数者を差別する行為をしてはならない」
（8 条 3 項）として、性的指向・性自認について「性的少数者」のみを対象にした形となっている。 
6 差別等の禁止規定を設けているが、苦情処理の制度を設けていない条例として、「東京都オリンピック
憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例」がある。 
7 この点で、区のウェブサイトに事案概要や委員会の会議録等の資料を掲載している豊島区の苦情処理委
員制度は参考になる。https://www.city.toshima.lg.jp/049/kuse/shingi/kaigichiran/011684.html 
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域も拡大の一途をたどっています。2016 年に日本学術振興会の科学研究費による助成をう
けて行われた全国自治体調査は、その傾向を明確に示しています。ここではその調査の結
果のうち、自治体の計画や指針の部分をご紹介します。以下の記述は、釜野さおり・堀江
有里 2017「計画・指針等の文言分析」谷口洋幸・石田仁・釜野さおり・河口和也・堀江有
里『全国自治体における性自認・性的指向に関連する施策調査（2016（平成 28）年 4 月〜
7 月実施）報告書』科学研究費助成事業「日本におけるクィア・スタディーズの構築」研
究グループ編 23-43 頁の概略をまとめたものです。報告書はウェブサイトからも入手でき
ます（http://alpha.shudo-u.ac.jp/~kawaguch/seisaku_chousa.pdf）ので、詳細については
報告書の原本をご覧ください。 
 この調査は、全国すべての自治体に対して、性自認・性的指向に関連する施策の取り組
み実態を知るために行われたものです。ウェブ回答を主たる調査モードとし、調査を依頼
した全国 1738 の自治体（実査直前に熊本地震が発生したため熊本県全自治体と宮崎県の一
部への協力依頼を見送った）のうち 811 自治体から回答がありました。アンケートでは
「あなたの自治体にある計画・プラン・指針・宣言などの文書に、性的指向や性自認に直
接関連する言葉が入っているものはありますか」との問いをたてて「ある」「ない」を選
択していただき、「ある」と回答した場合に、「文書の名称と言及されている部分を抜粋
して入力してください」とたずねています。回答があいまいな部分については、調査者側
で該当自治体のウェブサイトを閲覧し、情報を補完する作業も行いました。 
 
（２）言及のある自治体数と施策における位置づけ 
 回答のあった 811 の自治体のうち、計画などに性的指向や性自認に関する言及があった
のは約 23％にあたる 188 の自治体でした。複数の計画などで言及しているケースもありま
すので、全体数としては 235 の文書で確認ができました。このうち、群馬県や大阪府高槻
市、兵庫県伊丹市、岡⼭県、そして福岡県は、3 つ以上の計画などに言及があったとのこ
とです。 
 235 の文書の位置づけを確認してみると、「男女共同参画」が 108、「人権擁護」が 110、
「その他」が 19 という結果でした。最初の 2 つが中心であることがわかります（なお 2021
年 8 月現在、性的指向・性自認単独の基本計画を持つ自治体もあります）。言及している
計画などが 1 つだけの自治体に絞ってみても、「男女共同参画」が 80、「人権擁護」が 65
ですので、この 2 つに大きな偏りはないことも読み解けます。「その他」には、子ども・
若者支援、ユニバーサルデザイン、生活安心、オリンピック・パラリンピック、防災計画
などが含まれていました。 
 
（３）用いられる文言 
 計画などで使われている LGBTQ+に関連する文言としては、「性同一性障害（障が
い）」が 117 の自治体、135 文書と最も多く、次いで、「性的指向」の 80 自治体、88 文
書という結果でした。それ以外の文言としては、統計順にみると、「性的マイノリティ」
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は 52 自治体、58 文書、「性的少数者」は 48 自治体、55 文書、「同性愛（者）」は 46 自
治体、51 文書、「両性愛（者）」は 28 自治体、30 文書、「性の多様性／多様な性」は 40
自治体、44 文書、「LGBT」は 32 自治体、33 文書です。2016 年には現在ほど「LGBT」
や「LGBTQ」「LGBTQ+」という言葉が浸透しておらず、「性的マイノリティ」などの
文言が用いられていたことがわかります。また、自治体によっては、「性自認」（9 自治
体、10 文書）、「インターセックス／性分化疾患」（6 自治体、8 文書）という文言も用
いています。2018 年から法務省の人権週間啓発活動強調項目が「性同一性障害」から「性
自認」に変更されましたが、この調査が行われた 2016 年当時は、「性同一性障害（障が
い）」が一般的に用いられていたことも読み解けます。 
 
（４）策定（改訂）年とその特徴 
 計画などに言及があると回答した 188 自治体のうち、策定（改訂）年の内訳については、
右にある図が報告書 27 頁に掲載されています。最も古いものは 2003 年の「福岡県人権教
育・啓発基本指針」でした。 
 文書数の推移をみてみると、2000 年から 2010
年までは毎年一桁だったものが、2011 年から
徐々に増え始め、特に 2015 年から 2016 年にかけ
て急増したことがわかります。東京都渋谷区や世
田谷区においてパートナーシップ認定制度の導入
がきまったのが 2015 年であり、この急増がその
影響をうけたものであろうことは想像に難くない
ものです。それぞれの自治体の取り組みが全国へ
と波及し、相乗効果をもたらしている好例といえ
るでしょう。 
 報告書では計画などの策定年と用いられている
文言には、いくつかの傾向がみられると分析され
ています。たとえば「LGBT」に言及した 33 の文書の策定年は、2015 年と 2016 年である
ということです。京都府田辺市は 2011 年の男女共同参画計画で使用していたようですが、
2015 年以降に集中していることは、言葉の変遷を理解する上で参考になりそうです。 
 
（５）現状の把握と分析のために 
 以上にご紹介した調査結果は 2016 年時点の状況を示したものです。また、回答のあった
811 の自治体に限定した分析ですので、計画などを網羅できているわけではありません。
ただし、当時の大まかな傾向を知るためには有効な資料といえます。現在、調査を実施し
た研究グループによる新たな調査計画が進行中で、2022 年春頃には更新された情報にもと
づく分析が公表される予定です。 
 

－ 29 －



28 

３．自治体における性的指向・性自認に関する対応指針について 
（１）経過と概要 
 各地で策定されている「性的指向・性自認に関する自治体職員向け対応指針」の多くは、
もともと 2016 年 3 月に「性的指向および性自認等により困難を抱えている当事者等に対す
る法整備のための全国連合会」（以下「LGBT 法連合会」という）より、東京都文京区宛
に、「自治体等において性的指向や性自認に関する偏見や差別をなくし、困難を解決する
ためのより良い行政サービスの提供、より良い地域社会づくりの促進を目指して、マニュ
アルを作成するためのガイドラインが区に提出」され、これを受けた東京都文京区が 2017
年３月に「文京区職員・教職員のための性自認および性的指向に関する対応指針」を策定
したことに端を発しているようです。この「指針」は全国に波及し、今では都市部以外で
の策定も見られるようになってきました。その際、名称が「職員ハンドブック」「対応ハ
ンドブック」「ガイドライン」等のタイトルになっている場合もあります。 
 「指針」は、主に「住⺠等への対応」「職場における対応」「教育現場における対応」
の３分野となっている自治体が多く見られます。「住⺠等への対応」では、窓口対応、性
別欄の取扱、公共施設の利用、福祉サービスの提供、災害時の対応等の施策が掲載される
例が見られます。「職場における対応」では、法制化されている性的指向・性自認に関す
るハラスメント防止対策のほか、相談対応、採用、福利厚生等の施策の掲載が見られます。
最後に、「教育現場における対応」では、「いじめ」対応、部活動や課外活動における対
応、事務手続きにおける対応などが掲載されているようです。 
 「指針」が策定されることによる効果は、その目次から性的指向・性自認に関する取り
組みの範囲が確認できること、そして、必要な対応が求められる際に、指針に立ち戻って
その取り組み内容が把握できることにあります。特に前者は、ともすればこの取り組みが
人権や男女平等・女性関係の部署における「啓発」のみで解決すべきものであると思われ
がちであるところ、指針の目次を一瞥するだけで、各部署横断的に取り組むべき課題であ
ることがわかるところに意義があります。各所属で具体的にどのようなことができるのか
を考えることができる手がかりになるといえるでしょう。他方で、後者においても、事
務・事業もしくは職場における対応において、対応が求められる際に、「指針」を確認す
ることで一次的な対応が参照できる点に意義があると言えるでしょう。 
 
（２）導入にあたってのポイント 
 指針策定において、各自治体において、単独の「指針」として位置付けている例が多く、
必ずしも条例に根拠を持っているわけではないようです。条例を制定している自治体でも、
指針の根拠規定を置いているところは管見の限り見られません。 
 他方で、策定にあたっては、人権や男女平等に関連する部署が、原課と調整の上で策定
している例のほか、関連する審議会や内部の部⻑会議において議論している例もあるよう
です。また、完成した指針は議会に報告を行っている例も見られます。 
 策定にあたっては、前述の「LGBT 法連合会」や域内の当事者団体に監修を依頼する例
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もあるようです。これらの策定にあたっては、LGBTQ+当事者の視点と公務部門としての
視点、両方の専門性が求められます。 
 
（３）取り組みの方向性 
 現在の自治体の事務事業において、性的指向・性自認に関する対応は必須のものとなり
つつあります。その中で、一定の方向性や考え方をまとめた「指針」を策定することは、
求められる取り組みであるといえるでしょう。自治体職員や教職員向けの施策であること
から、導入へのハードルもそう高いものではありません。 
 一方で、現在の「指針」の内容は「住⺠等への対応」「職場における対応」「教育現場
における対応」とやや限定的なものに留まっています。例えば、LGBT 法連合会が監修・
著である、一般社団法人社会的包摂サポートセンターが編集・発行している『性自認およ
び性的指向の困難解決に向けた支援マニュアルガイドライン』（第 2 版）では、医療や⺠
間サービスについても記載がなされています。 
 病院などを所管している自治体においては、「医療」分野の規定を定めることも求めら
れます。また、域内の企業等の活動の取り組み促進や、公共⺠間の分野における取り組み
の観点から、「⺠間サービス」の規定を例示することも考えられるでしょう。実際に自治
体によっては、「医療機関」や「⺠間企業」において参考とされることを想定している自
治体もあり、であれば各現場に特化した書き方も考えられるでしょう。 
 また、本提言を基に、より広範、かつ具体的な取り組みについて「指針」として自治体
の中でオーソライズすることも考えられます。 
性的指向・性自認に関するニーズが以前よりも明らかとなり、また住⺠からも声のあがり
やすい社会状況下において、より充実した方針の提示が求められています。 
 
（４）策定例（好事例） 
 ・東京都文京区：『性自認および性的指向に関する対応指針〜文京区職員・教職員のた
めに〜』（2021 年３月改訂） 
https://www.city.bunkyo.lg.jp/var/rev0/0216/4627/202141314612.pdf 
 ・⼭形県⼭形市：『⼭形市職員・学校教職員のためのＬＧＢＴ対応サポートハンドブッ
ク』 
（2021 年３月改訂） 
https://www.city.yamagata-
yamagata.lg.jp/kakuka/kikaku/danjosenta/sogo/gazoufile/lgbthandbook.pdf 
・三重県：『多様な性のあり方を知り、行動するための職員ガイドライン〜ＬＧＢＴをは
じめ多様な性的指向・性自認（ＳＯＧＩ）について理解を深め、行動する〜』（2019 年 2
月） 
https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000947571.pdf  
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Ⅴ LGBTQ+/SOGIE に関する具体的な施策について 
 

１．LGBTQ＋支援、相談窓口設置 
 都道府県、市区町村の多くに、男女共同参画や人権啓発もしくはダイバーシティの担当
部署が設置されています。LGBTQ+について、なんらかの施策に取り組んでいる自治体で
は、そのいずれかの部署が相談や啓発事業にあたっています。 
 どこの部署であっても、十分な対応がされていれば問題ではありませんが、男女共同参
画であれば同じジェンダーの課題として取り組めるものの、「女性差別や格差の解消」と
いう施策目標に力を入れなくなるのではないか、あるいは既存の人員や予算を LGBTQ+
に割かれるのではないかといった危惧や懸念が指摘されています。また、人権啓発であれ
ば、自治体の被差別部落への差別や在日韓国・朝鮮人、アイヌ⺠族など多様な人権の取り
組みの中で、LGBTQ+も「啓発」が中心となり、実効性確保が心配という声もあります。 
 もともと「ダイバーシティ」を謳っている部署であれば、人種、性別、年齢、信仰など
にこだわらずに多様な人材を生かし、最大限の能力を発揮できるようにという考え方のも
とで、LGBTQ+も包含して施策が実施されていくかもしれません。ただ、男女共同参画部
署を「改組」したところも少なくなく、そのような場合は男女共同参画を軽視していると
の批判も指摘されるようです。どのような部署が担うにしても、一⻑一短があるといえる
でしょう。 
 いずれにしても、どこに支援窓口を設けるか、という課題とともに、どこまでの範囲を
所管させるのかということを整理する必要があります。例えば、公営住宅への入居や生活
保護、災害時の対応など、上記の部署で対応することが困難な政策課題もあり、各主管課
において LGBTQ+への対応をいかに充実させるかと、LGBTQ+施策の主管課がいかに全
庁的に発信し、連携を図るかがより重要なテーマといえます。 
 そのうえで、LGBT 施策主管課に設けられる（設けるべき）窓口の具体的施策について
以下に掲げます。 
 
（１）電話など相談事業 

LGBTQ+は、様々な「困りごと」を抱えています（本報告の巻末に LGBT 法連合会の
「困難リスト」を転載しており、具体的な困難が確認できます）。 

思春期であれば、保護者も言えない学校生活や友人関係での悩み。成人してからは、社
会や職場での悩み。これらは、例えば学校の制服、体操服、トイレといった改善できる運
用や制度面の課題もあれば、研修や啓発によって変わる意識面での改善が期待されること
もあります。 

一方で、調査では多くの LGBTQ+が、いじめや不登校を経験し、自己肯定感が低く、
精神的な困難さも抱えていることが明らかになっています8。 

 
8   日高庸晴「教員 5,979 人の LGBT 意識調査レポート」 個別施策層のインターネットによるモニタリ
ング調査と教育・検査・臨床現場における予防・支援に関する研究（2014）。 
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2019 年の厚生労働省調査では、11 府県、30 市に LGBTQ+の相談窓口があるとされてい
ますが、専門的な相談体制は半数にとどまり、①男女共同参画センターにおいて相談が可
能、②精神保健福祉センターや教育センターで相談が可能、③人権の相談としては可能、
といった、個別事業の「延⻑線」での対応となっています9。 

当然、専門相談でなくても、対応できる窓口がないよりはあるほうがいいのですが、
LGBTQ+は運用や制度でのトラブル、つまずきだけではなく、二次被害につながらない丁
寧な対応が必要であることや、世代によって求められる対応が異なるなど、課題は複線、
複合的であることが多く、相談には経験や知識に加えて、LGBTQ+のおかれている環境へ
の共感力も必要です。 

都道府県や政令市、県庁所在市など財政力や人員に一定の規模があり、その役割を発揮
すべき自治体には専門相談窓口の設置を、市町村など小さい規模の自治体については相談
窓口から適切に都道府県等の専門相談部署に引き継ぐなど、役割分担の上での取り組みが
求められます。また、相談内容を施策に生かすため、相談窓口と LGBTQ+施策担当が十
分連携するか、もしくは同一とすることも検討すべき課題です。 

なお、いじめや不登校などの課題は深刻なため、幼少期から思春期までの時期において、
保育所や幼稚園、小中学校などと相談窓口の連携は、保護者への対応も含めて重要です。 
 
（２）居場所づくり 
 厚生労働省の委託事業の調査10では、職場の誰か一人にでもカミングアウトしている当
事者は１割前後にとどまっているなど、LGBTQ+の多くは、性自認や性的指向を誰に伝え
ることもできず、１人で抱えていることが多く、打ち明けることができたとしてもわずか
な人数にとどまります。困りごとや悩みごとの共有、あるいは「心理的に安全に過ごせる
場所」を用意することは、LGBTQ+やその支援者にとってとても大切なことです。 
 京都市をはじめとして、多くの自治体で交流事業が行われています。静岡市では性的少
数者居場所づくり事業「にじいろカフェ」を月１回、市⺠活動センターで実施しており、
運営を特定非営利活動法人しずおか LGBTQ+に委託しています。横浜市では、「交流ス
ペース：FriendSHIP よこはま」を市内２か所の男女共同参画センターで月１回ずつ実施
しており、特定非営利活動法人ＳＨＩＰに委託しています。兵庫県尼崎市では、「性的マ
イノリティみんなの居場所」として、女性センター内において、映画鑑賞やフリートーク、
ゲストスピーカーを招いての交流会など、月１回、居場所づくり事業を実施しています
（MixRainbow と尼崎市の主催）。 

東京都世田谷区では、区立男女共同参画センターらぷらすにおいて「セクシュアルマイ
 

9 厚生労働省調査（2019）は、性同一性障害の相談窓口の調査のため、LGBTQ+全体の相談事業を行って
いる自治体が回答していない例（宝塚市など）もあり、調査から 2 年を経ていることから、全国ではさら
に多くの事例があると考えられます 
10 2019 年度厚生労働省委託事業「職場におけるダイバーシティ推進事業」報告書 
https://www.mhlw.go.jp/content/000673032.pdf 
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ノリティのための世田谷にじいろひろば 交流スペース」を月１回実施しています。らぷら
すは、社会福祉法人共生会 SHOWA が運営しています。（昭和女子大学のバックアップに
よって設立された特定非営利活動 NPO 昭和を⺟体に設立） 
 このように LGBTQ+がお互いに、あるいは支援者とつながりを作ることのできる場、
として自治体が主体的に設置するほか、すでに自治体内や近隣で相談事業や交流事業を自
主的に実施しているノウハウと経験ある NPO 法人に委託することなど、支援の取り組み
が求められます。 
 
（３）自治体の各窓口での支援 
 自治体の窓口では LGBTQ+に関わって人権への配慮を含む支援が可能です。 
 例えば、最も身近な住⺠課での住⺠票や⼾籍の届け出手続き時に、見ためと届け出や保
管データと性別が同じでない場合に、別室に案内して会話することや、メモで筆談するこ
とといった配慮も支援に含まれます。 
 なお、性別欄の見直しに関する取り組みは、第Ⅴ章６．行政手続き（届出、申請の性別
欄）の見直し、に記載しています。 
 さらに、税務課や国⺠健康保険課でも、手続き漏れや支払い遅延の原因が、LGBTQ+に
関連する可能性、例えば生活に困窮する同性パートナーの存在を窓口では説明できない、
といったことへの想像力と対応が求められます。これらは、いずれも職員に知識と理解、
経験、さらに複雑な事情「かもしれない」ことに時間を使うための人員が必要です。した
がって、自治体当局には相談室や会議室の充実、人員体制の確保を並行して行わせる必要
があります。 
 一方、相談事業で記述したように、学齢期の LGBTQ+は希死念慮が最も高まる時期で
あるとも言われており、丁寧な支援が必要です。教育委員会や教育センターでは、よりケ
ースに応じたアドバイスや学校も含めた支援が必要となります。これらは、文部科学省が
「性同一性障害や性的指向・性自認に係る、児童生徒に対するきめ細かな対応等の実施に
ついて」（2016）を出していることから、一定の水準の対応を参照できる状況にあると考
えられます。一方で、学習指導要領に「性の多様性」が盛り込まれておらず、多様な性に
ついて記載がある教科書も一部に止まります。教員-児童（生徒）、児童-児童の関係も含
めた対応や支援が求められるが故に、授業以外の場面も含め、学校全体で児童のサポート
やケアを行うことが重要であり、学校全体での多様な性に関する研修を教員、養護教員、
スクールサポーター、PTA などで実施することも重要です。 
 
（４）自治体の福祉窓口での支援 
 自治体の福祉現場では、生活保護と精神保健福祉の分野で LGBTQ+に関わることが多
いですが、障がい支援や高齢者（介護）支援、生活困窮においても、LGBTQ+への支援が
求められます。入所や通所などの福祉サービスでは、男女別になっていて、トランスジェ
ンダーが性自認と異なる対応をされるためにサービスを受けられないことがあり、同様の
ことが生活困窮支援時の施設入所でも想定されます。 
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 さらに、障がいや高齢者では、同居パートナーの存在がネックとなり、サービスを受け
ることを躊躇することもあります。 
 LGBTQ+で、障がいをもつ（高齢者、あるいは生活困窮）、という複合的な支援を必要
とする場合には、LGBTQ+についての理解とともに、関連する他の制度にも精通している
ことや、部署間での連携によって支援体制をつくることも必要です。その際、最低限の対
応が担保され、かつアウティングを起こさないために、どこまで情報を共有するかと本人
の同意をどうするかなど、役所内でのルール化と徹底が求められます。  
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 コラム①  トランスジェンダーと医療・法的な性別再指定 
＜トランスジェンダー＞ 
 出生時に割り当てられた性別と性自認が異なる人をさします。どのような性表現をする
かは、人によって様々です。性自認に合った服装や言葉づかい、行動等をすることで、周
囲から性自認と一致した存在として認識されることで、自分の持つ性別違和感を軽減・解
消する人もいます。また、性自認に身体の性別を近づけるための医学療法（治療）や、⼾
籍上の名や性別を変えることを望む人もいれば、望まない人もいます。 
 

出生時に割り当てら
れた性 

自分が認識している性 
（性自認） 

名称 

男性 女性 トランスジェンダー女性 
MtF(エムティーエフ、Male to Female)  
女性 等 

女性 男性 トランスジェンダー男性 
(エフティーエム、Female to Male) 
男性 等 

男性 性自認が男女どちらでも
ない、どちらでもある、
中間、決められないなど
の人等 

X ジェンダー 
MtX (エムティーエックス、Male to Ｘ) 
等 

女性 X ジェンダー 
FtX(エフティーエックス、Female to Ｘ) 
等 

 
＜性同一性障害＞ 
 自らの性に持続的な違和感を持ち、異性のアイデンティティをもつため、時には身体の
性を性自認に近づけるために医学的治療を望むことさえある状態を指す医学的な疾患名で
す。性同一性障害であると診断されることで、性自認に身体の性を近づけるための医学療
法（治療）や、⼾籍上の名や性別を変えることができます。 
 なお、アメリカ精神医学会が定めた精神障害に関するガイドライン第 5 版（DSM-5：
2013 年発行）には「性同一性障害」という疾患名はなくなり、「性別違和」（GD: 
Gender Dysphoria）に変更されました。また、WHO（世界保健機関）が作成する国際疾
病分類である「国際疾病分類 第 11 版」（ICD-11：2022 年発効）にも「性同一性障害」と
いう疾患名はなくなり”Gender Incongruence”（性別不合）に置き換えられます。国際的に、
性同一性障害という疾患名は使用されなくなりつつあります。 

 
1. 性別変更を行う場合の医療/法的プロセス（2021 年現在） 
（１）医療プロセスについて 
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 トランスジェンダーの中には、出生時に割り当てられた性から自認する性に性別変更す
る医療処置や法的プロセスを望む人もいます。日本国内の主要な医療機関では、3 つに大
別される治療（精神療法・ホルモン療法・手術療法）が行われています。しかし、これら
の治療を望まない人や、望んでも体質など様々な事情で処置が受けられない人もいます。 
（ａ）診断書の取得 
 トランスジェンダーのうち、性同一性障害と診断されれば、診断書が出されます。ジェ
ンダー・クリニックと呼ばれる専門医療機関で日本精神神経学会のガイドラインに沿った
ホルモン療養や手術療法を受けるためには、2 人の専門医による診断が一致する必要があ
ります。初診から診断までには「半年から 1 年」かかる例が多く、地域によっては近くに
ジェンダー・クリニックがないため、遠くまで通院せざるを得ない場合もあります。 

また、性同一性障害の診断にはいくつかの要件があり、すべてのトランスジェンダーが
性同一性障害と診断されるわけではありません。また、診断書の取得を望まない人もいま
す。 
（ｂ）治療 
（ア）ホルモン療法 
 ホルモン療法は、身体の男性化や女性化を促すことを目的に行われるものです。 
トランスジェンダー女性が女性ホルモンを投与すると、乳房が発達する、肌のキメが細か
くなる等の変化が起こり、トランスジェンダー男性が男性ホルモンを投与すると、月経が
止まる、声が低くなる、体毛が濃くなる、筋肉量が増加するなどの変化が起こります。ま
た、ホルモン剤の作用には個人差がありますが、副作用として、うつ的になったり、肝機
能が低下するなど健康上の課題が生じることもあります。 
 なお、ホルモン剤を注射での投与の場合、薬剤の種類や個人の状況にもよりますが、２
−３週間に一度ほどの定期的・継続的な投与をすることが多いです。また、1 回の投与で
急激な変化が起こるわけではなく、少しずつ変化が進んでいき、性別適合手術後や、⼾籍
上の性別が変更された後にもホルモン投与は続きます。なお、ホルモン療法は健康保険の
適用の範囲ではなく、自費診療となります。 
（イ）手術療法  
 手術療法は、性別適合手術と、それ以外の手術に大別されます。 
 
＜性別適合手術＞ 
 性別適合手術とは、性自認に身体の性を近づけるため、内外性器に対して行う手術の総
称です。国内では、性別を変更するために必要な手術であることが、性同一性障害者の性
別の取扱いの特例に関する法律にて定められています。2018 年 4 月 1 日に診療報酬改定が
施行され、性別適合手術や乳房切除などトランスジェンダーの手術療法に対する健康保険
の適用が開始されました。しかし、ホルモン療法をすでにしている人については、混合治
療となり、健康保険の適用の範囲ではありません。 
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＜乳房切除、喉仏切除などその他の手術＞ 
 乳房切除は、主にトランスジェンダー男性が受けることが多い手術で、乳房を切除して
胸を平らにします。喉仏切除は、主にトランスジェンダー女性が受ける手術で、喉仏の軟
骨を削るものです。 
 
（２） 法的プロセス 
（ａ）⼾籍名の変更について 
 ⼾籍名の変更は、家庭裁判所への申し出を本人が行います。医師の診断書や改名をする
名前を使用していることがわかる書類が必要となりますが、ホルモン療法や手術等の治療
をしている必要はありません。ただ、当事者からすると⼾籍名の変更はハードルが高いの
で、日常生活では通名を使用している人もいます。 
（ｂ）⼾籍の性別変更について 
 ⼾籍の性別変更は、家庭裁判所への申し出を本人が行います。なお、「性同一性障害者
の性別の取扱いの特例に関する法律」では、性同一性障害の診断を受けた者が⼾籍上の性
別を変更する手続きとして、5 つの要件を設定しています。それらの条件には、婚姻をし
ていないことや、未成年の子がいないこと、生殖腺がないこと、または生殖腺の機能を永
続的に欠く状態にあることなどが含まれています。そのため、身体上・経済上の理由など
から手術が叶わず、本人が希望していても⼾籍の性別変更ができない場合があります。 
 
 
 
 コラム②  LGBTQと生活困窮における支援 
 LGBTQ は社会的な状況から生活困窮に陥りやすい状況があります（トランスジェンダ
ーの 40%は年収 200 万円以下11）。本コラムでは、LGBTQ が生活保護を受給する上でど
のような困難が生じ、支援者としてどのような支援を提供できると良いかについて考えて
いきます。 
 
1. 同性パートナーと生活保護について 
 生活保護の受給が必要の方のなかには、⼾籍上の同性パートナーと共同生活をしている
方もいます。⼾籍上同性同士は日本では結婚できないため、⼾籍上の家族となることはで
きず、行政手続きのなかでも家族として扱ってもらえないことは少なくありません。しか
し、なによりも、２人の関係性を「友人」「遠い親戚」などと偽ることなく家族であると
伝え支援を受けられることは、支援者との関係性や信頼関係を築きやすいだけではなく、
生活上や関係性のなかでの困難についても相談しやすい状況となります。 

 
11 特定非営利活動法人 虹色ダイバーシティ、国際基督教大学ジェンダー研究センター（2018）『niji 
VOICE 2018』https://nijibridge.jp/report_cat/workplace/ 
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（１）同居して生活している場合 
 生活保護の制度は、同一の住居に居住し生計を一にしている者は、原則として同一世帯
員として認定することができるため、⼾籍上同性のパートナーと共同生活をしている場合
でも、同一世帯として保護をすることができます。 
 
（２）遠距離で生活している場合 
 遠距離で生活をしている同性パートナーがいるが、ケースワーカー等に伝えられない場
合、家計管理支援のなかで電話代などの通信料や、交通費が嵩み疑問が生じることがあり
ます。「友人なのになぜそんなに会いにいくんだ」などと深く追求をされ、支援者との関
係性が悪化したり、生活保護受給を辞退してしまう場合もあります。 
 支援者は、生活保護を受給されている方のなかには、同性パートナーがいることを言え
ない人もいることを認知するとともに、「友人より家族の方が大事に決まっている」など
特定の関係性のみが重要と決めつけるのではなく、支援の際には生活状況の適切な把握に
努め、ご本人の人間関係を理解し大切に扱うことが大切です。 
 
2. トランスジェンダーと生活保護について 
性自認は見た目ではわからないため、トランスジェンダーであるか否かは他者が判断する
ことができません。そのため、女性として生まれて、女性の服装をしていて、子どもを生
んだ経験もあるが、性自認は男性である、というトランスジェンダー男性もいます。支援
者にトランスジェンダーであることを伝えることが難しい状況を鑑み、相手の性自認を決
めつけずに支援をする必要があります。また、上記理由から、⺟子生活支援施設や女性専
用の無料定額宿泊所を利用している方のなかにも、性自認が女性でない方がいることを前
提に支援をする必要があります。 
なお、支援者は、ホルモン投与や性別適合手術等をしている/希望している受給者の支援方
針に迷ったり医療扶助を適応するかどうか判断に迷う際には、性同一性障害（GID）学会
の認定医に問い合わせたり、受給者の主治医がいる場合は病状調査を実施するなど、積極
的に専門医と連携をはかり、本人が適切な医療を受けられるよう充分な協議を行うことが
望まれます。 
 
（１）性ホルモン療法について 
 トランスジェンダーの人たちのなかには、性自認に身体的特徴を近づけるために、ホル
モン療法をしたり、希望したりする場合があります。これは、美容等を目的としたもので
はなく、日本精神神経学会が発行する「性同一性障害に関する診断と治療のガイドライン」
にも記載されている、性別違和感を軽減するために必要な医学的な治療です。そのため、
本人が希望しているにもかかわらず治療を受けさせないことや、中断をさせることは、必
要な治療へのアクセスを拒むことであり、ホルモンバランスが崩れ精神状況が不安定にな
ったり免疫が落ちたりと、心身体調を崩したり、希死念慮が高まることもあり、自立助⻑
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の阻害要因となることがあります。 
 一方で、性ホルモン療法は、現在はまだ自費診療となっていて、医療券を使った治療は
できません。そのため生活保護を受給しながら治療を受けるには、生活扶助の金額の範囲
で行う必要があります。性ホルモン剤を「違法薬物ではないか」、「美容目的の薬剤や製
品に無駄遣いをしているのではないか」と誤解をされ制限された事例がありますが、生活
保護を受けることが必要な治療へのアクセスを拒むことにつながらないよう、支援者は十
分な理解や配慮をもち支援を行う必要があります。 
 なお、ホルモン療法は開始後すぐに外部から効果が見えるわけではないため、ホルモン
療法をしていることを支援者に伝えていない場合もあります。そのため、家計管理支援の
際に、定期的な通院や医療品の購入を深く追求をされたり、「無題遣いだ」と決め付けら
れるなどにより、支援者との関係性が悪化したり、生活保護受給を本意ではないのに辞退
し、再び生活に困窮してしまうケースもあります。 
 
（２）性別適合手術について 
 性別適合手術は、性自認に身体の性を近づけるため、内外性器に対して行う手術の総称
です。国内では、性別を変更するために必要な手術であることが、性同一性障害者の性別
の取扱いの特例に関する法律にて定められています。2018 年 4 月 1 日に診療報酬改定が施
行され、性別適合手術や乳房切除などトランスジェンダーの手術療法に対する健康保険の
適用が開始されました。そのため、生活保護を受給しながら医療券の範囲内で性別適合手
術をすることができます。 
 一方で、性ホルモン療法は未だ自費診療と位置付けられているため、ホルモン療法をす
でにしている方は「混合治療」となり、性別適合手術も自費治療となることを留意しなけ
ればなりません（2021 年 8 月現在）。その場合は、ご本人が性別適合手術に向け貯金を希
望することもあります。生活保護費のやりくりによって生じた預貯金についてはその使用
目的を丁寧に聞き取り、本人に必要な医療行為であることを汲み保有について判断をする
ことが必要です。 
 
3. 支援体制の構築について 
 生活保護受給の際に、LGBTQ+を想定した支援をすることは大事でありますが、そのほ
かの福祉的な支援のなかでも LGBTQ+を想定し支援することは、地域のセーフティーネ
ットを安全に使えることにつながり、なによりも重要です。また、LGBTQ+の行政・福祉
サービスの利用における不安・困難は本報告末尾の「困難リスト」で報告されている他、
「アウティング（第三者への暴露）をされるのでは」「相談を拒まれるのでは」などの不
安から、自身が LGBTQ+であることを開示し相談することへの心理的ハードルがあるこ
とは少なくありません。 
 カミングアウトの有無にかかわらず相談者の一定数は LGBTQ+であることを前提に、
SOGI インクルーシブかつ相談しやすい支援者であることが重要です。そのためには継続
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的な研修や、アライ（理解者）を可視化する取り組みが重要です。 
 
（２）アウティングへの留意 
 SOGI に関する情報は機微な個人情報です。本人の同意なく第三者に伝えることはアウ
ティング（暴露）であり、避けなければなりません。例えば、ケースワーカーがカミング
アウトを受けても、本人はかかりつけ医に言っていない場合、それをみだりに病院側と共
有することは、本人と医療者との関係を悪化させることとなり病院を変えざるを得なくな
るケースもあります。カミングアウトを受けた場合は、どの範囲にまで内部共有していい
のか本人と確認をすることが何より重要です。 
 
（事例）東京都国立市 
 東京都国立市では、職員にむけた LGBTQ+研修を継続的に実施し、受講者には
LGBTQ+の理解・応援のシンボルでもある 6 色のレインボーのバッジを渡して、業務時間
にもつけることによりアライであることを可視化する取り組みを進めています。また、必
要に応じて全体研修の他に、福祉や子育て部門が部門予算で福祉職として LGBTQ+の支
援に関する研修を実施しています。 
 また、「多様な性を尊重するまちづくりのための職場におけるガイドライン」を作成し、
LGBTQ+等を含む多様な性について、国立市職員や公立小中学校の教職員が、正しい知識
を持ち、適切な言動がとれるよう、また市役所で働く当事者にとって働きやすい職場環境
を整えることを目的に、職場におけるガイドラインを作成しています。「国立市女性と男
性及び多様な性の平等参画を推進する条例」（2018 年施行）には全国で初めてアウティン
グ（第三者が本人の同意なくセクシュアリティを暴露すること）の禁止が明文化され、支
援の場においてもアウティングがないよう徹底した取り組みがされています。 
  

－ 41 －



40 

２．パートナーシップ制度 
（１）経過と概要 
 パートナーシップ制度は、互いを人生のパートナーであると表明する同性カップル等12

を「結婚に相当する関係」として認め、証明書や受領証等の公的な書類（以下、「証明書
等」）を交付する制度です。 
 同性カップル等は、法律上の婚姻制度を利用できず、法的保障の外に置かれています。
社会的にも家族として認知されづらい現状があります。例えば、病院での面会や手術同意
書への署名、賃貸契約の場面などで家族としての対応を受けられず、様々な不利益を被っ
ています。パートナーシップ制度は、公共空間において不可視化されてきた同性カップル
等の存在を自治体が正面から認めて、生活上の困難の解消を目指すものです。婚姻とは違
って、パートナーシップ制度は直接的に法的な権利や義務を生じさせるものではありませ
んが、利用した同性カップル等に関係性の安定と社会からの承認をもたらす心理的・社会
的機能があると言われています。また、権利・義務関係が生じないからこそ、一定程度広
範かつ柔軟に対象を設定できるとの声も聞かれます。 
 パートナーシップ制度は 2015 年に東京都渋谷区と世田谷区で最初に導入され、同性カッ
プル等の存在をいないものとしてきた社会に風穴を開けました。制度を導入する自治体の
数はここ数年で急速に増えており、今後もさらなる広がりが予想されます。2021 年 7 月 16
日時点で全国 111 自治体（3 府県を含む。人口カバー率 1/3 以上）13に制度があり、2021
年 6 月末時点で 2,018 組が利用しています14。 
 この制度の導入は社会に大きなインパクトを与えました。渋谷区・世田谷区での制度ス
タートをきっかけに、メディアでの LGBTQ+の報道は格段に増えました。パートナーシ
ップ制度は同性カップル等を家族として扱うという社会通念を形成する後押しになるだけ
でなく、ハラスメント対策を含めた労働環境の整備が進み、一部の金融機関や保険会社で
も配偶者と同等のサービスを受けられるようになるなど、企業における LGBTQ+対応も
加速しました。 
 このように、自治体による LGBTQ+施策の中でもとりわけ波及効果がある施策と言え
るでしょう。 
 
（２）制度導入にあたっての検討のポイント 
 自治体ごとに対応が分かれている主な論点を紹介し、検討のポイントを解説します。 
 

 
12 同性カップル等：パートナーシップ制度を必要とする人たちの性のあり方（性的指向・性自認・性表
現）は多様で、⼾籍上の性別と性自認が一致していない場合などもあります。そのため、本稿では「同性
カップル等」の表記で統一します。（２）（ｃ）「性別要件」の項も参照のこと。 
13 「自治体にパートナーシップ制度を求める会」調べ 2021 年 7 月 16 日時点 
14 渋谷区・虹色ダイバーシティ「全国パートナーシップ共同調査 令和３年度第２回」2021 年,（2021 年
8 月 30 日取得,https://www.city.shibuya.tokyo.jp/assets/kurashi/psinfo_202106.pdf）. 
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（ａ）根拠規定 
①条例（渋谷区、総社市、豊島区、港区、国立市など） 
②要綱（多くの自治体が採用） 
 制度の安定的・継続的な運用と、関連施策を進める根拠になるという観点から、本来的
には条例で規定することが望まれます。一方で、要綱は⾸⻑の決意があればよく、条例と
比べると導入まで低いハードルで短期間での実施も可能です。この方式は最初に世田谷区
が採用し、全国的にも採用している自治体が多くなっています。 
 
（ｂ）手続の様式 
 先行自治体では主に以下の 5 つに分類されます。 
①「契約」（渋谷区、港区）：関係性の証明として合意契約や任意後見契約等の公正証書
等を公証役場で作成し、申請書に添付して提出。自治体は証明書類を交付。 
②「宣誓」（世田谷区など多くの自治体が採用）：宣誓書を提出。自治体は受領証を交付。 
③「宣誓＋契約」（中野区）：①と②の折衷型。②の宣誓方式を基本としつつ、申請者が
希望する場合には、自治体は公正証書等の受領証をあわせて交付。 
④「登録」（那覇市、小田原市、高知市など）：登録申請書を提出。自治体は登録簿へ登
録し、登録証明書を交付。 
⑤「届出」（豊島区、明石市、国立市など）：届出書を提出。自治体は受理証明書を交付。 
 ①の契約方式は、事前に公証役場での手続が必要となり、申請における手続に高いハー
ドルがあります。同性カップル等が将来に備えて自主的に公正証書等を作成することはあ
ります。しかし、制度利用の必須条件とするのは、制度の利用で得られる効果との均衡の
観点から、検討が必要です。ゼロから制度を作った渋谷区が定めた要件で、同様の方式を
採用しているのは港区のみにとどまっています。 
 最も多いのは②の宣誓方式ですが、婚姻手続は届出のみで成立する一方で、パートナー
シップ制度の利用には宣誓を求めることが妥当であるか、検討の余地があると言えるでし
ょう。役所への届出（または登録）方式の選択肢も含め検討されるべきと考えます。 
 
（ｃ）性別要件 
 先行自治体では主に以下の 4 つに分類されます。 
①⼾籍上の性別が同一 
②同性カップル（⼾籍上の性別に関わらず、自認する性が同じである場合を含む） 
③双方または一方が性的マイノリティ 
④同性・異性を問わない（男女の事実婚を含む） 
 パートナーシップ制度は①または②のいわゆる「同性カップル」を対象として始まりま
したが、制度の全国的な広がりとともに、対象が徐々に拡大されてきました。現在はいわ
ゆる同性カップルのみならず、より多様な性のあり方を想定している③「双方または一方
が性的マイノリティ」を採用する自治体が多数になっています。 
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 ④では⼾籍上の性別・性のあり方を問わず、他の要件にあてはまる全てのカップルが利
用できます。2019 年に千葉市が初めて導入し、同様の要件を定める自治体も少しずつ増え
てきています（横浜市を含む神奈川県の複数の自治体、浜松市、明石市など）。いわゆる
同性カップルや性的マイノリティに対象を限定せず、法律婚を利用できない・しないカッ
プルを広く対象とします。この対象の拡大は制度の導入目的にも関わってくる部分であり、
自治体によって考え方が分かれる点です。また、選択的夫婦別姓制度の動きからも影響を
受けることが予想されます。 
 
（ｄ）居住地要件 
 先行自治体では主に以下の 4 つに分類されます。 
①双方が自治体内に同居 
②双方が自治体内に居住（同居は要件としない） 
③いずれか一方が自治体内に居住 
④いずれか一方が自治体内に居住、在勤または在学（国立市） 
 同性カップル等の居住の実態として、一緒に暮らすのに困難を抱えている人たちも多数
います。親へのカミングアウトの難しさから一方が実家に住んでいたり、二人での賃貸物
件探しがスムーズにいかなかったりなどの例があります。そのため、同居までは要件とし
ませんが、二人ともが住⺠であることを要件（②）にしている自治体が多くなっています。
さらに、自治体をまたいで別々に暮らしているケースも少なくないことから、③「いずれ
か一方が自治体内に居住」を採用する自治体も増えてきています。 
 なお、転入予定者についても要件に含めることが望まれます。パートナーシップ制度が
あることがきっかけでその自治体に転入を希望している同性カップル等が、関係性を一言
で説明するのに役立つ場面が想定されるためです。同居のための物件探しに際して、パー
トナーシップ証明書等の提出を求められるケースも報告されています。 
 
（ｅ）近親者禁止規定における養子縁組の扱い 
 先行自治体の大多数では、⺠法上婚姻できない関係である近親者同士をパートナーシッ
プ制度の対象外とする規定を設けています。他方、同性カップル等の中には、婚姻できな
い状況下でパートナーに財産を相続するために、便宜的に普通養子縁組の制度を利用して
養親子（法律上の親子関係）になるケースが少なくありません。⺠法では養親子関係にあ
った者同士は離縁後も婚姻が禁止されますが、パートナーシップ制度では、このようなカ
ップルが制度利用対象外とされる「近親者」にあたるかが課題となります。 
 先行自治体の対応は主に以下の 3 つに分類されます。 
①養子縁組している者同士は一律不可（＝「近親者」に含まれる） 
②養子縁組を解消すれば可（＝「近親者」に含まれない） 
③同性カップル等であることを理由とした養子縁組の場合は可（＝「近親者」に含まれな
い） 
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 パートナーシップ制度に婚姻のような法的効力がない以上、現行法の中でやむを得ず養
親子になっている同性カップル等について、①制度から排除する、または②養子縁組の解
消を要件とするのは、当事者の実態に即しているとは言えません。③「同性カップル等で
あることを理由とした養子縁組の場合は可」のような柔軟な対応が望まれます。 
 
（ｆ）アウティング禁止に関する規定 
 総社市、豊島区、国立市などでは、パートナーシップ制度の規定を含む男女平等参画等
の条例に、アウティング（本人の同意を得ずに性的指向・性自認を暴露すること）の禁止
を盛り込んでいます。パートナーシップ制度の利用者が証明書等を提示して関係性を説明
したり、家族として各種サービスを受けようとしたりするときにも関わる重要な項目です。
利用者の性的指向・性自認がプライバシー情報として尊重されるという保障がなければ、
安心して制度を利用することができないからです。パートナーシップ制度を利用している
からといって、全方向的にカミングアウトをしている、または性的指向・性自認を誰に知
られてもいい、というわけではないことに注意が必要です。 
 先進事例として、国立市の条文を引用します。 
 

国立市女性と男性及び多様な性の平等参画を推進する条例 
第８条（禁止事項等） 
２ 何人も、性的指向、性自認等の公表に関して、いかなる場合も、強制し、若しく
は禁止し、又は本人の意に反して公にしてはならない。 
第１０条（パートナーシップ制度） 
４ 事業者等は、受理証明書の提示があったときは、当該受理証明書に記載されてい
る情報については、当該記載されている者の意思を十分に確認した上で取り扱う等に
より、第８条第１項（筆者注：差別・人権侵害の禁止）及び第２項の規定を遵守しな
ければならない。 

 
 なお、条例や要綱に規定されていない場合でも、新潟市や京都市などでは、証明書等に
事業者へのお願い事項として、「本制度を利用する方の性的指向・性自認や、本制度を利
用していることについては、本人の同意なく口外しないでください」と記載しています。
アウティング防止の工夫として参考にしたい事例です。 
 
（ｇ）ファミリーシップに関する規定 
 2021 年 1 月に制度を導入した明石市は「パートナーシップ・ファミリーシップ制度」と
して、制度を利用するカップルに未成年の子どもがいる場合に、子どもも含めた形で利用
申請することもできるという内容を新たに取り入れました。制度の受理証明書には特記事
項として子どもの名前が記載されます。パートナーシップ制度の開始から 6 年目にして、
同性カップル等である二者に関する手続という枠組み自体を更新する取組です。 
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 パートナーシップ制度は法的に婚姻していない同性カップル等が対象となっています。
子どもがいる場合に、同性同士の親での子育てであることや一方の親と名字が違うことな
どから、日常の様々な場面で困りごとや不都合が生じやすい実態があります。子どもの病
院での手続や、保育施設や学校の送り迎えなどの場面で、証明書等を提示することで家族
として扱われるという効果が期待されます。 
 同様の取組はすでにパートナーシップ制度を導入していた徳島市、古賀市が制度に追加
した他、新たに制度を導入した足立区、豊田市の制度にも盛り込まれました。パートナー
シップ制度導入済みの自治体、そしてこれから制度を導入する自治体の両方で、ファミリ
ーシップの検討が新たな論点になりつつあります。 
 
（３）取組の方向性  
 パートナーシップ制度には、同性カップル等への「存在を認めて支援する」というメッ
セージだけでなく、社会に対しても「同性カップル等が直面する偏見・差別を解消してい
く」というメッセージを発信する機能があり、利用者が心理的な安心感を得られます。 
 これに加えて、証明書等が使える場面を増やし、制度の実効性を高めていくことが求め
られています。まずは行政サービスにおいて、例えば公営住宅など、婚姻している夫婦の
みに利用が限定されているものを洗い出し、対象を制度利用者にも拡大することが望まれ
ます。さらに制度の導入と並行して大切になるのが、性の多様性に関する啓発です。先行
自治体では、自治体内の医師会や医療機関、経済団体や不動産関連の業界団体などに対し、
制度の趣旨を説明し、証明書等が現場で尊重されるように要請を行っているところもあり
ます。制度の効果を高めるために必要な対応です。 
 制度の全国的な広がりとともに期待されるのが、パートナーシップ制度の自治体間連携
の動きです。制度の相互利用に関する協定を結んだ自治体間では、転居後も証明書等を継
続して使用できる、または転居に係る証明書等の返還と再申請の手続が簡素化されるとい
うものです。これにより、周囲に打ち明けていないため役所に行きにくいという心理的な
負担と手続面の負担が軽減し、利便性が向上します。2019 年に熊本市と福岡市が先陣を切
った後、岡⼭市と総社市、千葉市と横浜市、兵庫県内の宝塚市を含む 7 市 1 町など、地域
ごとの連携が進んでいます。 
 また、転居に限らず、近隣自治体の病院に救急搬送される場合も想定されるため、まず
は相互の公立病院や入院病床を持つ医療機関で証明書等を提示したときに有効であるなど、
効果面における連携についても今後の検討が望まれます。この点は、パートナーシップ制
度自体の認知度向上という課題とも連動しています。 
 同性カップル等の法的保障に関して、最後に同性婚訴訟の動きについて触れておきたい
と思います。2019 年、国に対して、同性婚を認めない⺠法や⼾籍法の規定は違憲だとする
一⻫提訴があり、現在全国 5 ヶ所で 6 つの訴訟が進行中です。一連の訴訟で全国初の司法
判断となった 2021 年 3 月の札幌地裁では、同性婚について定めていない⺠法と⼾籍法の規
定は、法の下の平等を定めた憲法 14 条に違反するとの判断を示しました。また、同性婚を
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めぐる社会の認識の変化に関連して、自治体のパートナーシップ制度の広がりにも言及し
ています。 
 法的に同性婚が認められていない中、自治体の裁量でパートナーシップ制度が展開して
きました。住⺠の困りごとに⽿を傾け、それを解消すべく、各自治体が試行錯誤しながら
進めて発展してきた制度です。同性カップル等にとって利用しやすく実効性ある制度の、
さらなる広がりが期待されます。 
 
資料 1  導入自治体一覧（「自治体にパートナーシップ制度を求める会」作成） 
https://www.facebook.com/partnership.lgbt/ 
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資料 2 制度利用者の声（宮崎市 HP より） 
https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/education/human_rights/201873.html 
宣誓した方が受けられた⺠間サービス（制度利用者アンケートより） 
（1）携帯電話の家族割りが受けられた。 
  ＊携帯電話会社…ソフトバンク・UQ モバイル 
（2）パートナーが生命保険の受取人になれた。 
  ＊保険会社…明治安田生命、日本生命、第一生命 
（3）自動車保険の運転者限定特約において、パートナーが家族限定の「家族」として認
められた。 
  ＊保険会社…損害保険ジャパン 
（4）パートナーが家族として認められ、手術の際の同意書に署名ができた。 
  
資料 3 宣誓した方の感想など（宮崎市 HP より）＊資料２と同様の URL に記載 
・おめでとうのお祝いの言葉をいただけて本当に嬉しく思います。 
・絆、自覚が深まった。社会や行政に認められたことで、今後、社会に対して何か恩返し
できるよう生きていこうと思う。 
・友人や親にカミングアウトする後押しになった。 
・親族、友人たちからのお祝いの言葉、プレゼントが本当に嬉しかった。今後、内祝いを
贈る予定で、そのような形式ばったことも制度を利用できたからこそかなと思う。 
・宮崎でできるようになるとは思わなかったので、まだ実感がない。持っていて損はない
なあと感じる。 
・ささやかではあるが充実感（がある）。 
・以前より安心して過せます。 
・病院などの面会などでパートナーといえるようになれるといいと思います。 
・制度が広がり、たくさんのパートナーが少しでも充実した日々を送れるよう願います。 
  ※感想は、ご本人の承諾を得て掲載させて頂いております。 
  

－ 48 －



47 

３．職員研修、住⺠への啓発 
（１）概要 

公務に従事するにあたって、住⺠に対して真に平等に行政サービスを執行するため、職
員が正しい知識を持ち、必要な対応をすることは、公務における全ての業務を考える際に
不可欠な要素です。しかし、性的指向や性自認は、社会保障など行政サービスを受ける背
景に深く関わるものでありながら、未だ関連する差別や偏見が根強いため、LGBTQ＋は、
窓口へ行くことや相談を躊躇することや、本当のことを話すことができない現状がありま
す。自治労アンケートでは、職員の中に LGBTQ＋が確実に存在していることも明らかに
なっており、住⺠対応はもとより、職員間での対応も睨んだ研修が求められます。 

また、住⺠への啓発もすべての人の対等・平等、人権の尊重に欠かせない取り組みです。
既に多くの自治体で多様な取り組みがなされています。性的指向や性自認にかかる差別を
解消するためには、住⺠の理解も不可欠であり、自治体の規模の大小にかかわらず全ての
自治体で対応が必要です。 

なお、地方公務員も直接適用される、改正労働施策総合推進法におけるいわゆる「パワ
ーハラスメント防止対策」では、性的指向・性自認に関するハラスメント防止の啓発（研
修含む）や、適切な相談対応が可能な相談窓口の設置も、すべての自治体に義務付けてい
ます。そのため、性的指向・性自認に関する研修・啓発はどの自治体においても必須の取
り組みです。 

しかし、実際に取り組めるかどうかは予算に左右される面もあるので、予算がない場合
でも工夫して取り組めるものをここでは紹介します。 
 
（１）職員向け研修、啓発 
（ａ）職員研修 
 職員研修の方法としては、①外部講師を呼んでの研修、②職員ハンドブックを基に職員
が研修を実施、③e ラーニングや DVD を活用しての研修などがあります。 

職員研修は、１度実施して終わりにするのではなく、毎年継続して実施することで内容
の理解も深まります。対象も、管理職対象、相談員対象などと対象を絞り個別に専門分野
に応じた研修を実施する場合や、全職員対象とし実施している場合があります。（研修の
実施例：宝塚市） 

性の多様性に関する基礎知識だけでなく、性的指向や性自認に関するハラスメント
（SOGI ハラ）やアウティングについても研修で触れる必要があります。令和２年改正労
働施策総合推進法（パワハラ防止法）施行により職場のパワーハラスメント対策が法制化
され、パワーハラスメントの防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主
に義務として課され、厚生労働省が定める指針で「SOGI ハラ」や「アウティング」がパ
ワーハラスメントに該当することが明記されました。 
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 改正労働施策総合推進法に基づく指針では、ハラスメントの内容や、禁止規定、懲戒規
定を周知・啓発すること（研修含む）や、適切な相談対応、（ハラスメントがあった場合
の）事後対応等が、義務付けられています。加えて、「へ（イ）②のように機微な個人情
報を暴露することのないよう、労働者に周知・啓発する等の措置を講じることが必要であ
る」とも特記されており、措置義務に含まれることが明記されています。この他、措置義
務のプライバシー保護のプライバシーに、「性的指向・性自認」が含まれるとも特記され
ており、職員を対象としたマニュアル作成や研修などの措置も義務付けられています。 
 こうしたハラスメント対応は、職員以外の人（住⺠等）からのハラスメントや、職員以
外の人へのハラスメントに対しても、措置義務に準じて適切に対応することが望ましいと
されています。そのため、こうした外部が関係するハラスメント対応も、研修に含まれる
ことが望ましいといえます。 
 一方、人事院は、人事院規則 10-10 により、性的指向・性自認に関するハラスメントは、
セクシュアルハラスメントと位置づけ、優越的な関係を背景とせずともハラスメントに当
たるとしています。 
 総務省は 2020 年 10 月に、こうした措置義務が適切に講じられていない自治体があると
して、実施を求める通知を出しています。組合としても、当局の実施状況についてチェッ
クしていくことが求められます。 
（参考） 
・パンフレット「職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました！ 
〜〜セクシュアルハラスメント対策や妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント対策
とともに対応をお願いします〜〜」 
・事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理
上講ずべき措置等についての指針（2020 年厚生労働省告示第５号） 
・総行女第 17 号 2020 年 4 月 21 日「パワーハラスメントをはじめとする各種ハラスメン
トの防止に向けた対応について」 
・総行女第 40 号 2020 年 10 月 2 日「地方公共団体におけるパワーハラスメント対策の取

【事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理
上講ずるべき指針(2020 年厚生労働省告示第５号)】抜粋 
２ 職場におけるパワーハラスメントの内容 
（７）ロ 精神的な攻撃（脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言） 
（イ）該当すると考えられる例 
①人格を否定するような言動を行うこと。相手の性的指向・性自認に関する侮辱的な言動
を行うことを含む。 
へ 個の侵害 （私的なことに過度に立ち入ること） 
（イ）該当すると考えられる例 
②労働者の性的指向・性自認や病歴，不妊治療等の機微な個人情報について，当該労働者
の了解を得ずに他の労働者に暴露すること 
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組状況について」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宝塚市：「職員研修開催実績」（肩書はいずれも講演時点のもの） 
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（ｂ）性の多様性に関する職員向けハンドブックの作成 
「Ⅳ. 3.自治体における性的指向・性自認に関する対応指針について」で触れられている

ように、職員が業務を行う上で適切に行動できるように職員対応指針（職員ハンドブック、
職員ガイドライン）が作成されています。都道府県単位で作成しているもののほか、市や
町などの基礎自治体で作成している例もあります。既に複数の自治体で作成されているの
で、他自治体を参考にして作成している場合や、団体や有識者に助言をもらい作成してい
る場合があります。作成することで、職員がいつでも参照できるほか、職員研修で活用す
ることもできます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（３）住⺠への啓発の事例 
（ａ）住⺠向け講演会 

住⺠向け講演会は、単発で開催するだけでなく、継続していくことも重要です。毎年複
数回テーマを変えて実施することで、様々な人に対してアプローチすることができます。 

たとえば宝塚市では、次のように様々な切り口からの講演会を実施しています。終了後
には、アンケートを取るなどして効果検証を行いましょう。 
  

ハンドブックの内容の項目例 
・性の多様性に関する基礎知識 
・住⺠等への対応 
・職場における対応 職場内での対応 
・子どもの配慮に係る対応 子どもへの対応 学校での対応 
・公共施設での対応 
・災害時における対応 
・相談窓口 

－ 52 －



51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宝塚市：「市民向け講演会実績」（肩書はいずれも講演時点のもの） 
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（ｂ）啓発冊子資料 
自治体が作成する冊子には、20 ページ以上の小冊子から、3 つ折りのリーフレット形式

のものまで、さまざまなかたちのものがあります。完成した冊子を地域、学校、病院など
に配布し活用している例もあります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

啓発冊子の例 
左から、福岡県「レインボーガイドブック」、那覇市「レインボーなは〜性の多様性を尊
重するまちづくり〜」、明石市「SOGIE（そじー・性の多様性）って知ってる？」 
 
（ｃ）パネル展示 

LGBT 嫌悪に反対する国際デー（5 月 17 日）、プライド月間（6 月）、人権週間（12 月
4 日〜10 日）など LGBTQ＋に関連する記念日に合わせるとパネル展示を行いやすいでし
ょう。展示物を自治体で独自でもっていない場合でも、地元の支援団体と連携し、団体が
作成したものを展示する、他自治体が作成したものを展示するなど、活用できるものはた
くさんあります。大阪市淀川区では、各自治体等で広く活用できるように作成した啓発資
料をウェブサイトで公開しています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法務省・人権教育啓発推進センター(左・中):「性的少数者に関する人権啓発リーフレット」 
淀川区（右）：「LGBT 啓発展示パネル」 
 特設サイトでは、啓発動画、保護者向け、教職員向け、医療者向けの啓発資料が掲載さ
れています。 
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越前市：「やっぱ愛
ダ ホ !idaho-net. 」 が
全国から集めたメッ
セージを印刷し展示。 

 
 
（ｄ）レインボーグッズの作成 

講演会や研修会の参加者や啓発イベントの参加者に配布し、ALLY（アライ・支援者）
を見える化することができます。ALLY とは LGBTQ＋を理解し、差別や偏見をなくすた
めに、一緒に行動する人、支援する人を指します。まだまだ差別や偏見がある中、当事者
にとっては、誰が理解者か分からない状態です。レインボーグッズなどを身に着けること
で、ALLY であることの意思表示ができ理解の「見える化」をすることができます。 

見える化できるように、レインボーグッズは、ステッカー、バッジ、リボンなどが作ら
れています。イベントや、講演会、研修の参加者へ配布されています。また、窓口の見え
るところに掲示することで、性の多様性を尊重する窓口であることを示すこともできます。
小さなレインボーフラッグを掲示する自治体もあります。また、伊賀市や宝塚市において
は、ステッカーを市役所窓口や学校に配布しているほか、希望する事業所等に配布を行っ
ています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・伊賀市（左）：「伊賀市はＡＬＬＹの取り組みを進めています」 
・宝塚市（中・右）：「レインボーステッカーを配布します」名札等に付けることのでき
るサイズのシールや缶バッジも作成している。 
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（ｅ）広報紙の掲載（特集・ミニコラム） 
 広報紙は、高年齢者層ほどよく読まれています。LGBTQ＋に関しては特に高齢層を中
心にまだまだ理解が進んでいない現状がありますので、その層に届けるには広報紙は有効
な手段です。 
 葉⼭町では 2020 年 12 月号「性のあり方を考える」で８ページにわたって特集を組んで
います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

葉⼭町広報 2020 年１２月号 （神奈川県葉⼭町） 
自治体の広報紙以外にも、男女共同参画センターや人権センターが発行している広報紙

で掲載する例もあります。特集に組めない場合でもミニコラムなどの形で言葉の紹介など
をすることもできます。自分の住む自治体が取り組んでいるということを発信すると、住
⺠に少しずつ浸透する上、当事者にも肯定的なメッセージや安心感を与えることができま
す。 
 

                           「〜男女共同参画の視点〜」 
                           （広報あいら 2021年１月号 
                            2021年２月号）（姶良市） 

毎月広報紙に連載をしてい
る「〜男女共同参画の視点
〜」の中で性の多様性につ
いて取り上げられた。 
 

 
 

 

 

（ｆ）ホームページへの掲載 

広報特集内容の例 
性の多様性に関する基礎知識 
当事者インタビュー 
困りごとの例 
施策の紹介 
相談先 
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ホームページへの情報の掲載は、予算のかからない手法の一つです。性の多様性に関す
る基礎知識や自治体の取組を掲載することで、広く住⺠に啓発することができます。また、
当事者の方にとっても、自分が暮らすまちの取り組みを知ることは、大きな安心感につな
がります。さらに、LGBTQ＋が自治体で利用できる制度も掲載しておくと、当事者が制
度を利用できるかどうか心配する必要もなく、担当課で職員に事情を一から説明する労力
を省くことができできます。 
(参考） 
・明石市：『性の多様性について（LGBTQ＋/SOGIE）』 
・熊本市：『LGBT などの性的マイノリティに関する取り組みについて』 
・横須賀市：『性的マイノリティの方も活用できる制度など』 
 
（３）取り組みの方向性 

職員向けの研修に関しては、一度の研修では基礎知識に留まってしまうことが多く、実
務レベルで適切な対応を取るためには継続して研修を実施していく必要があります。 

住⺠向けの啓発については、実施して終わりにするのではなく、目標設定をし、結果の
検証、改善等の検討をして次の施策へと繋げていく必要があります。無作為抽出の住⺠向
けアンケートや啓発を実施した会場でアンケートを取るなどして住⺠の理解度をはかって
いくなどして把握する必要があるでしょう。 

自治体独自で取り組みを考えたり、資料を作成したりすることは大変ですが、周りの自
治体の取り組みを参考にするなどして、実施しましょう。 
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４．当事者および当事者団体への支援、共同事業 
（１）概要 
 自治体が LGBTQ+に関する取り組みを進める際に、LGBTQ+の課題に取り組む市⺠団
体・NPO 法人等と協働する事例が多くあります。例えば、パートナーシップ条例などの仕
組みや別途特別な予算がないと LGBTQ+について取り組めないのではと自治体職員のみ
なさまの不安の声をいただくことがありますが、地域の市⺠団体と連携することで、市⺠
協働の仕組みのなかでも多くの事業を実施することができます。 
 また、これらの協働は双方にメリットが大きく、自治体にとっては地域の当事者ニーズ
を知ったり、施策を進める上での相談相手となったり、啓発や支援実施における協働パー
トナーとなります。また、当事者団体にとっては、収益的なメリットはもちろんですが、
それ以上に自治体のリソースや信頼を活用できることが最大のメリットであると言えます。
例えば、行政との協働事業の方が学校へ出前授業が実現しやすかったり、行政の広報媒体
に掲載いただくことで広く講座を知っていただき参加者の増加につながることもあります。 
 本項では、自治体にある既存の NPO や市⺠団体への支援や協働の枠組みを活用した、
当事者および当事者団体への支援、協働事業の取り組みについて、紹介します。なお、自
身の地域に協働しうる LGBTQ+の団体があるか不明な場合は、LGBT 法連合会など全国
的な LGBTQ+ネットワークに問い合わせをいただくことで、情報を提供することもでき
ます。 
 
（２）協働の事例について 
①鳥取県：男女共同参画推進人材育成協働事業における事例 
 鳥取県は、男女共同参画を推進する人材育成を図るため、第 4 次鳥取県男女共同参画計
画を踏まえながら、⺠間の発想、専門性、経験を活かした多様な人材育成事業を県内で活
動する県⺠の団体・グループから募集し、先駆的な企画を提案した団体に委託実施してい
ます。1 年あたり、4 事業を選択し、1 事業当たり 20 万円以内の委託金を提供しています。
2018 年・2019 年には、県内の LGBTQ+の団体である feel good がこれを受託し、県内の
学校等での講演会やイベントを行いました。 
 すでに男女共同参画の条例や計画に LGBTQ+を位置付けている自治体も少なくありま
せんが、その有無にかかわらず男女共同参画推進の協働事業のなかに LGBTQ+のテーマ
も位置付けることで、協働を図っていくことができます。 
 
②仙台市：市⺠協働事業提案制度における事例 
 仙台市は、地域の身近な課題について、市⺠の提案をもとに、市と協働で解決していく
「仙台市市⺠協働事業提案制度」があります。採択された事業の経費については、提案団
体と仙台市が双方で負担することとし、全体事業費の 10 分の 9 以内（上限 300 万円）を市
が負担する制度です。2018 年より、東北 HIV コミュニケーションズと仙台市市⺠局男女
共同参画課が協同し「にじいろ協働事業」を実施しています。本事業では、市内での啓発
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や居場所づくりを目的とし、研修派遣、広報誌の発行、コミュニティスペース「にじのひ
ろば」の運営、イベント「せんだいレインボーDay」の 4 つを実施しています。 
 このように、自治体内での既存の市⺠との協働事業のなかで、地域の市⺠団体と連携し
LGBTQ+のテーマを推進することができます。 
 
③淀川区：LGBTQ+支援事業における事例 
 淀川区は、「淀川区将来ビジョン」で、めざすべき将来像のひとつとして「個が自立し、
人間の尊厳・人権を守る」を掲げ、2013 年 9 月に全国で初めて行政として「LGBT 支援宣
言」を発表しています。これに伴い、2014 年より淀川区 LGBT 支援事業を実施していま
す。当初より、虹色ダイバーシティと QWRC が共同して受託し、居場所作り事業や個別
相談、啓発コンテンツの作成を担っています。 
 
④LGBTQ+パレード等既存のイベントとの連携 
 全国でたくさんの LGBTQ+に関するイベントが実施されてます。例えば、「プライド
パレード」（性の多様性を祝い理解を促進するため世界中で実施されているイベント）は
国内のさまざまな地域で行われています（札幌、⻘森、岩手、金沢、東京、名古屋、三重、
奈良、岡⼭、和歌⼭、大阪、明石、九州、沖縄、等）。これらの地域のプライドパレード
に後援をしたり、ブース出展をしたり、メッセージを公開することで、自治体としての姿
勢を広く届けるとともに、地域の当事者団体との連携を深めることができます。なお、国
内で最も大きいプライドパレードである東京レインボープライドは、全国の自治体からの
後援やブース出展を受け付け、2021 年は 70 を超える自治体からの後援・賛同がありまし
た。 
 
 コラム③  神奈川県の取り組み：かながわボランタリー活動推進基金 21 
 神奈川県は、ボランタリー活動の自主性、主体性を尊重しながら、ボランタリー団体等
と県とが協力し、協働して事業を進めていくことや、その活動を促進するための支援を目
的として「かながわボランタリー活動推進基金 21」（以下、基金 21）を設置しています。 
 基金 21 では、地域や社会の課題解決に向け、県と協働して効果的に事業を行う「協働事
業負担金」や、地域や社会の課題解決に向け、ボランタリー団体等が取り組む事業を支援
する「ボランタリー活動補助金」をはじめさまざまなメニューを展開しています。なお、
「協働事業負担金」は人件費を含む事業に要する経費を、最⻑ 5 年間、年間 1,000 万円を
上限に負担金を交付し、「ボランタリー活動補助金」は事業に要する経費を、最⻑ 3 年間、
年間 150 万円を上限に補助金を交付しています。 
 これまで、LGBTQ+に関する取り組みとしては、2 事例があります。2007 年〜2011 年
の 5 年にわたり、認定 NPO 法人 SHIP と県の保健福祉局健康危機管理課、教育局行政課が
協同し、「MSM 健康支援センター事業」として、LGBTQ+の支援センターを開設し相談
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支援や HIV 検査の実施、県内学校での啓発などを行いました15。協働事業終了後も、神奈
川県福祉子どもみらい局共生推進本部室は、性的マイノリティ派遣型個別専門相談「かな
がわ SOGI 派遣相談」を 2020 年より NPO 法人 SHIP に委託し、実施しています。SOGI
（性的指向と性自認）に関する相談を、臨床心理士など専門相談員がご相談者のもとに伺
い、無料にてお受けする事業です。こちらは相談員が相談者の最寄りの公共施設や、所属
機関に出張してくださることが特徴で、例えば学校の先生が生徒について相談をしたい場
合に、学校に出向くことも可能であり、先駆的な事例として捉えられています。 
 また、2015 年〜2019 年の 5 年にわたり、認定 NPO 法人 ReBit と県が協同し、「性的マ
イノリティの子どもに理解のある支援者育成事業」として、県内での LGBTQ+へのキャ
リア支援や企業啓発を行いました。協働事業終了後も、県内の中小企業への啓発事業や、
県内でのキャリア支援実施など継続的な取り組みが行われています。 
  

 
15 https://www.pref.kanagawa.jp/documents/73794/894105.pdf 
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５．事業者への啓発と差別禁止の約款 
（１）概要 
 事業者への啓発は、LGBTQ+も自分らしく過ごせる地域づくりにおいて、自治体が担う
べき重要な役割です。事業者の啓発は、従業員にとって差別やハラスメントを受けず安全
な職場環境を提供できることや、顧客にとっても安全にサービス利用ができることにつな
がります。2020 年発表の厚生労働省の委託事業の調査16によればすでに国内企業の 10.9%
が LGBTQ+への取り組みをするなど広く取り組みが進みつつありますが、特に従業員 99
人以下の企業は 3.8%しか取り組みが進んでいない状況があります。一方で、中小企業は 1
社ごとに研修を社内で企画することが叶わないことも多く、自治体からの啓発の意義がさ
らに大きいと考えられます。 
 本項では、自治体が事業者啓発のためにできるさまざまなことを、事例からみていきま
す。 
 
（２）約款への記載 
 東京都文京区は、2017 年 10 月から区が発注する工事などで事業者と交わす契約書類に
LGBTQ+への差別を禁止することを明記しました。罰則や取引停止などの処分規定はあり
ませんが、条例の趣旨を契約相手に周知し、適切な対応を求めるのがねらいです。 
 この書類は、区が事業者と交わす契約書に添える仕様書で、工事や物品購入、指定管理
者への事業委託など、契約内容の詳細が記されます。末尾「その他」には、事業者が契約
履行にあたり順守・注意すべきこととして、都のディーゼル車規制や個人情報保護条例、
障害者差別解消法などを列記しており、ここに「性別（性自認および性的指向を含む）に
起因する差別的な取扱いを行わないこと」と書き加えたものです。 
 この事業委託には、衆院選の掲示板、投票所設営なども含まれ、2020 年度の区の契約件
数は 24,000 件超に上っています。なお、文京区は、2013 年施行の「男女平等参画推進条
例」で、LGBTQ+を含むあらゆる人への性別を理由にした差別的な言動などを禁止し、
2017 年 4 月には、LGBTQ+が行政窓口や学校で差別的な言動を受けないようにするため
の職員・教員向けの対応指針を策定した、最初の自治体でもあります。 
 
（３）ガイドブックや研修を通じた啓発 
①東京都 
 東京都は「東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例」
（2018 年施行）に、「性的指向・性自認を理由とする差別禁止」を明文化した。その実現
に向けた「東京都性自認及び性的指向に関する基本計画」（2019 年策定）の「柱 2 啓発・
教育の推進」には、「事業者等を対象とした取組」が位置付けられ、啓発冊子の企業団体
等を通じた配布やイべント会場での配布、⺠間企業の人事・採用担当者等を対象とした無

 
16 2019 年度厚生労働省委託事業「職場におけるダイバーシティ推進事業」再掲 
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料研修を都が新たに実施すること等を通じ受講企業自らが「LGBT フレンドリー宣言(仮
称)」を行い、これを都がホームページで公表すること等を通じて、事業者における主体的
な取組を一層促進することの検討が含まれています。 
 これに伴い、職員に向けたガイドラインと、都⺠に向けた理解促進のためのハンドブッ
クを作成し配布したり、⺠間企業や団体等の職員向けに性自認及び性的指向に関する研修
をオンラインで実施をしています。 
②大阪府大阪市：事業者等向け「多様な性のあり方を理解し認め合うためのガイドブック」 
 大阪市では、性の多様性の理解促進と課題等の解消にむけ、事業者等の皆様方を対象と
した「多様な性のあり方を理解し認め合うためのガイドブック」を 2018 年に公開しまし
た。「ガイドブック」には性の多様性についての解説や、当事者が直面している課題とこ
れらを踏まえた事業者としての取組の方向性を示すとともに、サービスや商品等を提供す
る立場と雇用者の立場からの具体的な取組事例や、それぞれの事業者等において自己点検
に活用していただくための「取組チェックシート」などを、わかりやすく掲載しています。 
③神奈川県：中小企業の人事担当者向け研修会 
 神奈川県は 2019 年より、中小企業の人事担当者向け研修会「企業と LGBT〜すべての
人が自分らしく働ける職場づくり〜」を認定 NPO 法人 ReBit と連携し定期的に開催して
います。日本全体でも LGBTQ+の取り組みは従業員 1000 人以上の大企業のなかでは
43.1%が実施するなど進んでいる一方、従業員 99 人以下の企業での取り組みは 3.8%と遅
れがみられている17ため、行政による啓発の意義は大きいと考えられます。 
 
（４）その他 
①経済団体との連携 
 東京都多摩市は、2014 年に市・市⺠・事業者等が一体となって、男女平等参画社会の実
現に向けた取組みを進めるために、「多摩市女と男の平等参画を推進する条例」を施行し、
そのなかで、性的指向・性自認を理由とする差別の禁止を明文化しています。商工会議所
と連携し、市内の企業啓発を行うなど取り組みを進めています。 
 
②企業の取り組みの促進 
 この他、東京都渋谷区では「しぶやレインボー宣言」18を通じて企業の取り組みを促し
ているほか、札幌市では「LGBT フレンドリー企業」19の登録を通じて、取り組む企業の
促進、可視化を図っています。 
  

 
17 2019 年度厚生労働省委託事業「職場におけるダイバーシティ推進事業」再掲 
18 http://www.city.shibuya.tokyo.jp/assets/com/pop_moshikomii.pdf 
19 https://www.city.sapporo.jp/shimin/danjo/lgbt/sihyo/kigyo.html 

－ 62 －



61 

６．行政手続き（届出、申請の性別欄）の見直し 
（１）概要 
（ａ）見直しの意義 
 行政手続きにおける申請書やアンケートなどの書類には、性別を記載する欄がある場合
がありますが、性別欄の見直しは、性同一性障害者への性別の取り扱いの特例に関する法
律（2003 年、以下「特例法」という。）が制定された当時、見直しの動きがあったほか、
近年 LGBTQ＋に関する施策に取り組む自治体で実施されています。 
 なぜ、性別欄の見直しが実施されているのでしょうか。見直しは、主に性自認による差
別等に基づく困難を抱える方に関連して実施されています。出生時に割り当てられた性別
と性自認が異なっているトランスジェンダーが該当します。 
 性自認に基づく性別欄の記入は現状容易ではありません。日本では、特例法によって⼾
籍の性別の変更が可能となっていますが、これにはたいへん厳しい要件が課せられていま
す。その要件は、①二十歳以上であること（2022 年 4 月からは「十八歳以上であるこ
と」）、②現に婚姻をしていないこと、③現に未成年の子がいないこと、④生殖腺（せん）
がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること、⑤その身体について他の性
別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること、となっています。この
うち、要件④と⑤に関わる手術には身体的にもさまざまなリスクが伴い、事実上健康保険
の適用が困難なため経済的に多額の負担があるなど、非常にハードルが高いため、⼾籍上
の性別と社会生活上の性別が異なる方も多数います。また、男性でも女性でもないと自認
している人など、典型的な男・女に当てはまらない人もいます。 
 そういった方の中には性別欄が「男・女」の二択であった場合に、性自認と一致しない
性別を選択することへの抵抗感や、法律上の性別と見た目の性別が異なるために窓口で再
確認されるなどで精神的な苦痛を感じる方もいます。また必要な公共サービスが受けられ
なかった事例や、性別情報が適切に扱われなかった場合に、トランスジェンダーであるこ
とが暴露される危険性もあります。 
 本来、性のあり方は多様であり、男・女という二元論でとらえること自体が再考すべき
ときになってきていると言えるでしょう。性別は、個人情報の一つであって、個人情報を
収集する場合は、必要最小限の範囲内で収集し、必要性のない性別情報の収集は、極めて
慎重であるべきです。 
 
（ｂ）男女平等や女性参画との兼ね合い 
 一方、性別情報は、市⺠等から情報を収集する際に、その施策等の目的から、収集が不
可欠な場合があります。法的に性別情報が必要とされている項目のほか、社会には、性別
に基づく差別が未だ残存しており、自治体としてこれを是正する施策を行う必要から、施
策実施の根拠として、性別による格差・差別を可視化する情報が必要であるためです。 
 女性活躍推進法に基づいて、性別情報によって職場の状況を把握、検討することは、す
べての自治体に課せられた法的な義務となっています。例えば、「採用者に占める女性比
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率」「勤続年数の男女差」「労働時間の状況」「管理職に占める女性比率」が義務となっ
ているほか、その他任意項目の性別情報についても取得が望ましいとされています。国連
では、ジェンダー主流化の観点から、原則としてあらゆる統計に性別情報が必要であると
しています。こうした流れを受けて、内閣府の男女共同参画基本計画ではジェンダー統計
の重要性についても言及しています。  
 こうした状況から、具体的に性別欄が必要な場面とは、女性活躍推進法に基づく観点の
他にも、学校の入試応募者等の性別情報なども挙げることができます。   
 しかし、性の多様性に関する課題と、残存する「女性差別」に関する課題の双方を解決
する方法を見つける必要があります。 
 その方策として例えば、自認の性別で回答してよいとしたり、「どちらでもない」「無
回答」を選択肢に入れたりする方法があります。また、採用の場合、選考に関わらない形
で性別を記述してもらうようにする（その際、「女性活躍推進法上の義務に基づくもので
あり、法の趣旨に則った利用に限る」と記載））などの方法もあります20。 

 
20 内閣府および総務省は、応募書類の性別欄について、自治体独自の配慮を行っても、女性活躍推進法に
おける「採用試験受験者の女性割合」算出に支障ないと説明しています。 
内閣府男女共同参画局・総務省自治行政局公務員部編 2020.「女性活躍推進法に関する地方公共団体向け
ＦＡＱ」(2020 年３月改訂版)Ｑ54 (p25) 
https://www.gender.go.jp/policy/suishin_law/horitsu_kihon/pdf/faq.pdf」 
（補足情報） 
１．女性活躍推進法 
「応募者の性別情報」が必要なのは挙げられている指標の中で項目のみ、 
国・自治体：特定事業主行動計画：「採用試験受験者の女性割合」（選択項目） 
企業等：一般授業種行動計画：「採用における男女別競争倍率」（選択項目） 
女性活躍推進法の規定を満たすジェンダー統計作成のためには、「応募者の性別情報」取得は、任意であ
り必須ではありません。一方、自治体としてはジェンダー平等を積極的に推進すべき立場です。採用時の
男女差別の有無に関し積極的にチェック・情報公開したい自治体にとっては必要ということになります。 
２．詳細資料 
（資料１）「女性活躍推進法に関する地方公共団体向けＦＡＱ」2020 年３月改訂版」 
Ｑ５４．採用試験受験者の女性割合について、採用試験時の性別欄に「男・女」以外の選択肢を設けてい
る場合、どのように把握すればよいのか。 
（回答）「採用受験者の女性割合」は、採用試験を受験する女性求職者の数が少ない等の課題等を把握す
る趣旨であるが、近年では、地方公共団体の採用試験申込書において「性別」選択欄を廃止する動きや
「その他」「わからない」などの選択肢を加えている事例が生じていることから「その他」「わからない」
等の回答を除いた男女割合で把握しても、男女差の傾向を把握しようとする趣旨を果たすことはできると
考えられる。 
（資料２）「状況把握、情報公表、認定基準等における解釈事項について 」 
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000496301.pdf 
「問３ 選択項目である「採用における男女別競争倍率」については、どのように算出するのか。」 
回答によると、性別欄が記入なし、その他などの場合は、男女どちらの計算にも含めないことになります。 
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 いずれにしても、本見直しは、男女平等の担当部局と綿密に連携し、その趣旨目的につ
いても十分に議論することが肝要であり、職員の採用・待遇に関わっては、労働組合との
協議も求められます。 
 
（２）見直しの方法 
（ａ）見直しまでの流れ 
手順１ 全庁での性別欄のある様式の洗い出し 
各種申請・申出書、アンケート、通知書、交付書等 
手順２ 見直し方針・指針の作成（参考 明石市） 
手順３ 削除の場合、要綱、規則、条例等の改正、システム改修 
 
（ｂ）削除できない書類の配慮の方法例 
 業務上、性別情報が必要な場合でも、業務の性質や様式の使用目的に応じて、性別欄の
記載について配慮ができないか検討しましょう。 
①男女の 2 択式ではなく、「どちらでもない」や「回答しない」の選択肢を設けるか、性
別記入欄を空欄とし自由記入式にする。 
 
 
 
 
 
②未記入や任意記入が可能な場合その旨を記載する。 
③なぜ男女の選択が必要なのか理由を付記する。 
 
 
 
 
④どうしても性別を記入させる場合には、「⼾籍上の性別」なのか「自認の性別」なのか
を明確にする。自認の性別の回答でもよい場合には「自認の性別でもよい」旨書き添える。 
⑤性別を記載したものを配布する場合は、 
・ 性別欄を書類の裏面に移動させる。 
・ 男女の別を英数字や記号等で表記するなど、一見したところで性別の記載であること
を分かりにくくするなど、表示方法を工夫する。 
 
 
      

性別 〔 男 ・ 女 ・ どちらでもない ・ 回答しない 〕 
（記入は任意です。） 

性別 〔      〕 

性別 〔 男 ・ 女 〕 
※ ○○のため必要ですので、⼾籍上の性別に○を付けてください。記載に
お困りの方は係員にご相談ください 

（例） 
           ⇒ 
 

  
性別 
男 

   
1 
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 なお、性別欄が必要な場合の運用にあたっても、窓口で性別を確認する際に、筆談で確
認する、周りの住⺠に聞こえないよう小声で確認する、書類等を指さし、「この書類で間
違いありませんか」「こちらでよろしいですか」と尋ねるなどの対応も求められます。 
 具体例として、中でも重要な、選挙の投票での場面が挙げられます。 
 投票所入場券から性別欄を削除する、または記載の工夫をする自治体は増えていますが、
公職選挙法の施行規則で定められているため、男女別の投票者数の集計を行う必要があり
ます。そのため、投票所で使うシステムや選挙人名簿に記載された性別欄で男女別の集計
を行っています。投票所入場券から性別の記載が無くなった場合でも、投票所で対応する
職員に、性別欄をなくした理由や、⼾籍上の性別と見かけが異なる人もいる等の知識がな
い場合は、なりすましを疑ってしまい不快な思いをさせてしまったり、次の選挙での投票
をためらわせてしまう場合があります。また、取り組みの周知は職員だけでは不十分な場
合があります。選挙事務は、日頃研修を受ける機会のある職員だけでなく、アルバイトが
事務に従事することもあるので、従事する者全てが適切に対応できるように周知する必要
があるでしょう。熊本市では、熊本市選挙管理委員会事務局手引きに本人確認は氏名や住
所、生年月日で行い、性別は質問しないように記載しています。投票の権利とプライバシ
ーという基本的人権を損なうことがないように対応しましょう。 
 
（３）継続するための本取り組みの留意点 
 性別欄をなくすことだけがこの取り組みの目的ではありません。職員への周知も重要で
す。 
 その理由は、なぜ性別欄の見直しを行ったのかという点を職員が十分に理解していない
場合には、見直しを行った後に新たな文書で性別欄を設けられてしまうことがあるからで
す。その意味でも、（２）で記載の通り、指針などを作成し、担当者が交代してもその趣
旨等を引き継ぎ、継続的な取り組みとしていく必要があります。その指針自体も継続的な
アップデートが求められます。 
 
 
（参考）近年の性別欄に関する主な動き 
・日本図書館協会は、「図書館における障害を理由とする差別の解消の推進に関するガイ
ドライン」の中で、「新規登録の申し込み用紙に性別欄があり、その記入が必須になって
いる」ことや「図書館カードに性別欄がある」ことについて、トランスジェンダーの人の
利用が困難な社会的障壁になっているとして、合理的配慮を求めている（例 新規利用登
録用紙の性別欄→性別欄を削除するか、記入を任意としそのことを明記）。（2016 年 3
月）https://www.jla.or.jp/portals/0/html/lsh/sabekai_guideline.html 
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・性別を記載しない「住⺠票記載事項証明書」や「印鑑登録証明書」の発行を認める通知
（2016 年 12 月 12 日総務省「住⺠票の写し等の交付に係る質疑応答について（通知）」
「印鑑登録証明事務に係る質疑応答について（通知）」） 
・性同一性障害などやむを得ない理由によって、健康保険証の表面に、⼾籍上の性別を希
望しない人、⼾籍上の氏名と異なる氏名（通称名）の記載を希望する人に対して、裏面に
⼾籍上の氏名・性別を記載した保険証を交付することなどを認める通知（2017 年 8 月 31
日厚生労働省「被保険者証の氏名表記について」） 
・履歴書の様式例の性別欄を「男・女」の選択ではなく任意記載欄に変更。未記載でも可
能と様式に明記した。（2021 年 4 月 厚生労働省） 
・都道府県立高校の入学願書の性別欄について、41 都道府県が廃止、4 県が 2021 年度か
ら廃止する方針。（2021 年 7 月 14 日 毎日新聞） 
 
（４）性別欄見直しの考え方 
①法令上性別欄を削除できる余地がないか。  
・法律・政令等や県の条例等で様式が定められていない。  
・国や県等への報告に性別記載の必要がない。等  
②業務上、性別情報が必要な理由がないか。  
・市の条例等により統計上、収集する必要がある。  
・女性差別把握・是正の観点から収集する必要がある。 
 →女性活躍推進法に基づく必要性 
 →ジェンダー統計における必要性、等 
・施策の実施に当たり、性別を把握する必要がある。 
・医療等に関わって収集する必要がある。 等  
 なお、条例や規則等の改正の必要や、様式が紙もしくは、情報システム化による予算上
の問題がないなどの実務上の課題も考えられます。 
 上記によって性別欄を削除しない場合でも、自認の性別で回答してよいとしたり、「ど
ちらでもない」「無回答」を選択肢に入れたりする方法も検討すべきです。 
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７．教育委員会関係 
 LGBTQ+の 68%がいじめを経験21し、多くの LGBTQ+にとって学校は安全な場でない
ことがあります。また、高校で LGBTQ+について学んだことがある人は僅か 18%22であり、
LGBTQ+について学齢期に正しい情報を学ぶ機会が不足しています。正しい情報や適切な
支援の提供が急がれており、教育委員会が果たす役割は大きいと考えられます。 
 
（１）概要 
 小学校から高校の間にいじめや暴力を経験したことのある LGBTQ+は 68%という調査
もあります。そうした背景から、2012 年に国の「自殺総合対策大綱」では LGBTQ+が自
殺のハイリスク層であること、だからこそ教職員の理解を促進することが明記されていま
す。また、2015 年には文部科学省から全国の小中高へ通知が出され、性的マイノリティの
児童生徒へ校として必要な対応を周知するとしています。さらに、2017 年、「いじめの防
止等のための基本的な方針」においても、教職員への正しい理解の促進や、学校として必
要な対応について改めて周知がされました。 
 さらに、2018 年度から 2020 年度にかけて、高校〜小学校の教科書の一部に、多様な性
に関する記述がされるようになり、自治体によっては使用している教科書にすでに
LGBTQ+についての記載がされています。このことからも、どのように教職員が
LGBTQ+について学び、子どもたちに伝えるかは大きな議題となっています。 
 さまざまな自治体が、素晴らしい取り組みを進めているため、いくつか紹介します。 
 
（２）事例 
（ａ）教職員への理解促進 
 さまざまな自治体で教育委員会と連携し、教職員研修が実施されています。教職員への
理解促進でまず何から始めていいか迷う場合は、講師を招いた研修の実施がおすすめです。
他にも、以下のような取り組みができます。 
 
①東京都文京区：教職員を含んだ対応指針の作成 
 文京区は、2017 年に LGBTQ+が行政の窓口や学校で差別的な言動を受けないようにす
るため、区職員や教員向けに対応指針を策定し、「性自認および性的指向に関する対応指
針 ~文京区職員・教職員のために~」を公開しました。第３章に児童・生徒等への対応が
まとめられていて、学校生活における対応、教職員等への知識理解の浸透、課外活動等に
おける配慮、事務・手続等における配慮の４つの項で詳細に記されています。 

 
21 いのちリスペクト。ホワイトリボン・キャンペーン 平成 25 年度東京都地域 自殺対策緊急強化補助
事業 「LGBT の学校生活に関する実態調査（2013）」 
22 釜野さおり・石田仁・風間孝・平森大規・吉仲崇・河口和也 2020 『性的マイノリティについての意
識：2019 年（第 2 回）全国調査報告会配布資料』 JSPS 科研費（18H03652）「セクシュアル・ マイノリ
ティをめぐる意識の変容と施策に関する研究」（研究代表者 広島修道大学 河口和也）調査班編 
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参考：https://www.city.bunkyo.lg.jp/var/rev0/0216/4627/202141314612.pdf 
 
②大阪市淀川区、阿倍野区、都島区：教職員向け LGBT ハンドブック 
 大阪市淀川区、阿倍野区、都島区が 3 区合同で、2015 年に「教職員向け LGBT ハンド
ブック」を公開しました。 
参考：https://niji-yodogawa.jp/教職員向け lgbt ハンドブック/ 
 
（ｂ）児童生徒への理解促進 
①三重県：研修や教材作成 
 三重県は、教職員向けの LGBTQ+研修に早くから取り組んできました。また、2016 年
には三重県教育委員会が、中学校において、性的マイノリティの人権について効果的に学
べるよう人権学習指導資料を発行し、県内の中学校に配布をしています。また「人権教育
ガイドライン」（2018 年策定）には性的マイノリティについて記載され、県内すべての小
中学校・義務教育学校および，県立学校等に配付されています。 
②福岡市：副読本への記載 
 2015 年に福岡市教育委員会が小学生向けの副読本に性的少数者を扱ったページを設けま
した。人権読本「ぬくもり」（小学校 5,6 年生版）に掲載されました。 
 
（ｃ）相談体制の構築・周知 
①神奈川県：性的マイノリティ派遣型個別専門相談 
 神奈川県は、性的マイノリティ派遣型個別専門相談「かながわ SOGI 派遣相談」を 2020
年より NPO 法人 SHIP に委託し、実施しています。SOGI（性的指向と性自認）に関する
相談を、臨床心理士など専門相談員がご相談者のもとに伺い、無料にてお受けする事業で
す。こちらは相談員が相談者の最寄りの公共施設や、所属機関に出張してくれることが特
徴で、例えば学校の先生が生徒について相談をしたい場合に、学校に出向くことも可能で
あり、先駆的な事例です。 
②東京都世田谷区：電話相談の周知 
 世田谷区は、区が行う電話相談のチラシを区内の小中学校にて配布し、児童生徒が相談
支援にアクセスできるようにしています。 
 
（ｄ）制服における選択肢の導入 
福岡市・北九州市：選べる制服の導入 
 2020 年度より、福岡市、北九州市では、市立中学校でスラックスかスカートを選べるブ
レザータイプの標準服を導入しました。福岡市の新標準服は、動きやすさや寒暖、自身の
性自認などに合わせ、スラックス、キュロット、スカートのいずれを着るか性別に関係な
く選べるようになっています。 
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８．子育て施設における研修、保護者への啓発 
（１）概要 

 近畿地方の市立保育園で、性別違和のある園児が性自認などを理由にいじめ被害にあっ
ていたこと、また、匿名ではあるものの「性の違和感の訴え」や受診歴が同意のないまま
市のホームページに掲載され、個人が容易に特定できる状態になっていたことが両親から
の訴えで判明しました。 
 この件はたまたま問題事案として広く知るところとなりましたが、小学校以上の教育現
場で、文科省の通知や教科書での記載の増加など一定の取組が広がりつつあるのに比べ
て、保育所・幼稚園・認定こども園などの子育て施設において、性の多様性についての認
識が共有されていない現状があります。 
一般的に、３〜４歳頃には、男の子と女の子の違いや、自分が男の子なのか女の子なのか
がわかるようになると言われています。また、この頃から自分の性自認にしたがって振る
舞い始めます。小学校入学前にトランスジェンダーの 56%が性別違和を経験するという調
査もあります23。性の多様性について、児童にとって初めての集団生活を支える保育者へ
の研修と、保護者への啓発が重要であり、公立の子育て施設を管轄し、子育て支援を行う
自治体は大きな役割を担っています。 
 

（２）具体的な取組例 

（ａ）講演・研修の機会 

・子育て施設主催の保護者向け講演会 ※保育者も一緒に聴くと良い。 

・PTA 主催の講演会 

・園所長向け研修会 

・保育士、幼稚園教諭向け研修会 

 

（ｂ）研修ツール 

・宝塚市教育委員会作成『「性の多様性」の指導に関する教職員向け手引き書』に収録さ

れている「保育モデル案」2 つ（保育環境の見直し、絵本の読み聞かせ）24 

 

（ｃ）その他の保護者向け啓発の機会 

・自治体主催の子育て関連イベント 

・まちづくりの拠点である公民館やコミュニティ・センターにおける保護者向けまたは親

子講座 

 

 
23中塚幹也「学校保健における性同一性障害:学校と医療の連携」『日本医事新報』(4521）2010 年 pp60-
64. 
24 https://www.city.takarazuka.hyogo.jp/kyoikuiinkai/1002552/1012182/1025339.html   
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（３）取組の方向性 

 子育て施設においては、「男の子」「女の子」というグループ分けや、青とピンクによ

る色分けなどが無意識に行われがちです。ごっこ遊びの中でも「おままごとは女の子の遊

び」のような男の子らしさ、女の子らしさの規範が刷り込まれる機会が少なくありません。

性の多様性が大切にされる前提には、一人ひとりの違いが尊重される土台と、ジェンダー

規範にとらわれない保育環境が必要です。国際的に提唱されている「包括的性教育」25の

流れをくんだ性の多様性教育の実践や、保育士・幼稚園教諭、保護者への啓発が望まれま

す。 

 
  

 
25 ユネスコ編『国際セクシュアリティ教育ガイダンス』（改訂版）明石書店 2018 年 
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 コラム④      子育て施設における研修、保護者への啓発 
〜保育者の意識の醸成と子育て家庭との共通理解をめざして〜 

⻑崎県地方自治研究センター 本田 恵美子 
 
（１） はじめに 
はじめに 
 近年、LGBTQ+をはじめとする性的少数者に関するニュースや情報に触れる機会が増え
てきました。国や⺠間の研究機関などによる性的少数者に関する統計データが出されてい
ます。このデータの差異はありますが、性的少数者は身近にいるのだと認識し、性の多様
性を理解し尊重することが大切であると考えます。 
 私は、1980 年から幼稚園教諭をしておりましたが、この時期に、性的指向、性自認、性
的少数者という言葉は聞いたことはありませんでした。このことを理解するにつれ、幼稚
園で関わった子どもたちの中にも当事者はいたのだと思うことがあります。 
 もし、私に知識があったら対応が変わっていただろうか。と考えることがあります。性
のあり方によって生きづらさを抱える子どもがいることを正しく理解し、みんなが自分ら
しく生きていけるために何が必要なのか考えることとします。 
 
（ａ）スカートをはけなかった Y ちゃん（入園時期 1995 年頃） 
 幼稚園には、男の子は半ズボン、女の子はスカートという制服がありました。入園前に
制服のサイズ選びがあり、当時、４歳だった Y ちゃんは、お⺟さんと共に幼稚園にやって
きました。制服のサイズを決めるために上着とスカートを見て、Y ちゃんは突然に「スカ
ート嫌だ」と言いました。お⺟さんは恐縮しながら、「すみません！この子、今までスカ
ートを着たことがないんです。何回もスカートを着せようと試みたことはあるのですが、
どうしても着ないのです。」と言われました。 
 私は、どうしたものかと⼾惑いながら、でも、着ることができないスカートであるなら
ば、男の子用の半ズボンにするか、もしくは上着だけにするかと考えました。 
 一旦、その場は、サイズだけを決め、職員全員で共有することとしました。職員からは、
「通常の通園は上着だけ着て下は私服でいいとしても発表会などの行事の時は来てないの
は Y ちゃんにとって良くないのでは」という意見と、「どうしても着ることができないな
ら仕方ないのでは」という意見に分かれました。 
 当時の私は、強制することはできないと判断して、上着のみ来てもらうことにしました。 
 当然、他の子から、「Y ちゃん、スカートがないの？」、「Y ちゃん、どうしてスカー
トはいてないの」と言う声はありました。そんな時、「Y ちゃん、スカート嫌いなんだよ
ね」と笑いながら話をしていました。すると、そのうちに、Y ちゃんがスカートを来てい
ないのは当たり前になっていきました。行事の時も何事もなく園生活を終え、Y ちゃんは
卒園していきました。  
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 小学校は私服で問題なく過ごし、中学校はスカートの制服ですが、Y ちゃんは、スカー
トの制服を着ていたとのことでした。大人になった今、彼女は、女性として生活していま
す。 
 
（ｂ）男の子としか遊ばない S ちゃん（入園時期 2005 年頃） 
 S ちゃんは、４歳児で入園しました。活発な女の子でした。幼稚園は登園するとそれぞ
れ好きな遊びをしながら過ごし、１０時半ぐらいに一⻫にホールに集まった後、クラス別
に集団でお絵描き、制作など室内での遊び、外でのかけっこやボール遊び⻤ごっこなど担
任が決めた保育内容に沿った活動をしておりました。 
 S ちゃんは、登園後や午後からの好きな遊びで過ごす時間、女の子と遊ぶことはなく男
の子とサッカーや⻤ごっこなどして過ごしていました。S ちゃんは活発で外で元気に駆け
回ることが好きなんだな、と思って見守っていました。 

幼稚園では、男の子の遊び、女の子の遊びと区別することなく、様々な環境を準備し子
どもたちが好きな遊びを楽しむようにしておりました。好む遊びの違いから、女の子・男
の子に分かれて遊ぶ場面が多くありましたが、それぞれに性を意識しているとまでは感じ
たことはありませんでした。私たちも、園児の性別について意識した遊びを組み立てるこ
とはしませんでしたし、それぞれの個性が尊重されるような園生活を過ごせることを目標
に保育をしておりました。S ちゃんは、その後、保育士になったと聞いています。 
 
（２）幼児期のジェンダーへの意識 

一般には３歳 前後から子どもの性自認が始まることと言われています。それに基づいて
幼児期以降，集合や整列，グループ分けなどの際に男の子・女の子とわけていました。今、
考えると子ども自身が理解しやすい区分として活用していたと思います。例えば「運動会」
や「生活発表会」、「音楽発表会」など、クラス別、男の子・女の子別として実践してお
りました。 
 1999 年改訂の保育所保育指針には、「子どもの人権・文化の違いへの配慮、性別による
固定的な役割分業意識を植え付けないための配慮」などについては、保育所保育指針のみ
に記述されています。幼稚園においては、学校教育体系の中で同様の他法、他通知等によ
り同様の趣旨で盛り込まれています。 

しかしながら、この頃、現場でとりたてて、ジェンダーの問題について意識したことは
ありませんでした。「性別にかかわりなく一人 ひとりの個性が発揮される環境を創り出
す。」との保育感であったと思います。 
 
（３）性の多様性を認め合い、全ての人が生きやすい社会をつくるために 

自治研センターで実施した「性の多様性を考える」議員学習会 
 性の多様性を理解しようとする機運が様々なところで広がりを見せる中、自治研センタ
ー協力議員と県本部の役職員で「性の多様性を認め合い、全ての人が生きやすい社会をつ
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くる」ために政治や行政の役割などについて議論する、として「議員学習会」を実施しま
した。 

「Take it! 虹」の代表 儀間 由里香さんから性的少数派の課題、県と連携して実施し
た実態調査、自治体に臨むこと等の報告を受け、⻑崎市のパートナーシップ宣誓制度に取
り組んでこられた⻑崎市議の池田章子市議から制度の意義、課題について聞きました。 

⻑崎市のパートナーシップ宣誓制度に宣誓をされた楠⽊さんと金⼭さん（氏名公表の了
解を得て）から、親にカミングアウトして同性で結婚するまでの経過、パートナーシップ
宣誓受領証と社会の壁についてお話しいただきました。「一緒にご飯を食べられる幸せ。
ただいまと帰ってきて、おかえりと待っている人がいる幸せ」をかみしめていること、
「出来たらいつかは同性婚であることを公言しなくてもいい社会に変わっていくことを望
んでいます。」との二人の話は心に残りました。関心が薄かった議員の皆様にも、この言
葉が響いたようでした。 

大切なことは性の在り方を多数派と少数派に区分けするのではなく、100 人いれば 100
通りの性があるのであって、だれもが性の多様性の中で自分だけの個性的な性を生きてい
ることを理解すること。だと感じました。 
 
（４）だれとどう出会うか 

私が保育者時代、「性の多様性」について何も知りませんでした。もし、知っていたら、
あの頃の保育感は変わっていたのだろうかと考えることがあります。よく、性的少数者の
方が、「あの時にあの先生と出会ったから」、「あの方の言葉に救われた」との話を聞く
ことがあります。だれとどう出会うかは、性的少数派の方だけでなく、全ての人にとって
生き方を左右する大事なものだと考えています。保育所や幼稚園、認定こども園は、子ど
もたちが親や家族以外と初めて出会う大人であり、その後の生き方を左右する大事な場所
であり、そこにいる保育者の役割はとても大きいです。 
 
（５）こどもと子育て家庭に寄り添って 
 幼児期のジェンダー・フリーの取り組みは、子どもの人権を守る大切なことです。今後
は、保育者の保育観の中にしっかりと位置づけ、園の保育環境の大切なひとつとして研
究・研鑽をしていかなければなりません。 
 「保育所で、男性保育士に女児のおむつ替えをしてもらいたくない」ということが取り
上げられていました。この課題に向き合うためにも、保育者のジェンダーに関する問題意
識の醸成と保育者・子育て家庭による意識共有、共通理解が必要です。 
 「子どもは環境で育つ」と言われますが、一番大切な環境は人的環境であると私は思っ
ています。子どもと子育て家庭の一番の理解者、伴走者として、表面的な対処に終わらな
い幼児版ジェンダー・フリーを構築していくことが求められると考えています。 
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９．防災関係 
（１）概要 
 阪神淡路大震災や東日本大震災、近年頻発する大規模水害など、日本は災害大国といわ
れる状況にあります。災害発生時には、まず避難や人命救助が最優先されますが、そのな
かでも女性や障がい者、こども、高齢者など社会的弱者に配慮した対応が、自治体をはじ
めとして災害に対応する公・共・私的セクターそれぞれに求められます。LGBTQ+につい
ても、避難所生活をはじめとして、さまざまな場面で配慮が必要であり、日常の防災行政
（実務）の中でも LGBTQ+の存在を想定した防災計画や避難所運営マニュアルの策定が
望まれます。なお、東京都文京区では地域防災計画に性的指向・性自認に関する記載を入
れているほか、いくつかの自治体ではⅣで紹介した職員対応指針に災害時の記載を盛り込
むなど、取り組みが広がっています。 
 
（２）避難所運営について 
 性的指向や性自認が周囲に知られてしまうことを心配して、避難所に行くことが困難な
LGBTQ+が多いと考えられますが、命の危機が迫る災害が頻発している中で、避難所とい
う選択肢を作ることが重要です。誰もが安心して使いやすい「LGBT フレンドリー」で
「男女平等」な避難所づくりには、様々な決定事項を男性だけに委ねるような仕組みにせ
ず、女性を含めた運営とすることが、まず重要です。多様な参加、参画で、LGBTQ+を含
む多様な存在に配慮した避難所運営をめざしましょう。 
 具体的には、 
 ①風呂、トイレ、更衣室、洗濯（干場）など、「男女」で分けられている場合には、個
人利用できる簡易シャワー、だれでもトイレ、仕切りのある更衣室、といったプライバシ
ーに配慮された空間を作ります。 
 ②支援物資については、衣服が男女別になっている場合は、サイズ別にし、化粧品や生
理用ナプキンは女性のみとせず、必要とする人が受け取れるようにする（トランス男性を
はじめ、家族が必要としているケースにも対応できます）。その際、人目が気にならない
場所においておくことも重要です。 
 ③避難所の区切られたスペースの利用は、世帯単位、となっている場合には、同性パー
トナーも想定して、一緒にいたいという希望を選択肢に入れておく。 
 ④避難所名簿を作成するときには、ヒアリングシートの性別欄や同居者の扱いを任意記
入とすることや誰もが見えるところに置かないなど、意図しないアウティングにつながら
ないようにする（住所や名前、生年月日などの扱いもＤＶから避難しているケースや通称
名を使用している在日の韓国・朝鮮にルーツを持つ人も想定して、第 3 者への開示は厳重
な取り扱いとする）。悪意の有無にかかわらず、アウティングはしてはいけないことであ
ると運営者は注意が必要です。 
 ⑤避難所運営への参加、参画が「男女別」になっている場合には、やりたい人、好きな
人、得意な人などを対象として、性別役割分業を前提としないこと。 
 ⑥他の被災者同様に LGBTQ+も災害によるショックを受けています。LGBTQ+は、自
己肯定感を得ることが困難な環境にいる人が多く、中には精神疾患を抱えているケースも
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あります。精神科医や精神保健福祉士、臨床心理士などによるカウンセリングは、個室を
用意するなど、他者に内容が聞かれることのないように配慮が必要です。 
 この他、災害時には地域の自治会の担う役割が大きくなりますが、LGBTQ＋は差別や
偏見を恐れてカミングアウトできないことなどから、自治会とのつながりが弱いことも少
なくありません。この点も留意した取り組みが求められます。 
 
（３）避難所以外の災害時の支援について 
 前述したように、LGBTQ+は不安があるために避難所に来ていないことが想定されます
ので、①②⑥の支援が、在宅や車中避難でも受けることができるよう避難所運営上のルー
ルやマニュアルに記載しておくことが必要です。 
 罹災証明の発行など、従来の窓口以外での業務も庁舎内で発生しますが、ずらっと並ん
でいる住⺠には聞かれたら困ることもあるかもしれませんし、そうでなくても聞かれるか
もというだけでこれらの公的サービスにアクセスできない LGBTQ+もいます。個室を用
意するなど、聞かれることのないように環境を整備する配慮が必要です。 
 また、復興局面では、避難所から仮設住宅や災害公営住宅に入居できる、というタイミ
ングが来ますが、同性パートナーでの入居を可能とする基準作りが求められます。 
 
（４）小括 
 災害時における LGBTQ+対応で重要なことは、平時から関係者の研修、啓発を実施し
ておくことです。災害が発生してから、いわば非常時に初めて LGBTQ+への配慮、とい
ったことを求めても（求められても）、人的にも時間的、物質的、精神的な余裕がない中
で、十分な対応は困難になりがちです。むしろ、理解を阻害し、対立構造を作りかねませ
ん。 
 とりわけ、避難所運営に関わる自治会（町内会）など自主防災組織の関係者（共助セク
ター）との防災訓練に合わせて、多様な存在への配慮が求められるということを繰り返し
啓発、研修していくこと、さらにマニュアルなどを見直して、合意形成を図りながらバー
ジョンアップを図ることが重要です。 
 同様の趣旨が、2018 年に東京都豊島区がまとめた「多様な性自認・性的指向に関する対
応指針」には、「災害時における配慮・対応」として記述されています。 
 自治体職員には、LGBTQ+が災害時において助けを求めることのできる存在として、公
助セクターの命綱として、個人情報を守ること、アウティングしない・させないことを災
害時のさまざまな場面で実践することが求められます。災害時には、防災担当者以外も最
前線で業務に従事するため、本章３．の職員研修を災害時も含めた内容とすることも有効
です。 
 
参考資料）岩手レインボーネットワーク「にじいろ防災ガイド」2016 年,（2021 年 8 月 30
日取得, 
https://b22040bb-5a45-4909-9ff1-
9f6ee262e07f.filesusr.com/ugd/02695b_c89cca0b31c0472f8dcd93d69732ba99.pdf）. 
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Ⅵ 職員の労働条件について 
 
１．概要 
 自治体においては、LGBTQ+に関する諸施策（外向き）のほかに、自治体で働く職員に
対して（内向き）の研修による啓発と、労働条件において平等に扱うことが求められます。 
 LGBTQ+は、全くオープンにしていないか、もしくはわずかな人にしか性的指向や性自
認を打ち明けていない人が多く、労働組合がその声を把握できていないために、直接反映
して自治体当局と交渉することができていないというのが実情です。 
 しかし、同じ職場で働く仲間が、人生を共にするパートナーを得たときに、同性である
か、異性であるかによって共同生活を営むものとして生じるニーズに変わりがあるわけで
はありません。同性であるというだけで特別休暇を取得できないことは不公平です。パー
トナーやその親族が亡くなったときに、悲しみに暮れる、寄り添いたい、という気持ちは
誰もが同じです。そんな不公平を放置していいはずはありません。 
 LGBTQ+の組合員もそうではない組合員も、職場や労働組合の一員として、同じ権利を
手にする、同じメンバー（仲間）だということを労働条件という制度面で実現しようとす
ることは、組合員の多様な生き方や感じ方、指向を認め合うことでもあります。 
 同じ権利を保障することに、何か支障があるでしょうか。ほかの組合員が迷惑をこうむ
ったり、公費支出が増えるでしょうか。むしろ、社会正義が実現された多数派に偏らない
職場は、育児中の組合員、障害をもつ組合員、外国籍の組合員、さまざまな少数の存在で
ある組合員やまだ組合員になっていない公共サービスに携わる労働者にとって、そして多
数の組合員にとって、良質で公正な職場であるはずです。 
 
 アンケート調査によって、都道府県、市区町村、公共⺠間、組合役員などあまねく職場
に LGBTQ+が働いていることがわかっています。LGBTQ+が労働組合や当局に求めなく
ても、労働組合がともに職場で働く仲間として平等の権利を保障するために取り組むこと
は当然のことであり、現在と将来の組合員に対して、多様性を尊重するという重要なメッ
セージを送ることにもなります。 
 この間、労働組合からの要求や自治体の判断によって、一部の自治体で休暇制度におい
て、パートナーシップ制度に基づく関係を前提とした制度や「事実婚と同等」とする制度
が整備されています。さらに、扶養手当など賃金に関わることについても実施する自治体
が現れており、少しずつですが平等の権利確保に近づきつつあります。 
 一方、育児に関することをはじめ、健康保険、所得税などにおける「扶養」認定、公務
災害における遺族の扱いなど、法律に基づく制度の壁により阻まれている課題もあります。
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このようなこともあり、一部の研究26では、LGBTQ+とそうでない従業員間の賃金格差も
あると指摘されています。 
 配偶者間における扶養・被扶養の関係そのものが、男女の性別役割分業を前提とした制
度であり、家⽗⻑制をなお残すものではないか、との考え方からすれば制度廃止について
の議論も他方では進めるべきですが、自治体における休暇制度、賃金制度における「同一
の待遇」を広げ、不合理な差別を根絶する取り組みも重要です。 
 
２．各種休暇・休業制度について 
 休暇制度については、2017 年から千葉市が全国で初めて結婚休暇＝パートナー休暇、介
護休暇を法律婚や事実婚同様に同性カップルである職員が取得可能とする制度変更を行い
ました。その後、福井県越前市（2018 年）、渋谷区、大阪市、福岡市（2019 年）や世田
谷区、大阪府、鳥取県（2020 年）、札幌市、東京都国立市（2021 年）などへも広がって
います。 
 これらの自治体では、第Ⅴ章２．で紹介した「パートナーシップ制度」が導入されてい
ますが、その背景には自治体からパートナーシップ制度を利用した住⺠については、企業
などへも従業員や顧客に対して平等取り扱いを求める以上、自治体自らも平等取り扱いを
すべきという、率先垂範の意識が働いたのではないかと考えられます。（現時点では、パ
ートナーシップ制度を導入していても、職員向けに実施していない自治体は多数存在） 
 一方、パートナーシップ制度はありませんが、鳥取県や福井県越前市では職員向けに休
暇制度を整備しており、労使交渉によって先行して実施することも可能です。 
 休暇制度のうち、上記の自治体では、 
・結婚休暇                １１自治体 
・服喪休暇（忌引休暇）          １０自治体 
・介護休暇、短期介護休暇、介護時間    １１自治体 
・出産補助休暇（配偶者分娩休暇）      ９自治体 
・配偶者同行休業（海外赴任等への同行）   １自治体 
・育児休業                 ０自治体 
・部分休業                 ０自治体 
・育児参加休暇               ８自治体 
・子の看護休暇               ８自治体 
 
となっています。自治体による違いが生じているのは、当初制度を立ち上げた千葉市にお
いて結婚（パートナーシップ）休暇と介護休暇を対象としたことに倣った自治体と、「事

 
26国際労働機関＝ ILO Gender identity and sexual orientation: Promoting rights diversity and equality in the 
world of work (PRIDE) project（2012-2013） 
 https://www.ilo.org/declaration/follow-up/tcprojects/WCMS_351654/lang--en/index.htm. 
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実婚と同等」とする自治体とで差が出たにではないかと考えられます。 
 また、根拠規定についても、千葉市などでは、条例の下にある規則に根拠を加筆してい
ますが、 

例：介護休暇（千葉市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第 12 条第 5 項）  
職員と性別が同一であって、当該職員と婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会
生活を営む関係にある者として市⻑が認めるもの 

 大阪市などでは、既存の条例、規則に規定する「配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係
と同様の事情にある者を含む。)」の定義を、要綱において、 

「配偶者等」（配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含
む。）又は当該職員と性別が同一であって当該職員と婚姻関係と異ならない程度の実質
を備える社会生活を営む関係として人事室⻑が認める関係にある者。） 

として対象を拡大する手法がとられています。 
 いずれにしても、それぞれの自治体の裁量であり、労働組合の側からいえば労使の自治
によって決定されるものであり、条例事項でなければ議会の合意を経ることなく実施が可
能27といえます。 
 一方、自治体の裁量では条件整備や対応が困難なのが、育児休業です。これらは、地方
公務員の育児休業等に関する法律第 2 条第 1 項に、「当該職員の子を養育するため」と規
定され、「子」に、①特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者であって、当
該職員が現に監護するもの、②養子縁組里親である職員に委託されている児童、を含むと
され、その幅はあるものの、同性パートナーの子の育児は含まれないためです。 
 同性パートナーの子以外で制度利用を考えた場合には、①の特別養子縁組については、
現行夫婦がそろっているという条件が付けられており、②の養子縁組里親については、単
身者でも可能なものの、児童相談所からの委託が必要となっており、「夫婦」という規定
が緩和されれば、いずれも可能となります。 
 ちなみに、公務員においてのみの規定かというと、⺠間労働者に適用される育児・介護
休業法も同様のため、改善には公務、⺠間ともに制度（法）改正が必要です。⺠間での広
がりを背景にして、自治体独自の制度を条例等で実施することは可能性としてありえます
が、休業期間における育児休業給付金に代わる給付を新たな自治体負担とするのか、無給
とするのかなど、財源や課題の整理も必要です。 
 さらに、これら休暇取得に関わって重要なことは、アウティングや個人情報、必要書類
の扱いに関することです。先行した千葉市に聞き取りましたが、「実績はないのではない
か」という状況でした。職場の上司や人事・総務担当者に知られたくないために、制度と
しては整備されても結果として取得することができないことが背景にあることから、添付
書類を必要としないことや限られた範囲でのみ情報を扱うことなど、「制度運用」につい

 
27 自治体によっては、個別に休暇、休業にかかわる規定を条例で定めているケースもありますが、条例か
ら規則に委任している自治体が一般的です。 
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て労使の十分な協議と実際の取得時をイメージした運用が望まれます。 
 
３．賃金、諸手当について 
 地方公務員の賃金は、地方公務員法によって①国の人事院勧告制度の下で決まる国家公
務員の労働条件に準拠するとしつつ、②他の自治体や⺠間労働者の給与その他の事情を考
慮する、となっています。（自治体の現業職員、地方公営企業職員は法的には枠外ですが、
手当額の水準や種類などは、非現業職員との均衡を図ることやさまざまな諸条件によって、
現実的な自由度は高くありません） 
 
（１）扶養手当 
 LGBTQ+の職員がパートナーを扶養している、という場合に、法的に扶養手当を支給で
きるのか（していいのか）、ということが争点になります。 
 2021 年から扶養手当を支給できることとした、東京都国立市の例では、職員の給与に関
する条例を改正し、扶養手当に関する第 7 条において 

扶養親族とは、次に掲げる者で、他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受け
ているものをいう。 
(１) 配偶者または職員とパートナーシップの関係（国立市女性と男性及び多様な性の
平等参画を推進する条例（平成 29 年 12 月国立市条例第 36 号）第２条第 10 号に規定す
る関係をいう。）にある者であつて、婚姻の届出をしていないが、事実上その職員と婚
姻関係と同様の事情にあるもの（第３項および次条において「配偶者等」という。）   

という規定をおいています。 
 これは、給与法定主義、あるいは給与条例主義と言われる地方公務員の給与決定システ
ムにおいて、国など（国立市の場合は東京都）からの不当な干渉や、性的少数者に同等の
権利を確保することに反対する勢力からの攻撃にも耐えうる、望ましい制度化の形です。
なお、総務省は、この件について直接問い合わせなどはなかったがとしつつ、「地方公務
員の給与は、地方公務員法第 14 条に規定する『情勢適応の原則』や地方公務員法第 24 条
に規定する『均衡の原則』に基づき、各地方公共団体の判断により、条例で定められるべ
きものです。」と、肯定も否定もしない立場（少なくとも否定はしていない）をとってい
ます。（自治労組織内 岸まきこ参議院議員事務所からの問いに対する回答） 
 前項の休暇制度のように、手当支給に関して、条例より下位の規則や要綱で定めた場合
に、住⺠監査請求や住⺠訴訟に耐えうるかはその時の社会情勢などもあるため判然としま
せん。労働組合としては、当局がどのような方法を採用するか決定できるわけではないこ
ともあり、いずれにしても労使合意したものを支給させることは当然ですが、総務省の回
答とあわせて検討したときには、給与条例主義のもとで条例に根拠を求めることは選択肢
として有力です。 
 同様に、単身赴任手当についても、パートナーが転居せず、職員が住居の移転を伴う異
動があった場合に支給できるようにすべきです。その際も条例における単身赴任手当の規
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定において、「配偶者等」とし、国立市同様の規定を盛り込むことが考えられます。 
 
（２）退職手当 
 退職手当は、職員が定年や退職を迎えれば、通常職員本人に支給される手当です。しか
し、不幸にして現職で死亡した場合に、自治体（や退職手当組合）はその手当を誰に渡す
のかが問題になります。地方公務員の場合「国家公務員退職手当法」に準じて退職手当条
例が定められており、事実婚を含む「配偶者」が受け取り順位１位とされています。 
 国立市 職員の退職手当に関する条例では、 
 

（遺族の範囲および順位） 
第 11 条 第２条第１項に規定する遺族は、次の各号に掲げる者とする。 
(１) 配偶者または職員とパートナーシップの関係にある者であつて、婚姻の届出をし
ていないが、職員の死亡当時、事実上当該職員と婚姻関係と同様の事情にあつたもの 

としており、同性パートナーの権利を確保する規定となっています。これも扶養手当同様、
他の自治体では制度化されておらず、今後に向けた取り組みが期待されます。 
 なお、地域手当、時間外勤務手当、特殊勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日
直手当、管理職手当、通勤手当、期末勤勉手当は、職員本人にかかる手当のため関係があ
りません。 
 
４．諸制度 
（１）公務災害（遺族補償） 
 さまざまな人生イベントに関係するものとして、１つめに公務災害（⺠間の労働災害）
時の死亡事例が考えられます。不幸にして、業務に起因して死亡されるケースは年間３０
〜４０件（人）あるとされています。（地方公務員災害補償基金調べ） 
 公務災害により死亡した場合には、地方公務員災害補償法に基づき、配偶者28、子、⽗
⺟、孫、祖⽗⺟、兄弟姉妹の順で遺族補償年金もしくは遺族補償一時金が受給できます。
しかし、LGBTQ+の場合は、同性パートナーがいたとしても、法29の規定によりいずれも
受給対象とはなりません。 
 札幌地裁（2021 年 3 月 17 日）判決では、同性婚について憲法で定めた法の下の平等
（14 条）違反を認めましたが、その判決を導き出した根拠や背景に、自治体でのパートナ

 
28 配偶者には、事実婚（内縁関係）も含まれるため、⼾籍上の性が異性の場合には、受給が可能です（実
績は不明ですが、ゲイの男性とトランスジェンダー男性で⼾籍の変更をしていないパートナー関係の場合
などは、法の立て付けからは受給対象に含まれます） 
 
29 会計年度任用職員など自治体の非正規職員（消防団員・⺠生委員・児童委員など特別職も含む）の公務
災害は条例事項のため、議会の裁量で要件を緩和することは可能です 
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ーシップ制度の広がりや社会全体の理解をあげています。この判決が控訴審以降も維持さ
れるかは不明ですが、今後、⻑年同性パートナー関係にあるカップルで、公務災害による
死亡事例が起きた場合には、その受給者の順位（具体的には配偶者の認否）をめぐって、
①個別自治体の退職手当条例、②地方公務員災害補償法、それぞれの規定に「正当性があ
るのか（法の下の平等に反しないのか）」が問われることも想定されます。本来は、⺠法
等の改正によって、同性婚を正面から規定することで解決できる問題ですが、立法（国会）
が機能しなければ、司法（裁判所）が時代の流れを踏まえて判断することも期待されます。 
 
（２）所得税控除及び健康保険の扶養 
 所得税の扶養配偶者は、所得税法に根拠を持ち、⼾籍法に定める婚姻等の届出をした者
に限られています。そのため、事実婚関係にある異性カップルも、同性パートナー関係も、
いわゆる 103 万円の壁、はそもそも存在せず、もっとも狭義（⺠法に規定する配偶者のみ）
の運用がなされています。 
 一方で、健康保険については、地方公務員は地方公務員等共済組合法（以下、共済組合
法という）の短期給付-保険給付の規定に基づき、⺠間労働者における健康保険法に基づく
療養給付同様の各種給付が行われています。被扶養者の規定については、共済組合法第 2
条第 4 項で、「この法律において、『配偶者』、『夫』及び『妻』には、婚姻の届出をし
ていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。」として、法に根
拠規定が設けられています。なお、共済組合法では、健康保険のほか出産手当金、休業手
当金や、⻑期給付-年金の規定もあり、これらはすべて事実婚を含む（対象）としています。 
 健康保険については、日本社会の実態を反映して事実婚関係を対象としつつ、所得税法
については「あるべき」（と政府や保守政党が考えている）婚姻関係を前提とした制度と
しており、被扶養配偶者という「法的な位置づけ」が、一致しない、もしくは矛盾したま
ま運用されています。 
 徴税という国⺠の義務を定める（そのため違反には厳しい制裁が科せられる）所得税法
と、国⺠の生存権保障を趣旨とする健康保険法では、制度の趣旨目的は違うものの、「被
扶養配偶者」の所得税控除についていえば、生活保障の趣旨に基づくものです。従って、
被扶養配偶者の範囲が異なるのは矛盾であり、不合理です。 
 一方、現行法制度下において被扶養配偶者の扱いについて、所得税法＜共済組合法（健
康保険法）という規定があることが合憲であるならば、個別法においてその背景や必要性
に着目して、配偶者の定義に「同性パートナー関係」を含めることも立法政策上可能では
ないか、とも考えることができます。とりわけ、前項の「遺族補償」については生計を職
員であるパートナーに任せていた場合に、たちまち生活に窮するため、優先的に取り組ま
れるべきテーマです。 
 なお、参考にできる事例として、東京都世田谷区においては、新型コロナウイルス感染
症に罹患したパートナーに関わって、国⺠健康保険の傷病手当金を支給できるとする運用
を開始しています。 
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（３）職員互助会（互助会）の慶弔金制度 
 各自治体で職員の福利厚生を目的に設置されている互助会については、結婚や出産、入
学などの祝金や、本人・家族死亡時の弔慰金などの個人給付制度を実施しています。実施
している自治体数は年々減少しているため、すでに廃止した、という自治体も一定数存在
しています。 
 給付にあたって、対象となる配偶者や家族の定義は、互助会の規約や給付要綱で定めら
れていますが、任意事業であり法的な根拠はなく、自由度は非常に高いです。職員代表と
しての労働組合から選出された委員と理事者側委員で構成する委員が協議して定めれば、
改善が可能です。 
 すでに、千葉市をはじめ、渋谷区、大阪市、福岡市、世田谷区、大阪府、札幌市、鳥取
県、東京都国立市、（前述）のほか、那覇市や関市などより多くの自治体で実施されてい
ます。 
 本章のなかでは、実施が容易な事業です。「ともに職場で働く仲間として平等の権利を
保障する」ために、単組内での協議や理事者側委員との意見交換を進めるなど、取り組み
をスタートさせてみましょう。 
 なお、これらの労働条件は、自治体の外郭団体（公立大学法人、自治体が経営する公社
など）においても、自治体本体と同様に規程整備が求められます。 
 
５．ハラスメント対策 

アンケート調査において、法令等で禁止されているにもかかわらず、ハラスメントが職
場で起きている実態が明らかになりました。 
 まず、仕事（飲み会等を含む）でのジェンダーハラスメントの経験については、全体で
21.0％が経験ありですが、LGBTQ+で経験ありと回答したのは 38.9％で、LGBTQ+以外
の約２倍となっています。また仕事（飲み会等を含む）でのセクハラも、LGBTQ+で経験
ありと回答したのは 21.1％で、LGBTQ+以外 8.8％の２倍以上となっています。 
 SOGI ハラスメントについては、LGBTQ+で経験ありと回答したのは 7.9％で、
LGBTQ+以外 0.8%の約 10 倍と、深刻な被害が回答されています。 
 一方、これらの対策として、自治体当局等によるハラスメント防止の研修が取り組まれ
ていますが、回答者のうち勤務先が実施しているとしたのは 33.2％に留まり、LGBTQ+に
関する研修では 15.3％とさらに低くなっています。実施率については地域差や自治体規模
間の差も生じています。 
 今回のアンケート調査では、「誰から」のハラスメントかを問うていないため、男性か
ら女性、年配者から若者、職員以外からといった傾向や問題点はつかむことができていま
せんが、①パワハラが 40.8％、②ジェンダーハラスメントが 21％、③LGBTQ+はより高
い被害、④セクハラ、SOGI ハラも一定数、という実態からは、研修の充実と就業規則
（公務における懲戒規定）による禁止や、外部相談窓口の設置など対応が必要なことは明
らかです。 
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 ハラスメントは、職場でより弱い存在へと向かいます。女性や若者、高齢者、障がい者、
LGBTQ+など、日常的に差別にあっている人たちが、職場や仕事という場面において、よ
りハラスメントを経験しやすい状況です。こうしたハラスメントは、職員がこれらの属性
を持つことによる雇用や賃金、配置など待遇上の差別につながるので、根絶が求められま
す。 
 ハラスメント防止の取り組みは、誰もが「傷つかない」「傷つけられない」働きやすい
職場を作ることです。公共サービス職場においてまだまだ進んでいない実態を直視し、労
働者の人権の問題として取り組みを強化する必要があります。 
 
６．その他 
 この他にも、主にはトランスジェンダーに関連して、氏名の「名」の職場における通称
使用や、職場において当事者が用いる等の性別については、検討が必要となります。特に
後者については、申し出があった場合に、性自認による取り扱いを原則としながら、共済
や医療、安全衛生など、場面によっては、法律上の性別、身体のあり様など、どの性別情
報が求められているかが異なる場合があります。 
 いずれの場合も、職員の人権保障を前提としながら、検討を進める必要があります。 
 
【資料】LGBT 法連合会「性的指向および性自認を理由とするわたしたちが社会で直面す
る困難のリスト（第３版）」（就労、公共サービス・社会保障分野の抜粋） 
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出典：性的指向および性自認等により困難を抱えている当事者等に対する法整備のための
全国連合会「性的指向および性自認を理由とするわたしたちが社会で直面する困難のリス
ト（第 3 版）」2019 年. 
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Ⅶ 第 38 年次自治研作業委員と自治労役員、 

トランスジェンダーによる座談会 
 

神谷 皆さん、お集まりいただきまして、ありがとうございます。今日は、特にトランス
ジェンダーの課題と、いわゆる「男女平等」、特に女性運動の課題について、少し論点も
整理をしながら、意見交換をしていくという趣旨の会になっています。今日は、自治研
の作業委員会の委員でいらっしゃる弁護⼠の中野⿇美先⽣、そして自治労前女性部⻑の
重⿊⽊康恵さん、NPO 法人共⽣社会をつくるセクシュアル・マイノリティ支援全国ネ
ットワーク代表理事の原ミナ汰さん、そして、トランスジェンダー女性のＡさん、トラ
ンスジェンダー男性のＢさんに集まっていただいています。今日はよろしくお願いいた
します。 

  まず、重⿊⽊さんにお伺いしたいと思いますが、トランスジェンダーの課題について、
これまでの重⿊⽊さんの個人的なご経験や自治労、組合の役員としてのご経験も踏まえ
ながら、どのような課題があると感じられてきましたか。 

重黒木 これまで、自治労女性部では、例えば事実婚の権利の尊重なども含めて、全ての
皆さん方の多様性を認め合う共⽣社会づくりを運動方針にしてきましたが、私自身、具
体的な活動が伴っていなかったのではないかと思います。 

  というのも、自治労本部で⻘年部との活動で、宿泊を伴う研修会議がありました。本
部で宿舎を割り当て参加者はそこに宿泊してくださいとしたのですが、とある県から問
い合わせが来ました。内容は「性的マイノリティの方から参加したいという申し出があ
っているので、配慮してほしい」というものでした。 

  私は実際、どのようにしていいのか、正直分からなくて、「具体的にどのような形が必
要ですか」と問い合わせをさせていただいたところ、相部屋を予定していたので、「まず
はトイレやお風呂などを考慮していただければ」、ということでした。その県本部につい
ては要望に沿った宿舎にしましたが、そこで初めて、はっとさせられました。今まで頭
の中では分かっていたつもりでも、実際、本当に活動していくことになったときに、具
体的に自分は何も知らないな、ということです。今まで女性部では、女性が参加しやす
いようにということで、例えば、「託児所を設けますよ。参加してください」というよう
な形ではやってきていましたが、活動しやすいという概念がとても狭い範囲しかなかっ
たと感じました。小さな経験でしたが、今後、もっと具体的に取り組んでいくためには
重要なことだと思いますので、みなさんからいろいろお聞きできたらと思います。 

神谷 重⿊⽊さん、ありがとうございます。自治労の、特に女性部の中でも、活動の中で
いろいろと課題が出てきているということだと思います。 

  そもそも、トランスジェンダーの当事者が、一体、⽣活上、どのようなところで困っ
ているのかということについて、せっかく今日は当事者にもお越しいただいていますの
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で、お話を伺っていきたいと思います。 
  まずは、Ａさんからお話しいただければと思います。お願いいたします。 
Ａ 地方在住のトランスジェンダー女性のＡです。ホルモン治療は⻑く続けていますが、

健康上の理由もあり、性別適合⼿術は受けておらず、⼾籍の性別変更もしていません。 
  私は 60 に近い年齢で、専門職として働いています。⻑年同じ職場に勤めていますが、

私の場合は、初めの頃は、自分の性自認について当時は情報が乏しくあまり深く考える
機会がなかったので、30 台半ばまでは普通にただの男性として暮らしていました。組合
や組合女性部の活動をいろいろお⼿伝いさせていただいたこともあります。組合の存在
は心強く、誰に対する差別も許されない、誰に対する人権も、人間の尊厳をきちんと尊
重すべきであるという基本原則を、きちんと職場全体で共有することが大事だと思いま
す。 

  職場でのトランスジェンダーについて、最近話題に取り上げられることが増えてきた
ように思います。しかし、実際にどのような配慮がなされているか、どのような対応が
あるかについては、職場により、あるいは人により非常にまちまちです。日本の現状で
はトランスジェンダーの労働者を保護する統一的な強い指針がまだない状態ですので、
それぞれの職場で⼿探り状態で、どこまでなら職場に言っても大丈夫そうか、あるいは、
どのように折り合いをつけるか、それぞれ苦労している状況です。 

  具体的には、服装をとっても、私の職場は制服はありませんが、どこまでどのように
折り合いをつけるか悩むところです。私は職場でカミングアウトしていませんが、かと
いって男性用の服装で来ることにも非常に抵抗があり十分働きやすいものではないので、
レディースのパンツスーツや、それに準じたスタイルが多いです。カミングアウトはし
ていないので、職場でも知っているのは、産業医の方と、ごく若干名だけです。トイレ
については、男性として今の職場に就職したので男性用トイレを使っていますが、ささ
っと個室を使っています。多くの同僚は、トイレで会ってもお互い何も言いませんが、
少し気まずい感じのことが、最近もありました。 

  健康診断については、知らない人ならともかく、知っている人同⼠ですので、なかな
か難しいところもあります。うちの職場は割と大きいので、何箇所かで実施しているの
で、知り合いのいなさそうな部署の、人の少なそうな時間帯に行っています。最近は、
健康診断を委託している団体も、研修がされているのか、ある程度理解されるようにな
ってきているので、女性向けの最後に入れていただいています。実際、トランスジェン
ダーに限らず、勤務の都合でその日時しかなくて飛び込んで来られる方も、これまでも
あったようなので、そのような形で柔軟に対応していただいています。 

  職場の同僚との関係は、人によってまちまちで、基本的には不干渉という感じですが、
中には非常にアグレッシブな形で差別的な発言をするような人もいたり、全然口をきか
ないような人もいます。 

  最近、うれしいことがありました。職場の昇進審査に関する人事書類から、性別欄が
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削除されました。私が要望したわけではありませんが、職場環境が少しいい方向に変わ
りつつあることを実感しています。 

神谷 Ａさん、ありがとうございます。健康診断の事例など、少しずつ研修がなされてき
たところもあると思いますが、おっしゃっていただいたように、まだまだ⼿探りであっ
たり、無視や攻撃をしてくる方もまだまだいらっしゃるということで、大変な状況だと
思います。 

  Ｂさん、続いて、お話をお願いいたします。 
Ｂ はい、ありがとうございます。 
  少し自己紹介をさせていただくと、私は 30 代前半のトランスジェンダー男性です。

元々女の子として⽣まれて、17 歳から周囲にカミングアウトして、男性として⽣活をし
ています。⼾籍上は今も女性で、日本で⼾籍上の性別を変更するにいろいろな⼿術が必
要になるので、変更していないという状況です。新卒で、広告代理店に、トランスジェ
ンダー男性であることをカミングアウトして働き始めて、その後、今はＮＰＯ法人を立
ち上げて、LGBTQ+の若者支援をしています。 

  トランスジェンダーが日常的にどのようなことに困るかというと、先ほどＡさんにお
話しいただいたとおりですが、一番大きいところは、性自認で扱われないということと、
そこに付随するさまざまなハラスメントが⽣じることだと思います。性自認で扱われな
いことについては、大きく三つのフェーズや課題感があるかと思います。一つ目は、性
自認を自分で受け入れられない、言語化できないという状況です。これについては、様々
な支援や、正しい情報の提供が重要になります。ただ、そこは、職場の課題ではないで
す。 

  二つ目は、性自認を安心して伝えられないという状況です。働くトランスジェンダー
の方の多くが、この状況かと思います。職場で伝えてしまったら、昇進に影響するので
はないか、ハラスメントを受けるのではないか、もう働けなくなるのではないか、場合
によってはアウティングをされてその地域にも住めなくなるのではないかと思い、言え
ないという環境です。 

  三つ目は、性自認を伝えたけれども周囲に受け入れてもらえなかったり、性自認で扱
ってもらえないという状況です。最近も、トランスジェンダー女性の方が、性自認が女
性であることを職場で伝えているにもかかわらず、職場で女性として扱われず、メンタ
ルヘルスを崩して、労災の認定をされたことが報道されました。職場で性自認を伝え、
その性自認に基づいて扱われたいと伝えているにも関わらず、そのように扱わないこと
自体が SOGI ハラスメントであり、働きづらさにもつながります。だからこそ、職場で
の理解促進が重要です。カミングアウトしている方がいなくても、LGBTQ+の職員らが
いることを前提とした SOGI インクルーシブな職場づくりが、非常に重要ではないかと
思います。 

  なお、トランスジェンダーは、カミングアウトをしたくなくとも、言わざるを得ない
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場面がたくさんあります。主に三つありまして、一つ目が、働きながら同じ職場で性別
を変えるときです。例えば、⼾籍上女性で性自認が男性のトランスジェンダー男性が、
入社時は⼾籍上の女性の性別で入社し、数年女性として働いたのちに、意を決して性自
認の男性として働きたい場合、人事部や業務上関係する一定の人たちには、言わざるを
えない、もしくは知られざるを得ない状況となってしまいます。 

  二つ目として、性自認に基づいて働いているけれども、⼾籍上の性別を変更していな
いため、人事には言わなければいけないということもあります。⼾籍上の性別は、機微
な個人情報であるにも関わらず、性別が記載されている人事情報が回覧されたり、アク
セス権が広く付与されていることで、意図しないアウティングにつながることがありま
す。例えば、部署の上司には⼾籍上の性別が男性であることは言っていない場合、人事
情報で⼾籍上の性別が見られてしまうと、そのことがアウティングにつながります。ま
た、男性として勤務しているトランスジェンダー男性が、⼾籍上は女性であった場合、
婦人科系の健康診断の案内が机におかれることで、部署内でアウティングになるケース
もあります。 

  三つ目として、⼾籍上の性別を変更していたとしても、女子校/男子校の出身である場
合は、人事情報にその記載が残るため、同じく人事情報へのアクセス権が広く付与され
ていることで意図しないアウティングにつながることもあります。 

  また、これまでの話は、トランスジェンダー女性・男性が中心になってしまいました
が、性自認が女性・男性のいずれかではないＸジェンダーやノンバイナリーの方々はよ
り職場で働き辛さを感じやすい状況があります。女性・男性のどちらかに区分されたい
わけではない一方、職場では設備や役割など男女でわけられてしまうことも多く、都度
困難が⽣じます。特に、役割などのソフト面については、ジェンダーで二分しない、一
人ひとりを、男性だから、女性だからということで分けず、一人ひとりの適性や希望に
沿うことが、トランスジェンダーだけでなく全ての職員にとって大切だと思います。 

  トイレや、男女分けに関する設備は、先ほど A さんがおっしゃっていただいたとおり
です。かといって、設備を男女で一緒にすることが答えではなく、相談しやすい環境を
作っていただき、相談があったときに、個別で、本人の希望と施設の状況などをかんが
みながら、柔軟に対応していくことが求められるのではないかと思います。 

神谷 はい、ありがとうございます。 
  原さんからは、「トイレや更衣室は、トランスの人⽣の一部。切り取って論評されても、

苦しいだけ」というコメントをいただいています。 
  では、このような実態も踏まえまして、中野先⽣は、裁判の中で、あるいは国際的な

流れを注視されている中で、そもそもこの答えをどのように捉えていらっしゃるか、お
話を伺えればと思います。 

中野 はい、ありがとうございます。私は、いろいろな訴訟を抱える中で、個人が自認す
る性別や指向や身体性は、それ自体として、尊厳であり、権利であって自由であるとい
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う原則の承認が人権保障の大前提だと痛感させられます。そのことは、「すべての人間は、
⽣まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である」（１条）と規
定する世界人権宣言の当然の帰結として、人権はすべての人がその享有主体となるとい
うこと、そして日本国憲法も、法の下の平等（14 条）を定めて人権は個人の属性や特徴
にかかわらず保障されるべきだと定めているわけですから、本来、性別や指向、身体性
によって精神と行動の自由が明示的あるいは黙示的に制約される状態というのは、自由
と平等の人権が保障されていないということを意味すると思います。このような基本原
則を⽣活の中に根付かせて社会に染み渡らせる活動や行動がまだまだの状態にあるとい
うことで、つくづく、日本の社会の問題を痛感させられています。 

  例えば、ＩＬＯ111 号条約は、あらゆる差別を許さない、職場においてこのような差
別は許してはならないという条約ですが、日本は批准していません。ＩＬＯではこの条
約は基本条約と位置付けられているのにです。国際社会は性別規範に基づく差別を全般
的に禁止するという流れにあるのに、条約を批准して国内法を整備するところにも到達
していないというわけです。日本が批准している女性差別撤廃条約は、性差別の定義を
明らかにしているわけですが、例えば、「男女に限る」という（トランスジェンダー）排
除などは、人権侵害だし、性差別だし、そのようなものを意識していたら、当然、均等
法の中にも性差別の禁止として盛り込まれるべきだったと、私は思っています。ところ
がそれが盛り込まれていないし、そうした解釈に基づく実務の運用ということでも、日
本の法制度は、国際社会の水準からすると、かなりギャップがあると思います。 

  それでも雇用と労働分野は性的マイノリティの権利保障に関して進んでいるほうだと
言われています。2016 年の雇用機会均等法 11 条のセクシュアル・ハラスメント指針が
改訂されて、性的指向と性自認についてのハラスメント防止が盛り込まれたり、厚労省
の事業主向けパンフレットでも『公正な採用選考をめざして』に盛り込まれたモデル就
業規則に記載が追加されたり、2020 年のパワハラ防止指針に SOGI ハラスメントやアウ
ティングの防止措置義務が明記されるなどしました。そして、こうした動きを受けて、
経団連や連合の取り組みが進んで、調査やガイドライン策定の取り組みを通じて SOGI
差別の禁止を打ち出しました。本来なら均等法は、「男女に限る」も性差別として禁止さ
れるべきだと申しましたが、さらに具体的な規定や施策を推進するためにも、それを正
当化し後押しする法整備が求められています。 

  まだまだ日本では権利救済を具体化できる包括的差別禁止法には及ばない状態ですし、
何が是正しなければならない差別なのかについても、理解やルール化が遅れています。
ハラスメント防止については、この間、若干の進歩を見ましたが、まだまだ、どうして
そうした差別やハラスメントが私たちの身の回りにあって、この問題を解決するには何
が変わらなければならないのか、といった私たちの社会が抱える本質的な問題に食い込
んで、根底から変えていく政策になっていません。 

  2019 年 12 月に、経産省の職員の方が起こした訴訟で、女性トイレの使用制限が不当
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だということで、国に処遇改善や損害賠償を請求した事件の判決が、個人が自認する性
別に即した社会⽣活を送ることができることが、重要な法的利益であり、賠償請求に当
たっても、それは法的に保護されるべきだと言っています。マジョリティの側から加え
られる偏見に基づく差別や暴力が訴訟で争われえるようになっていますので、法整備に
一歩踏み出すことが求められているわけです。問題は性別規範によって支配された社会
とマジョリティが差別的排除と攻撃の原動力のように襲いかかってくる状況をどう変え
るかという問題意識だと思います。そして、可視化されていない問題、たとえば、性別
規範によって支配された社会が⽣み出す貧富の格差が問題になっていますが、そうした
社会の矛盾の連鎖のなかに投げ込まれてしまい、力の発揮を制約する社会の壁や圧力が
多方面から加えられる現実がありますが、それが、不合理な経済的格差に直結している
ということ、そうした問題をどう解決するかという視点が大事だと思います。それがそ
の人の人⽣や将来にとってどのような重みを持つのかということについて、社会が共通
な認識に至っていないことは、とても問題だと思っています。とりあえず、以上です。 

神谷 中野先⽣、本当に重要なご示唆をありがとうございます。本当に、ＩＬＯ（国際労
働機関）も、性的マイノリティに関して賃金格差があると言ったり、あるいは（トラン
スジェンダーが雇用の）正規のルートに入れないというようなことは言われているので
すが、実際、どれくらいの賃金格差があるのかなどについては、トランスジェンダーに
関する統計もあまりないので、まだまだ明らかになっていないところもあります。また、
本当は、ＩＬＯ111 号条約も、批准していなくても守らなくてはいけないという話も言
われていますが、実際は全く、どこ吹く風という状況なのかもしれないと思います。 

  そのような中で、先ほど、経済産業省のトイレに関する訴訟の話も中野先⽣にしてい
ただきましたが、その問題や、お茶の水女子大学のトランスジェンダー女性も入学でき
るという話などから、ＳＮＳの中ではトランスジェンダーに関するバッシングがかなり
強まっています。先ごろのオリンピックの選⼿の出場の問題も議論が飛び交っています。
私もいろいろな会合に出ると、関係する厳しいトーンの質問を受けることがありました。 

  今日は当事者の皆さんがこうした問題をどのように感じていらっしゃるかというとこ
ろについてお話しいただきたいと思います。Ａさんから、このような今の実態を受け止
めてのご意見があれば、お伺いしたいと思います。 

Ａ 女性とトランスジェンダーが対立するかのような言説を振りまいて、それによって差
別の問題や、ジェンダーの問題に取り組まない言い訳にしよう、あるいはそれらの問題
を覆い隠してしまおう、自分たちにとばっちりが来ないようにしようというような動き
があると強く感じます。 

  最近、東京オリンピックでのトランスジェンダーの選⼿の出場にも焦点が当たりまし
たが、多くの方が、トランスジェンダーとはどのようなものか、どのような暮らしをし
ているのか、あるいはその選⼿がどのようにしてオリンピックの出場を勝ち得たのかと
いうことについて、ほとんど知らないし、また、あまり知ろうともしないまま、勝⼿な
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ことを言う人が多いという印象が強いです。女性とトランスジェンダーは重なる部分が
ある輪のような関係ですし、一人ひとりの人間として見るよりも、何か異質な者として
見るという視点が、やはりまだ根強く残っている気がします。 

  とはいえ、オリンピックとパラリンピックを終えて、やはり変わってきた部分も確実
にあります。国際オリンピック委員会も、トランスジェンダー選⼿の出場について、こ
れまでも不十分ながら試行錯誤でやってきたことも確かです。誰もがスポーツに参加で
きる権利はあるわけですから、それをどのようにオリンピックの場で実現していくかと
いうことを、専門家のアドバイスを受けて、さらに丁寧に議論すべきだという点につい
ては、少しずつですが理解が広がってきたのではないかという気がします。それは職場
でのトランスジェンダーの存在についても全く同じで、実体としてひとりひとり人格を
持った個人がいるわけです。もちろん先ほど何人かが述べたように、いろいろな課題は
あるわけですが、それについて丁寧に、具体的に、一緒に解決を図っていくという問題
共有と、そのゴールをきちんと共有していることが大切ではないかと思います。 

神谷 ありがとうございます。自治研作業委員会の調査でも、職場の状況や言葉など、い
ろいろなことが分からない人が、いろいろな制度に反対しているような傾向も若干見ら
れました。よく知ろうとしないで反対されているという傾向は、あるのではないかと思
います。テストステロンの値の話などが条件になっていますが、かなり厳密に、専門家
が試行錯誤で、今、Ａさんがおっしゃったように、ずっとこれは議論されてきて、少し
ずつ基準を決めてきています。今も試行錯誤の途中だとは思いますが、そのような背景
があることも、多くの人に知っていただきたいと思います。 

  また、お⼿洗いの話なども、（原さんに、）「そこだけ切り取るな」という話もありまし
たが、そこも含め、Ｂさんは、スポーツ関係のお知り合いもいらっしゃると伺いました。
そのようなところも含めて、トランスジェンダーの厳しい見方と実態を、どのように受
け止められて、どのようにお感じになられているか、教えてください。 

Ｂ ありがとうございます。先ほど中野先⽣にもご指摘いただいたとおり、トランスジェ
ンダーはいろいろなところで苦境に立たされています。例えば、希死念慮を経験するト
ランスジェンダーは約６割で、そのピークは小学校高学年から高校の第二次性徴期であ
るといいます。また、非正規雇用の割合が高かったり、年収 200 万円以下のトランスジ
ェンダーは約４割、働き始めてからうつを経験されるトランスジェンダーは 35％との調
査もあり、困窮やメンタルヘルスなど複合的な困難が⽣じやすい状況です。なお、これ
はトランスジェンダーに対する社会的な無理解や、それにより⽣じるハラスメントなど
が背景にあると考えられています。 

  トランスジェンダーへの攻撃的な姿勢や意見は、日本においても特にこの数年顕著に
なっていると感じています。国際的にも、LGBTQ+を分断させるためや、ジェンダーの
課題に取り組む人たちと SOGI の課題に取り組む人たちを分断させるために、あえてト
ランスジェンダーへの攻撃的な姿勢がとられることは多く、その傾向が今、日本でも高
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まっていて、とても構造的な状況だと思っています。 
  一方で、数十年前までは、トランスジェンダーは存在すら知られず、政治的な議題に

も挙がらない時代が⻑くありました。なので、このように議論のテーブルに挙がってい
ることは、トランスジェンダーの認知が上がったという捉え方もできますが、一方で、
ここからの議論を丁寧にしていかなければ分断が⽣じてしまうため、課題感を強く持っ
ています。だからこそ、今回のような、丁寧な会話や、実態の可視化が、何よりも重要
だと捉えています。 

  先ほどご指摘いただいた、スポーツや風呂やトイレも非常に重要です。困難の象徴で
もあります。一方で、トランスジェンダーの困難として、原さんがおっしゃったとおり、
そこのみを切り取ってしまうと、実態に即した議論はできないと考えます。トランスジ
ェンダーも安全に地域で暮らしたいという議論の際に、「トランスジェンダーの権利を認
めたら、性器を露出し温泉に入ってくるのでは。だから認めるべきでない。」というご意
見をいただくことがありますが、私たちは温泉に入りたいという話はしていなくて、学
校に行き、働いて、医療や福祉を安全に利用し、地域で暮らしたいという話をしている
のです。温泉や、公共トイレ、もしくは国際的なスポーツの話も重要ですが、あくまで
暮らしの中の一部にすぎません。人によってはもっと大きいかもしれませんが、多くの
人にとっては一部ですので、そこばかりを焦点化することによって、安心して一市⺠と
して暮らしたいという願いが受け止められず、教育・就労・医療・福祉などより広く議
論されるべき点が後回しとなり、ある意味、議論が曲げられてしまっていることは、重
く受け止めざるをえないと感じています。 

  特に LGBTQ+の子ども・若者支援をしている一人として、トランスジェンダーへの
攻撃的な意見や批判は、周囲に相談できる人がいなくて孤立しているトランスジェンダ
ーの子ども・若者たちにもＳＮＳなどを通じて届いていて、それが希死念慮の高まりや、
実際にトランスジェンダーの子ども・若者の自死に直結している現状を知って頂きたい
と思っています。なので、トランスジェンダーは「議題」ではなく「人」であり、ネッ
トニュースやＳＮＳでの一つひとつの攻撃的な意見や批判が、特にトランスジェンダー
の子ども・若者たちを、大きく傷つけて命を奪っていることを知った上で、攻撃や批判
ではなく議論や対話をしていかなければならないと、強く思います。 

神谷 ありがとうございます。そもそも、トランスジェンダーは、日常において、「あなた
は男なのか、女なのか」と、常に聞かれます。そのこと自体がハラスメントで、どこに
行くにしてもそれを聞かれるので、それをどのように回避していこうかと考える方も少
なくないという前提がまずあると思います。そのときに、施設が男女別に分かれている
場合には、どちらにいっても何か言われるのではないかとプレッシャーを感じますし、
実際にいろいろと言われる現状があるわけですね。トイレについて言えば、ぼうこう炎
になったり、排泄障がいを抱えることになるなど、大変な事態も報告されています。ト
イレに行くことは、⽣きていくのに必要不可欠なことのはずです。 
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  一方で、一場面を切り取って、過度に強調しているのではないか、それが全体ではな
いという話も、今、B さんにしていただいたと思います。 

  性的マイノリティは、ＳＮＳやインターネット上でしかつながれない、自分らしくい
られないという人もまだまだ多いと思います。そのような中では、ＳＮＳが炎上してし
まうと、特に地方にお住まいだと、なかなかリアルでの居場所がない中で、ＳＮＳだけ
が居場所となることも少なくありません。そこが荒れてしまうと、本当にどこにも居場
所がなくなってしまうという深刻さもあるのではないかと思っています。トランスジェ
ンダーがどのように日々⽣活されているのかということがまず認識されて、だからこそ、
このような問題が深刻になってくるのだと認識されてしかるべきなのですが、どうして
も目立つところだけをつまんで議論されてしまうのは、B さんがおっしゃったとおりだ
と思います。 

  そうした雑な議論が、前半、B さんにも触れていただきましたが、国際的にも、分断
を図るためには、女性と性暴力被害者に対して、トランスジェンダーの脅威をあおれば
いいのだと、欧米では極右の集会で真面目に議論されているということも聞きます。 

  重⿊⽊さん、今までのお話を聞いていただいて、受け止めなどをお伺いできればと思
いますが、いかがでしょうか。 

重黒木 ジェンダーということだけではなくて、社会が差別や分断しようとしている方向
に動いていると感じます。私たちは、労働者として、一人ひとりは本当に弱いので団結
して労働組合で頑張っていこうとしていますし、私たち女性部も、女性の課題といいま
すか、差別されている課題に女性部として取り組んでいこうとやっています。先ほどの
お話のように団結することに対して、それを分断しようとする力を強くしようとしてい
ると感じます。 

  そのような中で、皆さん方に今おっしゃっていただいたことが現実に起こっているに
もかかわらず、職場や社会の中では、皆、一人ひとり、自分のものさしを持っています
が、例えば、「健康で、家庭のことも全く気にしないで働くことのできる人間が、職場の
中ではいちばん大事なモノサシなのだ」、という形にされていて、そのものさしに合わな
い人については排除するような形がすごく進んでいるのではないかと思います。皆さん
の話を聞いて、だからこそ、もっと女性部の活動を強化していくことが大事だし、必要
とされているのではないかと思いました。基準になるものさし以外は認めない、ではな
くて、皆を認め、いろいろな人たちがいて成り立っている社会なんだということを感じ
ました。 

  冒頭、私が宿舎のことをお話ししましたが、原さんのコメントの中にもあったように、
人間は 24 時間⽣活している中で、会話することや、一つひとつの動作など、いろいろ
なところで人と接したり、思ったりしています。トイレやお風呂の問題ではなくて、何
気なくかけられた言葉にすごく傷つくようなこともあるだろうし、⽣きにくい、⽣活し
にくい状況でもあるだろうということを感じました。 
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  少し話が違うかもしれませんが、女性部の行っているアンケートでは、マタニティ・
ハラスメントを受けたという声がとても多く出ています。妊娠して職場に迷惑をかけて
いるという思いがある中で、同僚からの、何気ない、「そんなつもりないんだけど」とい
うような言葉にとても傷ついているという声が多く聞かれます。皆お互いを認め合いな
がら、⽣きているし、⽣活しているし、仕事もしているということが大事なのかなと、
とても感じました。 

神谷 重⿊⽊さん、ありがとうございます。本当に、女性部の運動、女性労働運動も、職
場の基準や、ものさしや常識を疑って、そこを改善していくことを、大事にされてきた
と思います。女性参画が増えると、人権の課題が解決していくのだということも、一つ
のスローガンになってきた経緯があると思います。 

  中野先⽣、いかがでしょうか。これまでのお話を聞かれて、どのように受け止められ
ているでしょうか。 

中野 当事者が置かれている現状は、精神と行動の自由が制約されている、自由という最
も重要な人権の価値が社会的に制約され、そのことが社会共通の認識になっていないと
いう深刻な問題があることを痛感させられます。また、その要因は社会の体制にあるこ
とが告発され、それに応えなければならないということだと思います。その体制の問題
とは、まさに「マジョリティ」にあると思います。この問題を、マイノリティの問題と
してとらえるのではなくて、マジョリティの問題として変革に向けた動きをつくる必要
があるということです。にもかかわらず、とかく、支配する立場にあることから⽣み出
される自己保存本能というか、それがマイノリティの権利主張を制約する「反動」とな
って立ち現れる。バッシングの中で、実はマジョリティにこそ問題があるのだというこ
とが意識化され顕在化させられてきたのだと捉える必要があるのではないかと思いまし
た。 

  やはり、支配する立場にあるという意識が、自分自身の支配的立場を否定されてしま
うという危機感が自己保存本能とともに、排撃的なうっぷんの解消をしようとする行動
につながって、マイノリティを排除したり、攻撃したりします。そうした行動は、非常
に感情的で飛躍があり、全然、合理的でもなく、科学的根拠があるわけでもない、自ら
の人間性を否定してしまうものでもあるわけです。このような行動が社会的に露わにな
ったという感じです。 

  こうした状態を解く鍵は「ジェンダー規範」にあると思います。ジェンダー規範が、
政治や経済や社会における実権を、男性というマジョリティに権力を集中させてきまし
た。このジェンダー規範は、家⽗⻑制が⽣み出し、人々の⽣活や社会を規律してきたも
ので、市⺠社会の担い⼿としての資格を「男らしい男」にしか認めません。したがって、
男性以外は法の他者、主体ではなく対象としてしか扱わないという法文化のなかに人々
を投げ込んでいます。しかし、そうした体制は、男性にも息苦しい制約を加えます。男
らしさからの解放が認められない、著しい自由の制約が加えられてしまうのです。男性
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にも、こうした規範が排除や道具として扱われる人権侵害を余儀なくさせるものである
のに、そうした規律に無理して自分をあてはめなければならないという制約を加えられ
ると、自分を大事にできないからその分人を大事にできない、鬱憤を晴らす、つまり自
分を充足させるために弱者やマイノリティを攻撃したくて仕方なくなるという人間の心
理がありますが、それを、どのように変えるかという問題意識も必要だと思います。そ
うした状況や問題を把握して、マジョリティを変えるために必要な課題を明らかにする
必要があります。マジョリティも追いやられている、やりきれない状況は、マイノリテ
ィを排除したり攻撃したりする土壌でもありますから、この現状は、私たちに、そうし
た連鎖から脱出するための課題を、永遠のテーマとして与えたのだと思います。 

  思い起こしてみると、日本のジェンダー平等指数は１２０位とか１２１位とか非常に
低いわけですが、国際的にみてそれが女性の権利が著しく制約されているアラブ諸国と
肩を並べる水準であるということが何を意味しているかを再認識すべきです。今、アフ
ガンに起きていることは、そういう日本の現状の問題でもあると思えてなりません。 

  家⽗⻑的な性秩序は女性差別の根源だと言われていますが、それは、要するに、女性
を対象化する、同時に男性も対象化して戦争に駆り立てていくような社会環境の土壌を
作っていくわけで、私たちの社会がこのジェンダー規範からどのようにしたら解放され
るかということです。女性やトランスジェンダーがヘイトの対象になりやすい構造を変
革するというテーマ設定したとき、本当の意味での自由と平等が問われているのだとい
うことを痛感させられます。ジェンダー規範は、この規範からの逸脱に対して負の感情
を引き起こして攻撃的排除の対象にしたり、明示的な差別的不利益やハラスメントの対
象に、また黙示的には仲間外れや無視といった不利益を課すことで自発的制約を加えま
す。そうした体制が男らしさを優遇し、性別による異なる基準のあてはめや無意識の偏
見に基づく差別に対する異議申立を封印してしまいます。こうして、私たちの社会は、
政治や経済における実権が男性によって担われています。性差別撤廃の取り組みは、こ
うした状況を変えることを中心においているわけですから、性的マイノリティに対する
差別や暴力の根絶を求める取り組みとともに、力を入れてしかるべきものだと思います。 

神谷 中野先⽣、ありがとうございます。今回の自治研の調査は、既存のジェンダー規範
そのものの問題点をかなり描き出したのではないかと思っています。ＬＧＢＴＱ＋のセ
クハラ被害とジェンダーハラスメント被害、いわゆる女性と比べても２倍、セクハラは
男性と比べて３倍となっています。レイウィン・コンネルも、男性の中の階層化があっ
て、一番下がゲイ男性なのだと言っています。もちろんゲイ男性の場合は、男性として
下駄を履かされている部分もあると思うので、一概には言えないわけですが、ゲイ男性
のセクハラ被害も多数派女性の２倍弱と出ていることは、やはりジェンダー規範に関す
る課題であると、いわんやトランスジェンダーの被害はと、本当に現在のジェンダー規
範のありようが結果に出ていると思います。 

  その上で、現場で、過渡期的なところとして、ではどのような取り組みをして、これ
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を乗り越えようとしているのでしょうか。差別がなくなれば、実は要らなくなる工夫も
あるとは思いますが、今現在、過渡期的にどのような現場の取り組みがされているのか
というところにも、目を向けられればと思います。 

  原さんによると、例えばデパートや役所など、いわゆる不特定多数の人が、使う男女
別お⼿洗いの場合、現場でどのような工夫をされているかというと、係員の方にトイレ
に同行していただいて、入り口に立っていてもらいます。そうすると、本人も割と安心
だし、周りの人も安心して使えるそうです。あるいは、性自認に合わせた下着売り場に
行きづらいときにも、付き添いを頼むことがあると聞いています。本当は偏見や差別が
なければそのようなことも必要ないかもしれませんが、そのような取り組みもされてい
るという話がありました。 

  そこで、Ｂさん、若者などをサポートしてこられてきたという話もありましたが、学
校現場や企業のようなところの中で、工夫の事例がありましたら教えていただければと
思いますが、いかがでしょうか。 

Ｂ はい、ありがとうございます。そうですね、200 社を超える企業で LGBTQ+に関す
る研修やコンサルテーションさせていただくなかで、トランスジェンダーにとっても働
きやすい職場づくりのために取り組んでいただいている、すばらしい事例が国内にたく
さんあると、感動しています。 

  大きく４つにまとめると、一つ目としては、ＳＯＧＩにより差別をしないことを明言
していただくことが重要です。性的指向、性自認・性表現などで差別をしないというこ
とを明記し、また、代表・役員などからもからその必要性を、きちんとメッセージとし
て出していただくことで、職場内外にも浸透しやすいです。 

  二つ目に、定期的な研修等を通じた理解促進です。昨今では、パワハラ防止法や、セ
クハラ指針の中でもＳＯＧＩハラが明記されていますので、コンプライアンスの観点か
らも、研修を実施する企業が増えてきました。 

  三つ目に、トランスジェンダーにとっても働きやすい職場づくりのためのガイドライ
ンやマニュアルの作成です。例えば、野村ホールディングスさんやＮＴＴ東日本さん、
日本精工さんも、トランスジェンダーのガイドラインを制作されています。これは、ト
ランスジェンダーの職員から性自認に促して働きたいと申し出があった場合、例えば、
どのように人事の登録情報を変えるか、どのように制度や設備が使えるようにするかな
ど、対応方針を定めています。相談を受けてから検討していると、数か月から半年くら
いかかってしまい仕事に支障が出るだけでなく、対応のなかでの意図しないアウティン
グやハラスメントが⽣じやすかったり、全国各地での対応が均一でないこともあり、こ
れらを防ぐためにガイドライン・マニュアルを作成しています。このように、トランス
ジェンダーの職員がいることを前提として、安全に働けるかというシステム設計を事前
にしていただくことは、離職やハラスメントを防ぐ上でも重要な施策です。 

  四つ目に、制度の適用です。例えばキリンホールディングスさん、スターバックスさ

－ 103 －



 13

ん、ユニリーバさんなどが、トランスジェンダーの性別適合⼿術等治療の際に有給休暇
を取得できることを、明文化してくださっています。 

  このように、トランスジェンダーにとっても働きやすい職場づくりのためのガイドラ
インやマニュアルや、トランスジェンダーも活用できる休暇制度などがあるということ
を伝えることで、すぐに数人の職員がカミングアウトするということは少ないと思われ
ます。しかし、カミングアウトしていないトランスジェンダーの職員にとっても、自分
もこの職場に想定されていると言うこと、そして何かあったら相談できると言う心理的
安全につながる点が大きいです。冒頭に申したとおり、トランスジェンダーのほとんど
の方は職場の中でカミングアウトしない/できていない状況なので、言っても差別されな
いのか、トランスジェンダーの人もいるという前提でこの職場は成り立っているのか、
ということ自体が心理的安定につながって、何かの折に相談しやすくなると思っていま
す。 

  また、今日は就職活動の話がほとんどできませんでしたが、トランスジェンダーは、
新卒就活のときに、87％が性のあり方に由来した困難やハラスメントを経験していると
いう調査があり、内定を取ってからトランスジェンダーだと伝えると、いわゆる内定取
り消しをされるケースもあります。厚⽣労働省が、「公正な採用選考の基本」の中で、性
的マイノリティであっても差別をしてはいけないことを明文化していますが、公正な採
用選考実現のためにも、面接官や人事の皆様が LGBTQ+への理解促進や、アンコンシ
ャスバイアス（無意識の思い込み、偏見）に自覚的になることが重要です。無意識的に
もそれが差別につながって、採用の妨げになることがありますので、採用に携わる皆さ
まも、公正な採用選考の基本の視点から、ぜひ理解の促進をしていただければと思って
います。 

  最後に、特に中小企業の皆さまとお話しする際に、「トランスジェンダーへの施策はト
イレをつくったりお金がかかるのでは？」とご心配の声をいただくこともありますが、
実は 0 円から実施いただける施策がたくさんあります。SOGI による差別をしないと行
動規則等で明言いただいたり、行政やＮＰＯらが実施している無料・オンラインの
LGBTQ+研修や、厚労省や連合が制作している資料を職員のみなさまにご覧いただくこ
とで理解が促進され、働きやすい職場につながります。国内企業の 99.6％を占める中小
企業の皆さまの取り組みが、多くの人たちの働きやすさや地域での暮らしやすさにもつ
ながりますので、ぜひ取り組みを進めていただけましたら幸いです。 

神谷 ありがとうございます。現場の工夫など、Ａさんにもお話しいただければと思いま
す。よろしくお願いいたします。 

Ａ はい。今、Ｂさんの話にもあったように、厚⽣労働省のハラスメント防止指針にもＬ
ＧＢＴのことが書かれるようになり、その『公正な採用選考をめざして』という企業の
人事担当者向けガイドブック 2021 年度版（最新版）では、４ページにわたって LGBT
や SOGI の基礎知識や採用選考の場で留意すべき点かなり詳しく記載されるようになり
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ました。 
  ただ、実際の現場でどうかというところが、やはりいちばん大事なところだと思いま

す。トイレの話について言えば、特にトランスジェンダーのトイレ利用で、トランス男
性の男性用トイレ利用についてはやり玉に挙げられないのに、トランス女性の女性用ト
イレ利用だけが攻撃されるという構造もあります。誰もが、トランスジェンダーも含め
て、人権が保障され、尊厳が尊重されることが大切だと切実に感じています。 

  トランスジェンダーのトイレ利用については、金沢大学とコマニーと LIXIL が「オフ
ィストイレのオールジェンダー利用に関する研究会」を作って、実態や意識を調査して
います。研究会の調査結果をみると、人事権限者（上司や人事関係者、社⻑・役員）に
カミングアウトせずに自認の性別に沿ったトイレ利用を希望し使っている例はありませ
んでした。会社としてきちんと秩序があって、それに沿って、トランスジェンダーと、
会社の組織・人事権限者がコミュニケーションを取れているところは、お互い苦労しな
がらでも環境調整を⽣み出す方向になっていると言えるのではないかと受け止めていま
す。逆に言えば、人事権限者にカミングアウトできる職場なのかどうかというところが、
職場環境の焦点のように思います。 

  また、その調査結果を見ると、友人や知人や家族にトランスジェンダーがいるかどう
かで、意識は大きく変わっています。職場でのトランスジェンダーのトイレ利用につい
て、「抵抗はない」「どちらかといえば、抵抗はない」「どちらかといえば、抵抗がある」
「とても抵抗がある」の４択のうち、「抵抗がない」人の割合は、友人、知人、家族にト
ランスジェンダーが「いない」と答えた人では 32.8％に対して、「いる」と答えた人で
は 53.6％で、半数を超えました。「どちらかといえば、抵抗がない」を加えると、いな
い人は６割ほど、いる人は８割ほどに上ります。ということは、やはり身近にトランス
ジェンダーがいることで、「あ、トランスジェンダーはこういう人なんだな。別に、自分
のトイレ利用に不安を与えるような存在ではないんだな」ということを認識し、それに
よって意識が大きく変わるという結果を表していると受け止めています。トランスジェ
ンダーについての正しい知識と実情をきちんと職場で積極的に研修・啓発をすることが、
トランスジェンダーにとってはもちろん、誰にとっても、一人ひとりの人権や尊厳を尊
重される、働きやすい職場づくりにつながります。職場で勉強会や研修を実施している
場合、抵抗はない割合が高くなっているので、企業や組合として積極的な取り組みがぜ
ひ必要だと思います。 

  2021 年６月に、職場でのハラスメントを禁止するＩＬＯ条約が発効しました。日本も
賛成票を投じていますが、まだ批准についての議論が全く国会で進んでいない状況です。
このＩＬＯ条約は、就活やインターンシップを含めて、幅広く労働というものを捉えて
います。このような形での包括的な法整備が日本国内でも重要ですので、早急に取り組
んでいただきたいと考えています。 

神谷 ありがとうございます。ここで原さんが到着されたので、一言お願いします。 
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原 はい、ありがとうございます。では、簡単なところで日常的なトイレの話、性別分け
の話から始めたいと思います。まず、私個人の経験では、思春期前後からどうもトイレ
に行けない、いわば排泄障害を発症していたようです。子どもの頃からずっとなので、
自分では、それを表現する言葉が見つからなかったのですが、小学校の高学年くらいか
ら何となく学校でトイレに行かなくなったようです。学校のトイレはしっかり性別分け
してあり、休み時間に集団で行きますよね。ですから、結局１日行かずに過ごし、家に
帰ってから急いで駆け込んだりしていました。通学時間が⻑かったので、途中に顔見知
りの魚屋さんがあって、バスの乗り換えのときに、そのお店のトイレを借りていました。
魚をさばくのをみてから、親しい店員さんに、「いいよ、いいよ」と言われて、使わせて
もらっていました。最初は無意識でしたが、小学校高学年でとうとう膀胱の具合が悪く
なり、おねしょをするようになったり、教室でおもらしをしてしまったり、自分でも変
だなと思って、親も「どうしたんだろう」と、２、３軒大学病院に連れて行かれました。
医師は私に一言も「どうしたの？」と聞いてくれず、親に⽣活状況などを聞いていまし
たが、親は私のことは分かりませんので、きちんとした診断も出ず、治療だけを施され
て「もう医者には二度と行きたくない」となりました。結局、腎臓を痛め、中学、高校
と、腎機能低下で苦労した経験があります。 

  そのような話はずっと個人の病気だと思っていたら、40 代になって、トランスの若い
子たちにたくさん出会い、トイレの話を聞くうちにあまりにも自分とケースが似かよっ
ていて驚きました。「え、これって、性別分けに起因する問題でもあったのかな」と思い、
認識を改めた次第です。 

  排せつや着替えなど、身体に近いことは、集団としての問題だと認識しづらく、本人
たちもずっと我慢して個別に対処してきたいい例だと思います。私は 20 代後半に、自
分が性的マイノリティであることを受け容れて、レズビアンの団体のメンバーとして活
動していましたが、そのような社会的な活動をしていたにもかかわらず、自分の問題は
ずっと後回しにしたままでした。住宅用のようにトイレ（男女共用の）１個しかないと
ころでは、特に問題はないはずなのですが、尿意がなくなってくると、車椅子使用者や、
高齢の方や、頻尿の方、動きが不自由な場合と同様、個室トイレがあって、気にしない
で行けるときでも行かなくなるので、エコノミークラス症候群のようになります。これ
は「過剰適応」と呼ばれていて、根深い問題の一つです。 

  そんな中、ごく少数のトランスジェンダーの女性、あるいはトランスジェンダーの男
性が、自分の性自認に合ったトイレに行きたいという、主体的な気持ちを持つようにな
り、そう主張し始めました。これは「まあ、しょうがないや」という「過剰適応」の状
態から、「やっぱり自分もここを使いたい」「なんで入れないんだろう」と自らのニーズ
を自覚できる主体となったわけで、非常に大事な自覚ですから、そこは周囲の方々にも
しっかり受けとめていただきたいと思います。 

  私は今、「Ｘジェンダー、ノンバイナリー」といって、男女どちらかの箱に押し込めら
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れると苦しい、という自認がありますが、自認が男性寄りなので、女性トイレはとくに
使いにくいです。ですから、それ以外の男女共用トイレや、個室が複数あって小便器が
ずらっと並んでいない男性トイレがあると、嬉しいです。 

  実際に、自分がどのようにして性別分けのトイレを使っているかというと、誰かに中
を見てもらって、「今だったら大丈夫」と言われたときや、あるいは、その性別分けで問
題なく使える誰かと一緒に入るようなときは、ある程度安心して使えます。１人で入る
ときや、入り口に監視カメラや警告が付いているトイレは入りにくいですね。例えば、
「このトイレは、女性トイレです。カメラで監視中です」というような札が貼ってある
トイレも、実際にあります。私の法的性別は女性ですが、そのようなところでは非常に
緊張して、何も出なくなります。身体が脅威に感じて、「もう行きたくない。まあ、いい
か」と言ってしまいます。結局そのようなことで健康被害が出てもなかなか統計に表れ
ないし、誰も気にしないところに、トイレの困難があります。 

神谷 ありがとうございます。加えて、トランスジェンダー・バッシングについても一言
いただけるでしょうか。 

原 一つは、トランスジェンダーの状況は非常に対応が遅れていて、⼿をつけていない部
分であり、その意味ではマイノリティの中のマイノリティなので、各方面から反論が来
たり「そんな配慮はしなくていい」という声があがることは、当然、予想できます。で
すから、そこで大事なことは、このような個別の話を聞いて、誰かが交通整理を始めて
くれること。それも１人ではだめで、大勢の人に話を聞いてもらいながら、交通整理を
して欲しいのです。そして、どこかで利害が対立したり、男性が、「やっぱり原が男性ト
イレを使うと、僕はいやだ。女が入ってくるんだろう？」と言ったら、きちんと対話し
て、「いや、自分は女性としての自認がないから、結局、女性トイレが使えない。女性ト
イレを使うことは、自分にとってはほっとするどころか、むしろ心身が緊張してトイレ
も出なくなってしまうんだ」ということを知っていただき、「なんだ。そういうことなの
か」、「みんなどっかで、トイレを使わなきゃなんないよな」という地点まで到達しても
らわないと、個人対個人の対立は解消できません。 

  だから、相談現場ではそこまで到達するまでの仲介役を探すことが、まず大事です。
例えば、管理者がいたり、清掃担当者がいたり、トイレには、さまざまな番人や見張り
役、サポート役のスタッフがいますので、そのような方々に実情を知ってもらうのが大
事ですね。私の場合は、誰でもトイレに入るだけでも、「そこ、入らないでください。車
椅子の人か、子ども連れだけですよ」と清掃スタッフにとがめられます。そのようなと
きは、「実はね」と言って、自分の説明を簡単にしますと、「あ、そういうことですか。
それなら大丈夫ですよ」ともう次からは言われません。でもまた別の担当者に同じこと
を言われるので、その話は管理者に持っていって、全体的にもう少し柔軟なトイレ利用
規定を作ってもらう。そういうことを、どこのトイレでも繰り返し、繰り返しやってき
ました。だからこそ、ある程度融通の利く一律の規則があるといいと思っていますが、
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まだ、「これだ」というものがなかなかない。本当に試行錯誤が必要だと思います。 
神谷 ありがとうございます。集団的な話し合いや試行錯誤が重要だという話が原さんか

らも出てきましたが、まさに労働組合の原点は、対話なのではないかと思います。重⿊
⽊さん、その辺り、いかがでしょうか。 

重黒木 自治労もそうですが、女性部という中にはいろいろな職種の人がいますし、年齢
も雇用形態もばらばらですし、置かれている、例えば家庭環境や健康状態などもそれぞ
れが違う中で活動しています。そうした人たちの職場の課題や悩みを解決しようとすれ
ば、私も自分の経験だけで女性部を代表することはとてもできなくて、さまざまな人た
ちの意見をもとに女性部としてこのようにしていこうと取り組むことが必要になります。
皆にどんな悩みがあるのかを把握しようとすれば、いろいろな方々と直接お話ししたり、
悩みを直接言えないのであれば、身近な役員や親しい人、職場で話ができる人たちと話
したり、もしくはアンケートを取ったりして、いろいろなところにいる人たちが悩んで
いることに取り組んでいくことがとても大事だと思います。また、お互いに話しあって
いくことで共感もできてきます。 

  最初に、「正直、女性部の活動方針の中には、多様性を認めた社会にしていこうと取り
組んでいるにもかかわらず、自分は本当に何も知りませんでした」と申し上げましたが、
作業委員会のオブザーバーとしてかかわらせていただいて、いろいろな方々のお話しや
状況などをお聞きする中で、自分事として、考える機会をいただけたと思います。今日
は、また特別に、作業委員会の作業ではなくて、具体的なお話しが聴けてなおのこと、
「私だったら、どうしようか」「私にもこういう経験があるな」といったことなど、今後、
一歩踏み込んだ活動にしていきたいと思います。やはり、話をして、お互いの立場をわ
かりあうこと、共感することがとても大事だということ、自分も意見を言えるようにし
ていく原点を、改めて教えていただきました。 

  自分ごととしてとらえ、今、一言で言うとすれば、「頑張ります」としか言えませんが、
私も地元に戻りますので、そこで活動を広げていきたいし、声に出せない人たちの代弁
者といいますか、活動として何かできないかと、とても感じました。 

神谷 ありがとうございます。現場での創意工夫の大切さということをいつも中野先⽣は
おっしゃられています。この点など、中野先⽣にまとめていただければと思います。い
かがでしょうか。 

中野 トランスジェンダーのニーズが現場に貫かれるようにするには、職場において主体
性を獲得すること、自治体や職場における政策を担うようにするシステム、そしてマイ
ノリティにとどめないという文化の醸成が、大きな流れとして必要なのではないかと、
今日の議論をお聴きしていて、つくづく痛感させられました。 

  自治体や職場における政策を担えるということは、実権を握る、そして、マイノリテ
ィにとどまらないということです。それには、パワーが求められるわけですが、でもそ
のパワーは個人一人ひとりの努力によって獲得できるものでもないということに留意す
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べきです。こういう「個人の努力」に収れんさせる考え方は、かえって差別を強化した
りします。ではどうするか、制度を変えなければいけないということだと思います。ジ
ェンダー規範からの解放は、人類の課題であり、個人を超えた社会の課題で、多様性の
主流化といいますか、ジェンダーの主流化といいますか。それをあらゆる政策を貫く横
串として、検証していくことをシステム化＝制度化することだと思います。差別を禁止
するだけではなくて、社会全体を変えるための仕組みをどのように展望するかという、
とても大きな課題です。 

  そして、先ほども文化的な課題と申しましたが、その体制を作っているマジョリティ
が、多様性と寛容を自らのものとするよう変わらなくてはいけないと思います。日本は
企業中心社会のコアをなす「集団主義」がまだまだ根強くて、コロナ禍のなかでも「同
調圧力」の強さが話題になったりします。集団から外れることに強い違和感をもって排
撃し酔うとする傾向があります。そのようなことではなく、多様性と寛容を自らのもの
として行動できるようになること、本来的な意味での自由を獲得するという課題に挑戦
しなければならないと思います。それは社会を構成する全員の課題で、実は⺠主主義の
基盤なのだという当たり前のことですが、そのような本質をもつ問題であることをふま
えて、政策を実現していくことだと思います。 

  そのためにも、企業や自治体の機能、それからそこで労使関係が果たす役割が非常に
大きいと思います。企業もそうですが、自治体も、あくまでも課せられた課題と目的に
よって人を組織し、必要な仕事に求められるそれぞれの力を発揮できるかが問われる場
だからです。そこでは、個人の属性を超えた人間としての力の発揮が問われるのであっ
て、属性がどうであるかはそうした組織と仕事との合理的関連性をもたないはずです。
差別を排除することは当たり前のことだし、一人ひとりが自由に自分自身の持っている
力を発揮できるようにすることは、貫かれなければならない最大の価値であり課題だと
思います。そのようなものを追求するのが企業や自治体の責任だということになれば、
労使関係はその目的を実現することに向けて努力する覚悟が求められます。 

  そのような意味で、今回の取り組みは非常に画期的だったと思います。そのようなと
ころに参加させていただいて、本当に光栄に思います。でも、このようなことは、口で
言うのはやさしいですが、実際に自分のものにしていくことはとても難しくて、例えば、
性別規範からの解放を⼿にすることは、口では簡単ですが、自分自身がとらわれ続けて
いるものです。アンコンシャス・バイアスは無意識のバイアスだから、それからの解放
はなかなか至難の技だと思いますが、そのために大事にしなければいけないと思うこと
は「出会い」であり「友達になれる」ということだと思います。そのようなつながりの
中で、自らを変えるということです。 

  マグダ・オランデール・ラフォンの「四つの小さなパン切れ」が若い人たちに伝える
こととしては、ナチスの強制収容所から⽣き残った著者の思いが詰め込まれているもの
ですが、「他人に愛されなくなることを恐れて自分を変えてはいけない」「自ら情報を選
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んで正しいと信じることに向かって行動すること」「その行動に責任を持てるようになる
こと」とあわせて、「無関心と無知を連帯に変える。無関心と無知は、私に言わせれば、
人間の死、人間性の死です」と訴えています。この課題で問われていることは、まさに
無関心と無知から連帯の力に変えていく取り組みなのだろうと思います。私が⽣まれて
よかったということ、あなたが⽣まれてよかったということ、そして友達になれるとい
うこと、これが職場において追求されるべき価値の根本にあるものだと思います。労働
組合とは、このような人間の価値を追求する目的であって、道具ではありません。労働
組合にはだからこそ頑張ってもらいたいと思います。以上です。 

神谷 すばらしいご発言をありがとうございました。原さん、何か追加のご発言ありまし
たらお願いします。 

原 私は自分の人⽣は、ことごとく性別規範に引っかかる人⽣だと思っていて、２歳くら
いから、そのような自覚がずっとあります。今でももちろんありますが、いろいろな経
験をしながら、だいぶ賢くなっていると思います。何が賢くなっているかというと、誰
にでも道理がある。物事全てにはいくつもの正解があって、自分の見方だけが正解では
い。他の人の話を聞いてみると、「なるほどな。そういうことで、これを言ってるんだ」
ということが見えてきます。でも、それをきちんと検証せずに断定してしまうと、ハラ
スメントやいじめにつながってしまいます。意図しないのに、結果的にハラスメントに
なってしまうのは、そういうときなのではないかと思います。 

  20 代後半までは、自分が女性としての法的な位置付けというものにあまり向き合わず、
「自分は個人だ」と言って、１人で⽣きてきましたが、実は子育てをしたいと思ってい
ました。そのようなことを「妊活」と言うらしいですが、自分でなんとか子どもを持て
ないかということで、その間に子どもを出産し育てていたのですが、そのことで、「これ
はやっぱり個人の問題ではないな」と思い、女性たちの運動に自分も関わりたいと思っ
たわけです。ウーマンリブの最盛期は終わっていましたが、先輩たちの中に入っていき、
そこで、さまざまなハラスメントに遭いました。 

  自分だけではなくて、性的マイノリティの女性に対しての言葉ですがですが、「男と寝
てみれば、その良さが分かるわよ」とか、「日本にレズビアンはいません」と、断言され
たりしました。それから、コウ・カウンセリングという⼿法が広まっていたのですが、
その中でも、「同性愛は、傷だ。同性愛の人がそこに入って、そのことを語ることは、傷
を回していることになる」と、実際にそのような決定があり、警告が発せられました。
性自認に関しては、自分が女性だと思えないと発信すると、「それは、女嫌いだからだ」
と言われ、男性用の下着を身に着けたり、男性的な服装をすると、「男のまねをしている」
と苦言を言われました。実際は、女の子も女性の誰かのまねをして、女性になっていく
のですが、性別の仕切りを越えるときだけ、「男のまねをしている」と否定されるわけで
す。 

  いちばん大変だったことは、女性だけのスペースで、性被害の自助グループ作りを呼
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びかけたときです。仲間が増えるにつれ、自分のことを知らない人が増え、自分の自認
だけが抜き出されて、「あなたみたいに、性別が違う人がいるのは、結局、男がいるよう
なものだから、安全ではない」と言われ、「ああ、本当に自分の居場所はないんだな」と
実感しました。自分が作ったグループからさえ締めだされたわけです。その後、和解し
ましたが、そのようなハラスメントは、トランスの人に聞けば、100 も 200 も出てきま
す。 

  では LGBTＱ+や性的マイノリティのグループのほうが安全かというと、実はここに
も、性別規範に基づいた様々な排除があります。いちばん大きいのが、ヘテロ排除の気
持ちです。＜誰がヘテロか＞探し始めて、少しでもヘテロ臭のする人に、「あなた、ヘテ
ロでしょう」と言う。レズビアン・フェミニズムで有名なものは、「敵と寝てるくせに」
というような、要するに、男と結婚していた経歴があるかどうか、「男の人とセックスを
してるだろう」という、異性愛女性に対する排斥です。それから、「子どもが男の子なら、
連れて来るな」と、ＤＶのシェルターから排除されることもありました。ある一定の年
齢から、もう男の子と一緒に暮らせなくなる。これは、LGBTＱ+や性的マイノリティ
だけではなく、男女の仕切りを行き来しようとするとき、どんな人にも起きる軋轢とい
う意味で、トイレ利用と同じような議論です。異性介助で一つのトイレに入ると、白い
目で見られるので「入れません」と、発達障害の家族を看ている方からも声があがって
います。本当にこのようなことが望ましいと思っている人は、果たしているのでしょう
か。多分いないと思います。いないのだけれども、自分の立場を考えると、どうしても、
社会通念に与してしまいます。この分断支配はどこから来ていて、誰が得をするのか、
よくよく考えないといけません。そもそも、「男女七歳にして、席を同じゅうせず」は、
誰が言い始めたのでしょうか。性を男女に分けて序列化するところから来るのではない
でしょうか。 

  個人の人⽣を、トイレや着替えのときだけ問題にすることはできません。実は、トラ
ンスの中にも、カミングアウトしている人と、カミングアウトせずに「育ちの性別」で
暮らしている人がいます。そうすると、結局カミングアウトしている人たちだけが問題
にされることになり、そこでまたトランス同⼠が分断されます。「カミングアウトしてい
るトランスは一切自認のトイレを使えない」ということになってしまうと、「じゃあ、言
わなければいいだろう」と、また世の中の重苦しい雰囲気に加担してしまい「何も言わ
ないで黙っていろ。それがいちばんだ」という結論に逆戻りしてしまいます。これはも
う本当に理不尽なものなので、このようなことが起きないように、だれもが粛々とトイ
レが使えるようにしたいというのが、私たちの要望です。「対話」はそこを突破するいち
ばんよい方法だと思いますので、先ほど中野先⽣がおっしゃった、本当にベーシックな
ところで、「仲間になろう、互いを祝福し合おう、きちんとリスペクトしよう」という原
点を大事にしたいと思います。 

神谷 ありがとうございます。歴史上、女性運動の中でレズビアンとの分断があって、レ
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ズビアンのコミュニティの中で、もちろんゲイのコミュニティの中でも、トランスのコ
ミュニティでもいろいろな分断があったわけですが、歴史的にみんなでつながりながら、
一⽣懸命乗り越えてきた、あるいは乗り越えようとしています。昨今、トランスジェン
ダーに関する問題が言われますが、こうした歴史に連なる一局面にあるのかもしれませ
ん。でもその問題は一局面だからといって矮小化できるものではなくて、やはり頑張ら
ないと乗り越えられませんし、しっかり問題を直視して、正面から捉えてやっていくべ
き問題だと思っています。 

  そのような中で、今日は女性運動やトランスジェンダーの当事者の皆さんに集まって
いただいて、どのように橋を架けるかという、第一歩になる話になったかと思います。
自治労では調査もしていただきましたし、自治体の調査の提言もこれからまとめてまい
りますので、それも参考にしていただきながら、ぜひ現場、現場で、対話から始まる取
り組みを進めていただければと思っています。 

  本当に良いお話をありがとうございました。本当にこの会ができて、よかったです。 
 

 
 
 

2021 年 9 月 16 日 
於：自治労会館及び WEB 
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はじめに 

 
「働きやすさと職場の多様性に関するアンケート調査」の労働組合にとっての意義 

 
 第 38 年次自治研作業委員会は、「ＬＧＢＴＱ＋／ＳＯＧＩＥ自治体政策」をテーマに、政
策提言となる報告をとりまとめるとともに、提言に先立って、「働きやすさと職場の多様性
に関するアンケート調査」（以下「自治労調査」という）を実施、最終的に組合員 19,029 人
が回答し、その結果もあわせて報告することとした。 
 近年、いわゆる「ＬＧＢＴＱ＋」に関する自治体の政策については大きな注目が集まって
いる。このように法政策に関する議論が活性化している中での調査は、社会的意義も大きい
ものと自負している。 
 自治労調査は、管見の限り、初めての「ＬＧＢＴＱ＋／ＳＯＧＩＥ」を中心に据えた産業
別組合実施の調査である。労働調査協議会の助力を得て実施したこともあり、労働組合の調
査における信頼性という観点において、サンプルサイズ、標本の分布など、他のテーマの組
合調査と比較して遜色のないものになっていると言えよう。 
 その結果の中でも、ひときわ労働組合の観点から強調できるのは、組合の各層、各役員を
「ＬＧＢＴＱ＋」と呼ばれる人びとが担っていたという結果であろう。調査回答者のうち、
ＬＧＢＴＱ＋は全体の 6.6％を占めているが、中でも注目すべきは各層の組合役員に、当事
者が既に就いていたという結果が出ている。つまり、働く仲間、のみならず、ともに運動を
中心的に担う組合役員にも、確実に当事者が存在しているということが明らかとなってい
るのである。このこと一つをとっても、自治労が主体的に「ＬＧＢＴＱ＋／ＳＯＧＩＥ自治
体政策」に取り組む強い動機になるのではないだろうか。 
 この他、調査では、非 LGBTQ＋の男女それぞれよりも、LGBTQ＋の方がセクシュアル・
ハラスメント等の被害を受けている人の割合が多いことなど、今後への重要な示唆も見ら
れる。一方、他の調査と単純に比較できるものではないが、この課題の人権政策に対する積
極的な姿勢も見受けられる。こうした姿勢は、自治労運動の人権への取り組みの積み重ねも
影響していると考えられる。いずれにせよ、ぜひ調査結果の詳細をご覧いただき、今後の運
動に活かしてほしい。 
 今回の取り組みは産業別組合の中でも極めて先駆的なものだが、近年のこの課題の調査
動向を見ると、数年で事態が様変わりすることも珍しくない。そのため、今回の自治労調査
や提言に立ち止まらず、経年的に調査を実施し、状況にあわせて施策を検討することも不可
欠と言えよう。これは自治労に対する私からの強い願いでもある。ぜひ、今回の提言と調査
を一里塚として、更なる取り組みを期待したい。 

 
第 38 年次自治研作業委員会 座⻑ 

神⾕悠一（ＬＧＢＴ法連合会事務局⻑） 
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調査の実施概要 

1. 調査の目的 
 職場におけるさまざまなハラスメント、とりわけジェンダーハラスメントや SOGI ハラ
スメントが原因で仕事や人間関係がうまくいかず、心身に不調が生じることがあり、結果と
して休職や退職に至ることもある。こうしたことは地方公務員をはじめ公共サービスの職
場でも課題となっている。 
 組合員がハラスメントをどのような場面で受けているのか、遭遇しているのかを知ると
ともに、自治体当局や企業の研修の実施の有無がどのように影響しているかを把握するこ
ととした。そのうえで LGBT に関することを前面に出したアンケートにした場合に、関心
のある組合員からの回答に偏る可能性のあるため、まずハラスメント関連の質問を前に置
き、続いて LGBT に関する理解や職場の実態を把握することとした。ハラスメント経験に
ついては、ジェンダーハラスメントや SOGI ハラスメントなどカテゴリーで尋ねると人に
よって理解や認識のばらつきがあるので、それを避けるため、いくつかの具体的事例を示し
て経験の有無を尋ねた。 
 また、これらが、性別や年齢、地域、組合役員の経験の有無によって、有意な差が生じる
のかについても対象とした。 
 自治労では自治研作業委員会（という名称の WT）を設置し、これまでさまざまな課題に
ついて、研究、報告、提言を行ってきている。近年では、人口減少・超高齢化社会における
議会のあり方（2019 年 4 月）や自治体から発信する人権政策（2016 年 10 月）など、住⺠
生活に直接関係するテーマをはじめ、自治体職員にかかわること、自治の機構に関すること
など、幅広いテーマで第一線の研究者や地域や運動体で実践する人を交え、自治労や自治体
が直面する課題に、どのように取り組んでいくべきなのか、論点を整理し、考え方や方向性
を提示してきた。 
 第 38 年次自治研作業委員会では、近年自治体が国に先駆けて先進的に取り組み始めた
LGBTQ+など性的マイノリティに関する政策について、先進事例は何か、どこに課題があ
るのか、進むべき方向は何かについて研究し、報告・提言することとしており、本アンケー
ト調査は、作業委員会の研究の一環として実施したものである。 
 
2．調査の実施方法 
 調査は、外部の調査専門の団体である、労働調査協議会に WEB 上での回答フォーマット
とシステムの作成を委託し、インターネットを経由して、個人が特定できない形で回答を回
収した。 
 
3. 調査スケジュール 
 ・調査票の設計  2021 年 2〜3 月 
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 ・調査期間          4 月 20 日〜6 月 20 日 
 ・集計表の作成                 7 月 
 ・調査結果の分析、評価  8 月 
 
4．調査対象者 
 調査は、47 都道府県本部、1 社保労連に各 1,000 枚ずつ、インターネットアンケート調
査アクセス用の QR コードと依頼文が掲載されたチラシを配布し、単組を経由して、組合員
に協力を呼び掛けた。回収数の一定規模を確保するため、組合員数の多いところや地理的な
分散を考え、北海道、東京都、神奈川県、三重県、大阪府、島根県、沖縄県にプラス 1,000
〜2,000 枚の配布を依頼した。県本部からどこの単組に配布するかの依頼はしていないが、
特定の単組（例えば県庁のみといった）への偏りは見られなかった。合計で 65,000 枚を配
布した。なお、県本部、単組によっては、組合員向けの機関紙にも QR コード等を掲載し
て、協力を呼び掛けており、チラシを介した組合からの依頼以外で回答した可能性もある。 
 
5. 調査の回答者数 
 調査では、19,029 人から回答を得た。（回収率 29.2％ 19,029/65,000 人；なお、上記の方
法で回答を依頼したため、ここでの回収率は厳密なものではなく、大まかな目安である。） 
 回答者の地域（自治労独自区分の地区連絡協議会（地連）ごと）及び自治体規模等、職種、
役職、雇用形態、組合役員の経験の有無、年齢性別分布は以下のとおり。 
 なお、回答者の地域別割合を、「第 14 回自治労組織基本調査」（2019 年）の結果による所
属組合員数の地域別割合と比較すると、関東甲（山梨県を含む１都６県）で 6％以上低く、
東海で 6％以上高く、中国で 10％高くなっており、地域間の比較の際には、３地域につい
ては一定の考慮が必要である。 
 自治体規模等の比較としては、都道府県、市、町村、一部事務組合など、年金機構など、
法人・企業など、の間では考慮すべき差は見られなかったため、調査結果に影響を与える可
能性のある回答者の属性等の偏りはない。 

 
※ 基本調査-「第 14 回自治労組織基本調査」（2019 年：加盟全組合対象） 

5.21%
10.06%

15.57%

5.36%

15.37%
10.24%

17.65%
4.73%

15.80%

6.47%

13.18%

22.36%

7.36% 9.01%
13.88%

7.59%
4.09%

14.97%

0%

10%

20%

30%

北海道 東北 関東甲 北信 東海 近畿 中国 四国 九州

F1 地連（地域ブロック）別割合（都道府県割合から作成）
総計19,029

多様性（2021） 基本調査（2019）
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17.0 4.8 55.8 13.1 1.3
3.9

2.8 1.0
0.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

総計
（19,029）

F2 勤務先の団体区分

都道府県 政令市・特別区
市 町村
一部事務組合・広域連合 日本年金機構・協会けんぽ
非営利団体・⺠間企業 その他
無回答

5.6 50.1 9.8 6.8 2.7

1.1

4.8 4.7 5.7 4.8

3.4

0.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

総計
（19,029）

F3 職種・職場

福祉現場の一般行政職 一般行政職
福祉職 医療職
教育職 研究職
国・地方自治体等の現業職 地方公営企業の事務・技術職
地方公営企業の現業職 非営利団体・⺠間企業の職員・社員
その他 無回答
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F4 役職 
 役職に就いていない人について、ＬＧＢＴＱ＋が 65.3%と、非ＬＧＢＴＱ＋の 55.9％よ
りも約 10 ポイント程度高くなっている。 
 

 
 
F5 雇用形態 
 「常勤職員・正社員」が 94.0％を占め、「臨時・非常勤」は 3.8％である。自治体職員の
うち非正規職員が 3 割程度いるが、組合の加入率の相違などから、本調査は、ほぼ正規職
員のみの回答結果であることに留意が必要である。 

 
 

56.3 22.1 15.4
4.8

0.9

0.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

総計
（19,029）

F4 役職

役職なし 主任クラス 係⻑クラス 課⻑補佐クラス 課⻑クラス以上 無回答

94.0%

0.7%
3.8%

0.4% 0.5%
0.5%

F5 雇用形態 総計19,029

常勤職員・正社員 高齢再任用職員 臨時・非常勤職員等
パートタイマー その他 無回答
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F6 組合役員の経験 
 現在組合の何らかの役員をしている人は 45.6％、過去に三役・執行委員の経験をした人
は 13.0％、経験がない人は 40.5％であった。組合役員の経験がない人は、LGBTQ＋の
65.8%で、非 LGBTQ＋の 58.3%よりも若干高くなっている。なお、「現在単組の支部・分
会の執行委員」のうち 6.0%、「現在単組の支部・分会の三役」の 4.1%、「現在単組の執行
委員」が 4.4%、「現在単組の三役」の 3.8%、「現在県本部（評議会・部会含む）の役員」
の 7.9%、「過去に三役・執行委員をした」の 6.8%が、「LGBTQ＋」だとしており、自治
労の各階層を当事者も担っていることが明らかとなった（役員非専従者も含む）。 

 
 

 
 
  

58.6 8.8 4.8 7.3 5.4
1.2

13.0 1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

総計
（19,029）

F6 組合役員の経験

組合役員の経験はない 現在単組の支部・分会の執行委員
現在単組の支部・分会の三役 現在単組の執行委員
現在単組の三役 現在県本部の役員
過去に三役・執行委員をした 無回答

33.5%

41.1%

65.8%

58.3%

0.6%

0.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

LGBTQ+
1,252

非LGBTQ+
17,642

F6 組合役員の経験
（LGBTQと非LGBTQ+）

あり なし 無回答
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Ｆ１０ 年齢 
 回答者の平均年齢は 39.5 歳であった（５歳刻みの回答から各カテゴリーの中央値をとっ
て算出）。年齢分布は 25〜49 歳が最大の高原状で５歳刻みの各年齢層とも約 15％おり、
その前後は離れるほど次第に少なくなる台形の分布となっている。年齢別分布は 25〜49
歳が最大の高原状で５歳刻みの各年齢層とも約 15％おり、その前後は離れるほど次第に少
なくなる台形の分布となっている。年齢別分布は、比較資料がないことに留意が必要であ
るものの、近年新規採用者の組合員の組織化の状況や、非現業職において管理職登用によ
る非組合員化を考慮すると実態に近いと考えられる。 

 
 

Ｆ７〜Ｆ９ ＬＧＢＴQ+（性的マイノリティ）の割合 
Ｆ７〜Ｆ９に全て回答があった人 18,894 人をその回答によって分類すると、ＬＧＢＴに

該当する人は、自認の性別と恋愛対象の性別の組み合わせから、レズビアン 0.8％、ゲイ
1.1％、バイセクシュアル 1.1％、出生届の性別と性自認が異性にあたるトランスジェンダ
ー0.1％、計 3.1％であった（この調査ではトランスジェンダーの回答者が少なく、トラン
スジェンダーで LGB でもある人は、たまたまいなかった）。性自認が男女の「どちらでも
ない」「決めたくない・決められない」などを含めてＬＧＢＴQ+（性的マイノリティ）と
すると、該当する人は 6.6%であった。  
  

0.5

8.7 14.6 14.1 12.4 15.2 16.3 10.1
6.0

1.5

0.3

0.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

総計
（19,029）

F10 年齢

１９歳以下 ２０〜２４歳 ２５〜２９歳 ３０〜３４歳
３５〜３９歳 ４０〜４４歳 ４５〜４９歳 ５０〜５４歳
５５〜５９歳 ６０〜６４歳 ６５歳以上 無回答
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各設問の回答結果 

 
Ｑ１ 勤務している職場への満足度 
 <満足>（「満足している」、「ある程度満足している」の合計）が 78.9％で、＜不満足＞
（「あまり満足していない」、「満足していない」）は 21.1%と少ない。年齢別では 24 歳以下
の<満足>が 85.8％と他の年齢層よりも高い。 

 
 
Ｑ２ 仕事でパワ−ハラスメントを受けた経験（過去５年間） 
 13 種類のパワーハラスメント（パワハラ）の経験を尋ねたところ、いずれも「経験はな
い」は全体の 56.1％にとどまる。少なくとも１種類経験があるのは LGBTQ＋は 45.5％で、
非 LGBTQ＋男性(41.8％)、非 LGBTQ＋女性(38.7％)よりも多い。具体的に経験した割合
をみると、「怒鳴られたり、暴言を吐かれたりしたことがある」（LGBTQ＋24.1％、非 LGBTQ
＋男性 23.0％、非 LGBTQ＋女性 18.8％）が最も多く、次いで「陰口をたたかれたり、噂
を広められたりしたことがある」（LGBTQ＋21.1％、非 LGBTQ＋男性 14.5％、非 LGBTQ
＋女性 17.1%）が多い。このほか「⻑時間労働を強いられたことがある」（LGBTQ＋13.3％、
非 LGBTQ＋男性 13.9％、非 LGBTQ＋女性 8.7％）、「無視されたり、仲間外れにされたり
したことがある」（LGBTQ＋12.1％、非 LGBTQ＋男性 6.5％、非 LGBTQ＋女性 10.0％）
もそれぞれ１割前後を占める（各項目の経験者の割合は、全体中であり、受けていない人も
含めた割合である：以下特に説明がない場合は同様）。 
 

20.3%

58.6%

15.9%

5.2%

Q1 勤務している職場への満足度
総計19,029

満足している ある程度満足している
あまり満足していない 満足していない
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Ｑ３ 仕事でのパワハラに対し、いじめやハラスメントという認識の有無 
 上記の何らかのパワハラを受けた経験があると回答した人のうち、その経験に対して、
「パワハラを受けた」と感じている割合は、LGBTQ＋は 62.8％、非 LGBTQ＋男性は 52.1％、
非 LGBTQ＋女性は 67.3％を占める。 

 
 

21.1%
2.2%

24.1%
2.6%

12.1%

1.4%
7.7%

6.6%
7.7%

13.3%
6.2%

1.6%

14.5%

1.2%

23.0%
1.8%

6.5%

1.0%
6.5%

4.7%
6.5%

13.9%
4.1%

0.5%

17.1%
0.7%

18.6%

0.7%
10.4%

0.6%
5.4%

3.6%
4.6%

8.7%
3.0%

2.2%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

陰口や噂を広められたりした
ウェブサイトなどで悪口を書かれた
怒鳴られたり暴言を吐かれたりした

殴る・蹴るなどの行為を受けた
無視や仲間はずれにされたりした

自分のものを隠されたりした
不当な業績評価をされた

能力に合う仕事をさせてもらえない
ミスや勤務態度を⻑時間注意された

⻑時間労働を強いられた
叩く・蹴る等の威圧的行為を受けた

育休取得などで暴言を吐かれた

Q2 仕事で経験したこと（パワハラの経験）
（過去５年間・複数選択）総計19,029

非LGBTQ+女性 非LGBTQ+男性 LGBTQ+

62.8%

52.1%

67.3%

36.1%

47.4%

31.8%

1.1%

0.5%

0.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

LGBTQ＋
（570）

非LGBTQ+男性
（4,172）

非LGBTQ+女性
（2,966）

Q3 仕事で経験したこと（パワハラの経験）のうち、いじめやハラ
スメントを受けたと感じていたかどうか 総計7,768

感じていた 感じていない 無回答
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Ｑ４ 仕事でジェンダーハラスメントを受けた経験（過去５年間・複数選択） 

 仕事（飲み会等を含む）上での 6 種類のジェンダーハラスメントの経験を尋ねたところ、

少なくとも１種類は「経験がある」と回答した LGBTQ+（38.9％）は、非 LGBTQ＋男性

（18.4％）、非 LGBTQ＋女性（21.3％）の２倍に上る。具体的には、「結婚について必要以

上に質問された」（LGBTQ＋18.2％、非 LGBTQ＋男性 4.8％、非 LGBTQ＋女性 7.3％）、

「男の子、女の子などと呼ばれた」（LGBTQ＋12.1%、非 LGBTQ＋男性 3.7％、非 LGBTQ

＋女性8.0％）、「身体や容姿をばかにされた」（LGBTQ＋15.0％、非LGBTQ＋男性10.28％、

非 LGBTQ＋女性 7.3％）、「この仕事は女・男は無理と言われた」（LGBTQ＋10.3％、非

LGBTQ＋男性 3.0％、非 LGBTQ＋女性 5.7％）といずれも LGBTQ＋は、非 LGBTQ＋と

比べて受けた経験が大きく上回る。ジェンダーハラスメントは程度の差はあっても男女と

も被害者となっている問題であり、LGBTQ＋は非 LGBTQ＋男女より多く被害を受けてい

る。 

   

   

 

15.0%

12.9%

10.3%

12.1%

18.2%

2.1%

4.2%

10.2%

3.3%

3.0%

3.7%

4.8%

0.8%

2.1%

7.3%

3.1%

5.7%

8.0%

7.3%

1.4%

2.0%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

身体や容姿をばかにされた

男・女らしくないと言われた

この仕事は女・男は無理と言われた

男の子・女の子などと呼ばれた

結婚について必要以上に質問された

その他

答えたくない

Q4 仕事（飲み会等を含む）で経験をしたこと（ジェンダーハラス

メントの経験）（過去５年間・複数選択）

非LGBTQ+女性

（7,669）

非LGBTQ+男性

（9,973）

LGBTQ＋

(1,252）
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Ｑ５ 仕事でのジェンダーハラスメントの経験に対し、いじめやハラスメントという認識の
有無 
 これらのジェンダーハラスメントの経験をした人のうち、LGBTQ＋は 60.２％が、非
LGBTQ＋女性は 52.4％が、非 LGBTQ＋男性も 43.2％が、「いじめやハラスメントを受け
た」と感じていた。 

 
 
Ｑ６ 仕事でセクハラを受けた経験（過去５年間・複数選択）／Q7 いじめやハラスメントと
の認識の有無 
 ８種類のセクシュアル・ハラスメント（セクハラ）についてそれぞれ受けた経験を尋ねた
ところ、少なくとも１種類の経験した人は、LGBTQ＋は 21.1％おり、非 LGBTQ＋女性
（11.5％）の２倍、非 LGBTQ＋男性（6.8％）の３倍に上る。LGBTQ＋の中でも、レズビ
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18.4

21.3

4.2

2.1
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55.7

78.4

75.4

1.2

1.2

1.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

LGBTQ＋
（1,252）

非LGBTQ+男性
（9,973）

非LGBTQ+女性
（7,669）

Q4X 仕事（飲み会等を含む）で受けたジェンダーハラスメントの経験
（過去５年間）総計19,029

経験がある 答えたくない 経験はない 無回答

60.2

43.2

52.4

39.0

56.4

46.8

0.8

0.4

0.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

LGBTQ＋
（487）

非LGBTQ+男性
（1,832）

非LGBTQ+女性
（1,636）

Q5 仕事（飲み会等を含む）で受けたジェンダーハラスメントにつ
いて、いじめやハラスメントを受けたと感じていたかどうか

（総計3,993）

感じていた 感じていない 無回答
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アンの 20.6%のみならず、ゲイの 19.0%など、総じて高くなっている。年齢別にみると、女
性の 20 代後半と 30 代前半層では経験がある割合が２割前後と多い。男性についても、20
代前半から 30 代前半層では 1 割を占め、他の年齢層を上回る。また、これらセクハラを受
けた経験のある人のうち、LGBTQ＋は 70.1％が、非 LGBTQ＋女性は 73.7％が、非
LGBTQ+男性は 44.8％が、「いじめやハラスメントを受けた」と感じていた。 
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1.8

1.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

LGBTQ＋
（1,252）

非LGBTQ+男性
（9,973）

非LGBTQ+女性
（7,669）

Q６X 仕事（飲み会等を含む）で受けたセクハラの経験
（過去５年間）総計19,029

経験がある 答えたくない 経験はない 無回答
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Q6 仕事（飲み会等を含む）で受けたセクハラの経験
（過去５年間・複数選択）総数19,029

LGBTQ＋
(1,252)

非LGBTQ+男性
（9,973）

非LGBTQ+女性
（7,669）
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Ｑ８ いじめやハラスメントを受けた際の相談先（Ｑ３、Ｑ５、Ｑ７のいずれかで経験あり
の方・複数選択）／Ｑ９ 相談の結果 
 これらパワハラやジェンダーハラスメント、セクハラに対しいじめやハラスメントを受
けたと感じた人のうちだれかに相談したのは、非 LGBTQ＋女性は 69.9％と LGBTQ＋
（55.5％）や非 LGBTQ＋男性（54.5％）を上回っており、LGBTQ＋はこれらの被害を受
ける割合は非 LGBTQ＋女性よりも高いにもかかわらず、非 LGBTQ＋男性と同様に、相談
しにくい状況に置かれていることがうかがえる。相談先で多いのは、いずれも「職場の同僚」
「家族」「職場外の友人」であるが、なかでも非 LGBTQ＋女性で比率が高い。 
 相談の結果、「すべて問題が解決した」のは 4.5%にすぎず、「解決しなかったが状況は改
善した」（41.5%）をあわせても半数に満たない。「なにも改善されなかった」（51.2%）が半
数を占め、「かえって状況が悪くなった」人も 2.2%いた。 

 
 
Ｑ１０ 仕事でＳＯＧＩハラを受けた経験（過去５年間・複数選択） 
 ７種類の SOGI ハラの経験を尋ねた結果では、仕事（飲み会等を含む）上で少なくとも 1
種類経験がある人は LGBTQ＋の 7.9％おり、非 LGBTQ＋の 0.8％（男性の 1.0％、女性の
0.5％）の約 10 倍であった。こうした経験をした人のうち、LGBTQ＋は 64.6％が、非 LGBTQ
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22.8%
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7.7%

22.4%

25.1%

2.5%

41.0%

3.5%

17.1%

25.7%
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22.9%
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42.4%

3.1%

19.9%

37.2%

5.2%

6.2%

33.9%

28.4%

3.0%

25.7%

4.4%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

職場の上司

職場の同僚

労働組合の役員

相談窓口や人事の担当者

家族

職場外の友人

その他

相談はしていない

無回答

Q8 いじめやハラスメントを経験をした際の相談先
総計5,484

LGBTQ＋
（517）

非LGBTQ+男性
（2,444）

非LGBTQ+女性
（2,479）
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＋男性は 40.0％が、非 LGBTQ＋女性は 34.1％が、「いじめやハラスメントを受けた」と感
じていた。経験があると回答した人（236 人）に限ってみると、「おかま・レズなどといわ
れた」が 45.1％と半数近くおり、「同性愛は自然に反する等と言われた」が 3 割強、「性的
マイノリティであることを暴露された」（アウティング）が 1 割強いた。  
 ただし、SOGI ハラを受けた実人数では、非 LGBTQ＋が LGBTQ＋を上回っており、性
的マイノリティかどうかを問わず対応が必要であることを表している。 

 
 

 
 
Ｑ１２ SOGI ハラを受けた際の相談先（Ｑ１０で１〜７の方・複数選択）／Q13 相談の
結果 
 SOGI ハラを経験したと回答した人のうちだれかに相談したのは、LGBTQ＋38.4％、非
LGBTQ＋男性 25.3％、非 LGBTQ＋女性 31.7％であった。相談先で多いのは、いずれも
「職場外の友人」と「職場の同僚」であり、「家族」はそれより少ない。相談の結果、「すべ
て問題が解決した」のは相談した人の 9.3%にすぎず、「解決しなかったが状況は改善した」
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Q10 仕事（飲み会含む）で受けたSOGIハラの割合
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性的マイノリティを暴露された

自認の性と異なる性別で扱われた

出生時の性別の制服を強制された

性的マイノリティのため無視された

同性愛は自然に反する等と言われた

おかま・レズなどと言われた

Q10 仕事（飲み会を含む）で受けたSOGIハラの種類と割合
（過去5年間・複数選択）※経験ありとした人での割合

LGBTQ＋ 非LGBTQ+

約１０倍
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（32.0%）をあわせても 4 割程度に過ぎない。一方、「何も改善されなかった」（53.3%）が
半数以上を占め、「かえって状況が悪くなった」人も 4.0%いた。職場の組織的な相談体制の
確立が急がれる。 

 
 
Ｑ１４ 職場で性的マイノリティに関する差別的言動を受けたり、見聞きした経験（複数選
択） 
 職場（飲み会等を含む）で「性的マイノリティに関する差別的な言動」を「自分が受けた
ことがある」人は 0.5％だが、「直接見聞きしたことがある」（5.6％）、「間接的に聞いたこと
がある」（10.8％）を合わせれば、15.7％は少なくともいずれかの形で経験している。    
 このうち、LGBTQ＋に限ると 2.9％が「自分が受けた」ことがあり、「直接見聞きしたこ
とがある」（14.9％）、「間接的に聞いたことがある」（18.8％）も合わせれば 32.4%が「受け
た・見聞きした」と答えており、非 LGBTQ＋の 14.5%の 2 倍以上となっている。 
 Q１０の回答状況も併せて考えると、直接的なハラスメントよりも、いわゆる「環境型ハ
ラスメント」をより多く受けている可能性が示唆される。 
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相談窓口や人事の担当者

家族

職場外の友人

Q12 SOGIハラスメントを経験した際の相談先
（Q10で1〜7の人・複数選択）総計236

LGBTQ＋
（99）

非LGBTQ+男性
（95）

非LGBTQ+女性
（41）
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Q１５ 性的マイノリティに関する差別的言動を受けたり見聞きした場合の相談先 
職場（飲み会等を含む）でこれら差別的な言動を受けたり見聞きした人のうちだれかに相

談したのは、LGBTQ＋が 25.1％、非 LGBTQ＋男性が 21.4％、非 LGBTQ＋女性が 24.6％
で、いずれも２割強にとどまる。相談先で多いのは、LGBTQ＋は「職場外の友人」（12.3％）、
ついで「職場の同僚」（8.9％）であり、非 LGBTQ＋とは逆となっている。「家族」に対し
ては、LGBTQ＋は 5.7％、非 LGBTQ＋男性は 4.6％で、非 LGBTQ＋女性（7.8％）と比
べて相談しにくい。「職場の上司」は 3.7％、「労働組合の役員」は 2.3％、「相談窓口や人事
の担当者」は 1.0％ときわめて少ない。 

 
Ｑ１６ 労働組合の活動（飲み会等を含む）で性的マイノリティに関する差別的言動を受

けたり、見聞きした経験（複数選択）／Q１７ 相談の有無と相談先 
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直接見聞きしたことがある
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受けたことも見聞きしたこともない

Q14 職場（飲み会等を含む）で「LGBTQ+」に関する差別的な言動を
受けたり、見聞きしたことの有無（複数選択）総計19,029

LGBTQ＋
（1,252）

非LGBTQ+男性
（9,973）

非LGBTQ+女性
（7,669）
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Q14 職場（飲み会等を含む）で「LGBTQ+」に関する差別的
な言動を受けたり、見聞きしたことの有無 総計19,029

受けた・見聞きした
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労働組合の活動（飲み会等を含む）で「性的マイノリティに関する差別的な言動」を「自
分が受けたことがある」人は 0.2％だが、「直接見聞きしたことがある」（1.3％）、「間接的に
聞いたことがある」（3.5％）を合わせれば、4.7%を占める。このうち、LGBTQ＋に限ると
10.7%が受けた・見聞きしたと答えており、非 LGBTQ＋の 4.3%の 2 倍以上となっている。
職場（飲み会等を含む）での割合よりは大幅に少ないものの、皆無とはいえない状況になる。 

労働組合の活動（飲み会等を含む）でこれら差別的な言動を受けたり見聞きした人のうち
だれかに相談したのは、LGBTQ＋、非 LGBTQ＋男性、非 LGBTQ＋女性とも約３割であ
った。相談先で多いのは、「職場の同僚」（全体の 10.2%）、「職場外の友人」（同 7.6％）、「労
働組合の役員」（6.8％）、「家族」（6.1％）の順となっている。「労働組合の役員」への相談に
ついては、非 LGBTQ＋女性（3.5％）は非 LGBTQ＋男性（8.6％）や LGBTQ＋（6.7％）
よりも少ない。 

 
Ｑ１８ 地域コミュニティのなかで性的マイノリティに関する差別的言動を受けたり、見

聞きした経験（複数選択） 
自治会・町内会や子ども会など、地域のコミュニティのなかで「性的マイノリティに関す

る差別的な言動」を「自分が受けたことがある」人は 0.5％だが、「直接見聞きしたことがあ
る」（3.0％）と「間接的に聞いたことがある」（6.4％）を合わせれば、9.3％を占める。この
割合は、職場（飲み会等を含む）での割合の 2/3 程度あるという状況になる。 

このうち、LGBTQ＋に限ると 20.3%が受けた・見聞きしたと答えており、非 LGBTQ＋
の 8.5%の２倍以上となっている。 

 
 
Ｑ１９ 性的マイノリティに対するハラスメントは、法の下の平等や差別禁止規定に違反す
るかどうか  
 「憲法第１４条（法の下の平等）」と「地方公務員法第１３条（平等取り扱いの原則）」は

9.3%

4.7%

15.7%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%

自治会・町内会や
子供会など

地域コミュニティ

労働組合の活動

職場

Q14・16・18 LGBTQ+に関する差別的な言動を見聞きしたこと
総計19,029
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ともに、「（違反すると）思う」が 6 割を占める。一方、で「思わない」は 4.0％にとどまる
が、「わからない」が 3 割強と少なくない。 

 

 
 
Ｑ２０ 性的マイノリティに対するハラスメントは、厚生労働省の指針に違反するかどうか 
 「セクハラ指針」「パワハラ指針」についても、「（違反すると）思わない」は 3％前後と
わずかにとどまり、６割が「（違反すると）思う」と回答しているが、３割が「わからない」
としており、職場での研修・啓発が課題といえよう。 
 自治体の類型別に分析すると情報格差がみられ、「（違反すると）思う」割合は、「都道府
県」が最も高く、次いで「政令市・特別区」と「市」が並び、「町村」がもっとも低い。 
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（9,973）

非LGBTQ+女性
（7,669）

Q19A LGBTQ+に対するハラスメントは、憲法第１４条
（法の下の平等）に違反するかどうか 総計19,029

思う 思わない わからない 無回答
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Q19B LGBTQ+に対するハラスメントは地方公務員法第１３条
（平等取り扱いの原則）に違反するかどうか 総数19,029件

思う 思わない わからない 無回答
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Ｑ２１ 現在の勤務先の環境（複数選択） 
 現在の勤務先について、何らかのハラスメント禁止・防止、SOGI 支援施策など、その他
を含めて 13 項目をあげ、これらの制度や施策などの環境があるかを尋ねたところ、なんら
かの施策がとられているとの回答は 58.6%を占めた。一方これらの環境が「ない」という回
答は 10.1％、「わからない」も 30.6%を占める。具体的な制度や施策で比率が高いのは、「組
織の内部（人事担当部署や労働組合など）に相談窓口を設けている」（33.6％）と「いじめ
やハラスメント防止の研修を実施している」（33.2％）が 3 割強と多い。次いで「いじめや
ハラスメントが発生していないか、人事担当部署や労働組合などが定期的なアンケート調
査を実施している」（14.3％）、「何でも相談できる相手がいる」（13.6%）、「就業規則でいじ
めやハラスメントの禁止や加害者を懲戒する（罰する）規定を設けている」（13.2％）は 1
割強にとどまる。一方、「同性カップルを想定した福利厚生がある」（0.8%）や「性的マイノ
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20A LGBTQ+に対するハラスメントは、厚生労働省のセクハラ防止指針
に違反するかどうか 総計19,029

思う 思わない わからない 無回答

65.4

59.5

66.3

3.0

4.5

2.2

30.9

35.6

31.0

0.6

0.4

0.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

LGBTQ＋
（1,252）

非LGBTQ+男性
（9,973）

非LGBTQ+女性
（7,669）

20B LGBTQ+に対するハラスメントは、厚生労働省のパワハラ指針に違

反するかどうか 総計19,029

思う 思わない わからない 無回答
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リティ（レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー等）について理解し、
支援する人がいる」（2.7%）といった SOGI に特化した環境整備はわずかである。 
 このうち、ハラスメントの禁止規定やハラスメントに関わる啓発（研修含む）や相談窓口
の設置などの施策は、法的な義務となっていることに留意する必要があり、早急な対策が求
められている。 

 
 
 地域（地連）別には「ハラスメント防止研修」が実施されているという回答の割合を比較
すると、近畿(39.6％)が最も高く、九州・中国・四国・東海は 35％前後であった。全般的に
⻄高東低であり、中でも北海道（23.9％）・北信（26.7％）が低い。「性的マイノリティに関
する研修」についても同様の傾向であるが、格差はより大きく、東海以⻄が 2 割前後である
のに対し、関東甲は 10.5％、北海道・東北・北信は 6%程度と低い。全国的に全職員を対象
に研修の推進が必要であるが、特に北信を含む東日本では、重点的に強化する必要があると
いえる。 
 自治体区分別には、「ハラスメント防止研修」「性的マイノリティに関する研修」とも「政
令市・特別区」が高く、「都道府県」と（政令市以外の）「市」がほぼ並び、「町村」は低い。
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30.6%

10.1%

0.2%

4.0%
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0.8%

13.6%

6.4%

8.4%

33.6%

14.3%

15.3%

33.2%

6.9%

13.2%

0% 10% 20% 30% 40%

無回答

わからない

左記のような環境はない

その他

加害者・被害者のフォロー

性的マイノリティの理解者がいる

同性カップルを想定した福利厚生

何でも相談できる相手がいる

女性管理職が管理職全体の３割以上

組織の外部に相談窓口を設けている

組織の内部に相談窓口を設けている

ハラスメントの発生状況を調査

性的マイノリティに関する研修実施

ハラスメント防止の研修の実施

ハラスメント禁止の労使協定の締結

就業規則でハラスメント禁止を規定

Q21 現在の勤務先の環境（複数選択・総計19,029）
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「性的マイノリティに関する研修」は、自治体 4 区分とも「ハラスメント防止研修」の半数
程度である。なお、「その他」については、「ハラスメント防止研修」は 48.0％と自治体 4 区
分のいずれよりも高いが、「性的マイノリティに関する研修」は 8.9％にとどまり、その差が
非常に大きい。 
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Q21 現在の勤務先の研修等の環境 地域（地連）別

ハラスメント防止の研修の実施 性的マイノリティに関する研修実施
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Q21 現在の勤務先の研修等の環境 自治体区分別

ハラスメント防止の研修の実施 性的マイノリティに関する研修実施
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Ｑ２２、Q２３ ＬＧＢＴ・ＳＯＧＩという言葉の認知度 
 ＬＧＢＴについては、「意味を知っている」が 77.4％と８割近くを占め、「聞いたことがあ
るが意味は知らない」が 14.2％、「知らない」が 8.5％であった。これに対し、ＳＯＧＩに
ついては、「意味を知っている」は 7.2％にとどまり、「聞いたことがあるが意味は知らない」
が 13.9％、「知らない」が 78.9％と周知度がかなり低い。年齢別にみると、ＬＧＢＴについ
ては男女ともに若い層で周知度がやや高い傾向がみられるが、ＳＯＧＩについては、いずれ
の年齢層においても、「意味を知っている」は１割に満たない。 

 
 
Ｑ２４ 職場におけるＬＧＢＴなどの性的マイノリティ当事者の有無 
 ＬＧＢＴなどの性的マイノリティ当事者（LGBTQ＋）が職場にいるかどうかをたずねた
ところ、「わからない」が 77.9％と圧倒的に多く、「いる」3.9％、「いない」18.1％であった。
40 代以上では、年齢が高いほど「いない」の割合が多くなり、60 代では 3 割を占める。な
お、LGBTQ＋の場合は 15.7%が「いる」としているのに対し、非 LGBTQ＋は 3.1%に留
まっている。 
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LGBTという
言葉の意味
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Q22、Q23 LGBT・SOGIという言葉の理解

知っている 聞いたことはあるが言葉の意味はわからない 知らない
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総計（19,029）

LGBTQ+（1,252）

非LGBTQ+（17,642）

Q24 職場におけるLGBTQ+の有無

いる いない
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Ｑ２５ 性的マイノリティからカミングアウトを受けたことの有無（複数選択） 
 性的マイノリティ当事者（LGBTQ＋）から（自分が LGBTQ＋だと）カミングアウトを
受けた経験がある人の割合は 12.7％を占める。当事者との関係をみると、「職場外の友人」
（10.5％）が最も多く、「同じ職場の人」（2.0％）、「家族や親せき」（0.7%）は少ない。職場
や家族へのカミングアウトが困難で、可視化されていない状況にある。４0 代以上では、年
齢が高いほどカミングアウトを受けた経験がある割合が低くなる。なお、当事者からなんら
かカミングアウトを受けた割合は、LGBTQ＋が 30.0%に対し、非 LGBTQ＋が 11.5%とな
っている。非 LGBTQ＋のうち、「男性」は 8.9%、「女性」が 15.0%と「女性」の方が高く
なっている。LGBTQ＋は非 LGBTQ＋よりもカミングアウトを多く受けるが、それでも「職
場外の友人」(26.7％)が「職場」（4.0％）よりもずっと多い。 

 
 
Ｑ２６ 性的マイノリティ当事者以外の人から、性的マイノリティ当事者の性自認や性的指
向についての話を聞いた経験（複数選択） 
 性的マイノリティ当事者以外の人から、LGBTQ＋当事者の性自認や性的指向についての
話を聞いたことがある人の割合は、16.6％である。話を聞いた場面をみると「職場や組合以
外」が 11.1％、「職場」が 5.9%で、「組合」は 0.7%と極めて少ない。少なくともそのどこか
で「聞いたことがある」のは、非 LGBTQ＋の 16.0%に対し、 LGBTQ＋は 26.4％で 2 倍
近い。3 つの場面それぞれについても、2 倍近い差がみられた。 
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Q25 LGBTQ+当事者からカミングアウトを受けたことがある
（複数選択）総計19,029

LGBTQ＋
（1,252）

非LGBTQ+男性
（9,973）

非LGBTQ+女性
（7,669）
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Ｑ２７ 性的マイノリティ当事者以外の人から、性的マイノリティ当事者の性自認や性的指
向の話を聞いて感じたこと（Ｑ２６が１〜３の方） 
 性的マイノリティ当事者以外の人から、性的マイノリティ当事者（LGBTQ+）の性自認
や性的指向の話を聞いた際に、「からかいや差別的言動だと感じた」のは 13.6%、「時折、か
らかいや差別的言動だと感じたこともあった」が 34.0％、「からかいや差別的言動だと感じ
たことはない」が 32.1％、「よくわからない、覚えていない」が 19.9％であった。４0 代以
上では、年齢が高いほど、「差別的言動だと感じた」割合がやや高くなる傾向がみられる。
これは、年齢の高い人の周囲では、「からかいや差別的言動」として多く話されていること
の反映と考えられる。 
 
Ｑ２８ 職場の同僚が同性愛者だった場合の感想 
 職場の同僚が同性愛者だった場合、＜嫌ではない＞（「嫌ではない」と「どちらかといえ
ば嫌ではない」の合計、以下同じ）割合は、85.9%で、男女別にみると女性（93.6％）のほ
うが男性（79.3％）よりも肯定的である。年齢別には、どの年代でも＜嫌ではない＞方が＜
嫌だ＞（「嫌だ」と「どちらかといえば嫌だ）の合計、以下同じ）＞を上回るが、若いほど
＜嫌ではない＞割合が多く、年齢が高い層ほど＜嫌だ＞の割合が多くなる傾向にある。 

5.9%

10.9%
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17.1%

10.7%
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総計
(19,029）

LGBTQ＋
（1,252）

非LGBTQ+
（17,642）

Q26 LGBTQ+当事者以外の人から、LGBTQ+当事者の性自認や性的指向
についての話を聞いたことがある（複数選択）

職場で聞いたことがある 組合で聞いたことがある 職場・組合以外で聞いたことがある
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Ｑ２９ 職場の同僚が性別を変えた人だった場合の感想 
 職場の同僚が性別を変えた人だった場合、＜嫌ではない＞割合は、90.9%、男女別では女
性（95.7％）のほうが男性（87.1％）よりも肯定的である。年齢別には、どの年代でも＜嫌
ではない＞方が＜嫌だ＞を大きく上回るが、男性の 40 代後半以上の層では＜嫌だ＞が 2 割
前後を占め、40 代前半以下や女性に比べて多い。 

 
 
Ｑ３０ これまでの業務のなかで、性的マイノリティ当事者に対応した経験のある職場（複
数選択） 
 これまでの業務で、職員自身が性的マイノリティ当事者（LGBTQ＋）に対応したことが
ある割合は、13.9%である。各職種で見ると、福祉現場の一般行政職の 28.0%、医療職の
20.0%と対応経験が比較的高く出ている。なお、職員が LGBTQ＋の場合は対応経験ありが
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Q28 職場の同僚が同性愛者だった場合の感想＜嫌ではない＞

LGBTQ＋ 非LGBTQ＋(出生時性別・男性) 非LGBTQ＋(出生時性別・女性)
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29歳以下 30代 40代 50代 60歳以上

Q29 職場の同僚が性別を変えた人だった場合の感想＜嫌ではない＞

LGBTQ＋ 非LGBTQ＋(出生時性別・男性) 非LGBTQ＋(出生時性別・女性)
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21.1%に対し、非 LGBTQ＋の場合は 13.4%に留まっており、いずれの業務でも LGBTQ＋
職員のほうが経験ありの割合が高い。当事者職員が各職場で積極的に経験等を活かせる環
境を作る意義を示している。なお、職員の配置数は一般行政部署が多くを占めるなど、配置
数や職場間異動は職場の業務内容によって大きく異なるので、職場の種別間での単純比較
はできないことに注意が必要である。 

 
 
Ｑ３２ 現在の部や課では、性的マイノリティ当事者の住⺠や顧客に対応する際、適切な対
応ができるかどうか 
 現在の部署での性的マイノリティ当事者（LGBTQ+）の住⺠や顧客への対応について、
「わからない」が 62.1%と多い。そのほか、「多くの人が対応できる」が 18.0％、「一部の人
しか対応できない」が 13.3％、「対応できない」も 6.4％を占める。この点からも、全職員
への全庁的な研修の必要性が示されている。 
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できるかどうか 総計19,029

多くの人が対応できる 一部の人しか対応できない
対応できない わからない
無回答
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Ｑ３３ 自身が性的マイノリティ当事者だった場合、今の職場で上司や同僚にカミングアウ
トできるかどうか 
 自身が性的マイノリティ当事者（LGBTQ+）だった場合、今の職場で上司や同僚にカミ
ングアウトできるかどうかについては、「カミングアウトできる」は 3.9％にとどまり、「親
しければカミングアウトできる」が 21.5％である。一方、「カミングアウトできない」は
31.7％を占める。そのほか、「わからない」が 42.2％を占める。なお、「すでにカミングアウ
トしている」は 0.5%しかいなかった。 
 
Ｑ３４ 性的マイノリティの法的支援についての意見 

性的マイノリティ（LGBTQ+）への法的支援５項目について意見を尋ねると、「賛成」と
「やや賛成」を合わせた割合は「同性どうしの結婚を法律で認めること」84.6%、「性的マ
イノリティに対する差別を禁止する法律をつくること」89.2％、「同性カップルが子どもを
育てること」86.7％、「性別を変えた人が子どもを育てること」92.5％、「手術をせずに性別
を変えること」77.8％であった。いずれも男性よりも女性、年齢の高い層よりも若い層で比
率が高い傾向がみられるが、すべての層で賛成側の意見が多数を占める。 
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Q34A 同性同士の結婚を法律で認めることへの意見
（賛成+やや賛成）

LGBTQ＋ 非LGBTQ＋(出生時性別・男性) 非LGBTQ＋(出生時性別・女性)
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Q34B LGBTQ+に対する差別を禁止する法律を作ることへの意見
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Q34D 性別を変えた人が子どもを育てることへの意見
（賛成+やや賛成）

LGBTQ＋ 非LGBTQ＋(出生時性別・男性) 非LGBTQ＋(出生時性別・女性)
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 また、「性別を変えた人が子どもを育てること」（Q34D）で「賛成と答えた人の中では、
「多くの人が対応できる」という人が 21.1%と相対的に多い。逆に、「反対」と答えた人の
中では、「わからない」と答えた人が相対的に多い。 
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Q34E 手術をせずに性別を変えることへの意見
（賛成+やや賛成）
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性別を変えた人が子どもを育てることへの意見

多くの人が対応できる 一部の人しか対応できない 対応できない わからない 無回答
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他方で、「性別を変えた人が子どもを育てること」（Ｑ３４Ｄ）に「やや反対」「反対」の

人のうち、Q２０（SOGI ハラスメントが厚生労働省の指針に違反するかどうか）について
「わからない」と答えている割合は５割を超えている。Q３４のその他の制度について「や
や反対」「反対」の人も、Q２０について「わからない」と答えている人が４割台と比較的
多い。また、Q３４の各制度に反対している人は、勤務先の制度などの環境(Q２１)につい
て「わからない」人や、LGBT という言葉の意味（Q２２）を「知らない」人が比較的多く、
「上司へのカミングアウトできるかどうか」（Q３３）についても「わからない」と答えて
いる人が比較的多い。こうした傾向から、それぞれの制度について内容を理解して反対して
いるというよりは、そもそもこの課題が分からない、興味がない層ということも考えられる。 
 
Ｑ３５ ＳＯＧＩ（性的指向・性自認）にかかわる差別やハラスメントをなくすためにすべ
き施策（複数選択） 
 今の日本ですべき施策として、「性別に基づいた社会制度の見直し」（42.4％）、「教育現場
での取り組み」（39.7％）、「様々なハラスメントへの対策」（38.9％）が４割前後を占め上位
にあげられている。これに、「啓発活動・研修」（30.1％）、「性別規範意識の解消」（29.3％）
が３割、「相談機関の設置」（22.8％）、「自治体のパートナーシップやファミリーシップ制度
の創設」（21.8％）が２割強で続いている。なお、「特に必要ない」が 2.7％、「わからない」
が 24.0％を占める。各項目とも、男性よりも女性で比率が高い傾向がみられる。LGBTQ＋
に関し非 LGBTQ＋と比べて 5 ポイント以上多いのは、「性別に基づいた社会制度の見直し」
（51.4％）、「教育現場での取り組み」（46.2％）、「性別規範意識の解消」（40.8％）、「自治体
のパートナーシップやファミリーシップ制度の創設」（40.4％）であった。 
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Q34 LGBTQ＋への法的支援に対する意見と
Q21（勤務先の環境）、22（LGBT等の言葉の理解）との相関性

Q21「わからない」 Q22「知らない」
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Q35 今の日本で、ＳＯＧＩ（性的指向・性自認）にかかわる差別やハラ
スメントをなくすためにすべきこと（複数選択）

LGBTQ＋
（1,252）

非LGBTQ+男性
（9,973）

非LGBTQ+女性
（7,669）
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自治労働きやすさと職場の多様性に関するアンケート 

 

いきいきと健康で働き続けるためには、職場の働きやすさはとても重要です。 

ハラスメントがある職場では、人間関係や仕事がうまくいかなかったり、心身に不調が出

たり、休職や退職につながるケースもあります。 

自治労は、さまざまなハラスメントとの関係性も含め性的マイノリティに関して、職場の

状況がどうなっているのかを把握し、自治体での施策につなげていきたいと考えています。 

このため第 38 年次自治研作業委員会において、自治労組合員の職場などの実態を把握す

ることを目的に、アンケートを実施することとしました。本調査の趣旨をご理解の上、ご協

力をお願いします。 

※本調査で使用している「性的マイノリティ」とは、LGBT（レズビアン、ゲイ、バイセク

シュアル、トランスジェンダー）など、恋愛や性愛の対象（性的指向）が異性愛でない人、

出生時の性別に違和感を持ったり別の性別で生きたいと思う人、などをさします。 

 

設問の回答方法 

回答の途中で中断し、後から再開したい場合は、画⾯上の⻘いバーの右上の「あとで続

きをする」をクリックして、名前（イニシャルなども可）、パスワード、メールアドレスを

⼊⼒してデータを保存してください。再開する場合は、画⾯上の⻘いバーにある「未完了ア

ンケートの読み込み」をクリックして、パスワードを入力してください。 

回答を最初から行いたい場合は、画面右上の「回答を破棄して終了」をクリックしてく

ださい。 

回答が終わったら「送信する」ボタンを押してください 

回答内容は専門の調査機関にて一括して集計しますので、あなた個人が特定されること

はありません。ありのままをお答えください。 

 

調査のお問い合わせ 

自治労総合政治政策局担当：林、ヤロシュ 

TEL03-3263-0274 FAX03-5210-7422 jichiken-honbu@jichiro.gr.jp 
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勤務先の職場環境についてお聞きします。 

Q1. あなたは、現在、勤務している職場に満足していますか。（必須回答） 

回答総数 19,029 

1. 満足している        20.3% 

2. ある程度満足している       58.6% 

3. あまり満足していない       15.9% 

4. 満足していない       5.2% 

 

Q2. 過去５年間に、あなたはお仕事で以下のような経験をしたことがありますか。あては

まるものをすべて選択して下さい。 件数 19,029 

※過去の勤め先での経験も含めてお答えください。 

※なお、あなた以外の方の経験を見聞きしたものは含めないでください。 

１．陰口をたたかれたり、噂を広められたりしたことがある   16.0% 

２．ウェブサイトや SNS で悪口を書かれたことがある   1.1% 

３．怒鳴られたり、暴言を吐かれたりしたことがある   21.3% 

４．ものをぶつけられる、殴る・蹴るなどの行為を受けたことがある  1.4% 

５．無視されたり、仲間はずれにされたりしたことがある   8.4% 

６．自分のものを隠されたり、壊されたりしたことがある   0.8% 

７．仕事で不当な業績評価をされたことがある    6.1% 

８．能力に見合った仕事をさせてもらえない    4.4% 

９．仕事上のミスや勤務態度などを⻑時間注意されたことがある  5.8% 

１０． ⻑時間労働を強いられたことがある     11.8% 

１１． 職場にあるもの(机や壁など)を叩く・蹴るなどの威圧的な行為を受けたことがある

         3.8% 

１２． 妊娠・出産・育休・介護休業の取得に関することで暴言を吐かれたことがある 

         1.3% 

１３． その他（自由記載欄：省略）     2.4% 

１４． 答えたくない       2.5% 

１５． 上記のような経験はない      56.1% 

無回答         0.6% 

 

Q3. （前問で１〜１３を選択した⽅）前問の経験のうち、１つでもいじめやハラスメントを

受けたと感じていましたか。 件数 7,768 

１．感じていた        58.8% 

２．感じていない       40.6% 

無回答         0.7% 
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Q4. 過去５年間に、あなたはお仕事（飲み会等を含む）で以下のような経験をしたことがあ

りますか。あてはまるものをすべて選択して下さい。 件数 19,029 

※過去の勤め先での経験も含めてお答えください。 

※なお、あなた以外の方の経験を見聞きしたものは含めないでください 

１．身体や容姿についてばかにされたり、からかわれたりしたことがある 9.3% 

２．「男らしくない」・「女らしくない」のような言葉をかけられたことがある 3.8% 

３．「この仕事は女（男）には無理」「この仕事は男（女）が向いている」というような言葉

をかけられたことがある       4.6% 

４．「男の子・女の子」「おじさん・おばさん」などと呼ばれた  6.0% 

５．結婚について必要以上に質問されたことがある    6.7% 

６．その他（自由記載欄：省略）      1.2% 

７．答えたくない       2.2% 

８．上記のような経験はない      75.7% 

無回答         1.2% 

 

Q5. （前問で１〜6 を選択した方）前問の経験のうち、１つでもいじめやハラスメントを受

けたと感じていましたか。 件数 3,993 

１．感じていた        49.0% 

２．感じていない       50.3% 

無回答         0.7% 

 

Q6. 過去５年間に、あなたはお仕事（飲み会等を含む）で以下のような経験をしたことがあ

りますか。あてはまるものをすべて選択して下さい。 件数 19,029 

※過去の勤め先での経験も含めてお答えください。 

※なお、あなた以外の方の経験を見聞きしたものは含めないでください 

１．性的なこと(性行為の経験や胸・性器に関連することなど)について言われたことがある

         4.7% 

２．デートを強要されたことがある     0.7% 

３．意に反して身体に触れられたことがある    3.7% 

４．無理やり服を脱がされたことがある     0.3% 

５．無理やりキスをされたことがある     0.6% 

６．性行為を強要されたことがある     0.2% 

７．誰と交際しているかなど自分が秘密にしておきたい情報を暴露されたことがある 

         2.6% 

８．その他（自由記載欄：省略）      0.4% 

９．答えたくない       1.8% 
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１０． 上記のような経験はない      86.8% 

無回答         1.8% 

 

Q7. （前問で１〜8 を選択した方）前問の経験のうち、１つでもいじめやハラスメントを受

けたと感じていましたか。 件数 1,832 

１．感じていた        62.5％ 

２．感じていない       37.4% 

無回答         0.1% 

Q8. （Q3、Q5、Q7 のうち１つでも「感じていた」と回答した方）あなたは、Q3、Q5、

Q7 のような経験をした際、誰に相談をしましたか。あてはまるものすべてを選んでくださ

い。 件数 5,484 

１．職場の上司        18.2% 

２．職場の同僚        30.6% 

３．労働組合の役員       5.9% 

４．相談窓口や人事の担当者      6.0% 

５．家族        27.8% 

６．職場外の友人       22.5% 

７．その他（自由記載欄：省略）      2.6% 

８．相談はしていない       34.7% 

無回答         3.8% 

 

Q9. （前問で１〜7 の方）相談した結果、問題は解決されましたか。 件数 5,484 

１．すべて問題が解決した      4.5% 

２．すべての問題は解決しなかったが、状況は改善した   41.6% 

３．何も改善されなかった      51.1% 

４．かえって状況が悪くなった      2.2% 

無回答         0.6% 

 

Q10. 過去５年間に、あなたはお仕事（飲み会等を含む）で以下のような経験をしたことが

ありますか。あてはまるものをすべて選択して下さい。 件数 19,029 

※過去の勤め先での経験も含めてお答えください。 

※なお、あなた以外の方の経験を見聞きしたものは含めないでください 

１．「おかま」・「レズ」・「おとこおんな」のような言葉をかけられたことがある 

         0.6% 

２．「同性愛（ホモ、レズ）は自然に反する」、「男が女になる（女が男になる）のは気持ち

悪い」といった言葉をかけられたことがある    0.4% 
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３．あなたが性的マイノリティ（レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダ

ー等）であることを理由に、無視された・仲間はずれにされたと感じたことがある 

         0.1% 

４．自分の認識している性ではなく、生まれた時の性別向けの制服を着ることを強制された

ことがある        0.1% 

５．自分の認識している性とは異なる性別として扱われたことがある  0.2% 

６．性的マイノリティ（レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー等）で

あることを暴露されたことがある      0.1% 

７．その他（自由記載欄：省略）      0.1% 

８．答えたくない       1.0% 

９．上記のような経験はない      96.2% 

無回答         1.6% 

 

Q11. （前問で１〜７を選択した⽅）前問の経験のうち、１つでもいじめやハラスメントを

受けたと感じていましたか。 件数 236 

1. 感じていた        49.6% 

2. 感じていない        49.2% 

無回答         1.3% 

 

Q12. （Q10 で 1〜7 を選択した方）あなたは、Q10 のような経験をした際、誰に相談をし

ましたか。あてはまるものすべてを選んでください。 件数 236 

１．職場の上司        5.5% 

２．職場の同僚        12.3% 

３．労働組合の役員       2.5% 

４．相談窓口や人事の担当者      3.4% 

５．家族        8.9% 

６．職場外の友人       12.7% 

７．その他（自由記載欄：省略）      2.1％ 

８．相談はしていない       64.0% 

無回答         4.2% 

 

Q13. （前問で１〜7 の方）相談した結果、問題は解決されましたか。 件数 75 

１．すべて問題が解決した      9.3% 

２．すべての問題は解決しなかったが、状況は改善した   32.0% 

３．何も改善されなかった      53.3% 

４．かえって状況が悪くなった      4.0% 

無回答         1.3% 
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Q14. あなたは、職場（飲み会等を含む）で「性的マイノリティ」に関する差別的な言動を

受けたり、見聞きしたことがありますか。あてはまるものすべてを選んでください。 

件数 19,029 

１．自分が受けたことがある      0.5% 

２．直接見聞きしたことがある      5.6% 

３．間接的に聞いたことがある      10.7% 

４．受けたことも、見聞きしたこともない     83.2% 

無回答         1.1% 

 

Q15. （前問で１〜３に回答した⽅）あなたは、職場で「性的マイノリティ」に関する差別

的な言動を受けたり、見聞きした際、そのことを誰かに相談しましたか。あなたが相談した

人を以下の中から、あてはまるものすべてを選んでください。 件数 2,987 

１．職場の上司        3.7% 

２．職場の同僚        10.3% 

３．労働組合の役員       2.3% 

４．相談窓口や人事の担当者      1.0% 

５．家族        6.0% 

６．職場外の友人       6.7% 

７．その他（自由記載欄：省略）      1.0% 

８．相談はしていない       75.6% 

無回答         1.3% 

 

Q16. あなたは、労働組合の活動（飲み会等を含む）で「性的マイノリティ」に関する差別

的な言動を受けたり、見聞きしたことがありますか。あてはまるものすべてを選んでくださ

い。 件数 19,029 

１．自分が受けたことがある      0.2% 

２．直接見聞きしたことがある      1.3% 

３．間接的に聞いたことがある      3.5% 

４．受けたことも、見聞きしたこともない     94.3% 

無回答         0.9% 

 

Q17. （前問で１〜３に回答した⽅）あなたは、労働組合の活動で「性的マイノリティ」に

関する差別的な言動を受けたり、見聞きした際、そのことを誰かに相談しましたか。あなた

が相談した人を以下の中から、あてはまるものすべてを選んでください。 件数 900 

１．職場の上司        3.3% 

２．職場の同僚        10.2% 
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３．労働組合の役員       6.8% 

４．相談窓口や人事の担当者      0.9% 

５．家族        6.1% 

６．職場外の友人       7.6% 

７．その他（自由記載欄：省略）      1.2% 

８．相談はしていない       69.6% 

無回答         2.2％ 

 

Q18. あなたは、自治会・町内会や子ども会など、地域のコミュニティのなかで「性的マイ

ノリティ」に関する差別的な言動を受けたり、見聞きしたことがありますか。あてはまるも

のすべてを選んでください。 件数 19,029 

１．自分が受けたことがある      0.5% 

２．直接見聞きしたことがある      3.0% 

３．間接的に聞いたことがある      6.4% 

４．受けたことも、見聞きしたこともない     89.8% 

無回答         0.8% 

 

Q19. 性的マイノリティに対するハラスメントは、（A）憲法や（B）地方公務員法に基づく

法の下の平等や差別禁止規定に違反すると思いますか。（憲法、地公法条文ページ追加） 

件数 19,029 

 思う 思わない わからない 

A 憲法第 14条（法の下の平等） 60.5% 4.0% 35.1％ 

B 地方公務員法第 13 条 

（平等取り扱いの原則） 

57.7% 4.0% 37.9% 

無回答 A、B とも 0.4% 

 

Q20. 性的マイノリティに対するハラスメントは、厚生労働省の（A）「セクハラ指針」や（B）

「パワハラ指針」に違反すると思いますか。 件数 19,029 

 思う 思わない わからない 

A 厚生労働省「セクハラ指針」 66.4% 2.6% 30.5% 

B 厚生労働省「パワハラ指針」 62.6% 3.5% 33.5% 

無回答 A0.4％、B0.5% 

 

Q21. あなたの現在の勤務先では、下記のようなことがありますか。おわかりになる範囲で、

あてはまるものをすべて選択して下さい。 件数 19,029 

1. 就業規則でいじめやハラスメントの禁止や加害者を懲戒する(罰する)規定を設けている
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         13.2% 

2. いじめやハラスメントを禁止・防止する労使協定が結ばれている  6.9% 

3. いじめやハラスメント防止の研修を実施している    33.2% 

4. 性的マイノリティ（レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー等）に

関する研修を実施している      15.3% 

5. いじめやハラスメントが発生していないか、人事担当部署や労働組合などが定期的なア

ンケート調査を実施している      14.3% 

6. 組織の内部（人事担当部署や労働組合など）に相談窓口を設けている 33.6% 

7. 組織の外部（弁護士や社会保険労務士など）に相談窓口を設けている 8.4% 

8. 女性の管理職が、勤務先の管理職全体の 3割以上いる   6.4% 

9. 何でも相談できる相手がいる      13.6% 

10. 同性カップルを想定した福利厚生制度がある    0.8% 

11. 性的マイノリティ（レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー等）に

ついて理解し、支援する人がいる      2.7% 

12. いじめやハラスメント解決後に新たな問題が発生していないか、人事担当部署や労働組

合などが加害者・被害者のフォローアップをしている   4.0% 

13. その他（自由記載欄：省略）      0.2% 

14. 1〜13 のような環境はない      10.1% 

15. わからない        30.6% 

無回答         0.6% 

 

「性的マイノリティ」に関する意識や経験についてお聞きします。 

Q22. あなたは、LGBT（エルジービーティ―）という言葉を知っていますか。（必須回答） 

回答総数 19,029 

１．言葉の意味を知っている      77.4% 

２．聞いたことはあるが、意味はよくわからない    14.2% 

３．知らない        8.5% 

 

Q23. あなたは、SOＧI（ソジ、ソギ）という言葉を知っていますか。（必須回答） 

回答総数 19,029 

１．言葉の意味を知っている      7.2% 

２．聞いたことはあるが、意味はよくわからない    13.9% 

３．知らない        8.5% 
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Q24. あなたの職場には、LGBT などの性的マイノリティ当事者はいますか。 件数 19,029 

１．いる        3.9% 

２．いない        18.1% 

３．わからない        77.9% 

無回答         0.1% 

 

Q25. あなたは、性的マイノリティ当事者からカミングアウトを受けたことがありますか。

あてはまるものすべてを選んでください。 件数 19,029 

１．同じ職場の人から受けたことがある     2.0% 

２．家族や親せきなどから受けたことがある    0.7% 

３．職場外の友人などから受けたことがある    10.5% 

４．受けたことはない       87.1% 

無回答         0.2% 

 

Q26. あなたは、性的マイノリティ当事者以外の人から、性的マイノリティ当事者の性自認

や性的指向についての話を聞いたことがありますか。あてはまるものすべてを選んでくだ

さい。 件数 19,029 

（例えば、「〇〇さんがゲイって、知ってる？」といった会話のこと） 

１．職場で聞いたことがある      5.9% 

２．組合で聞いたことがある      0.7% 

３．職場・組合以外で聞いたことがある     11.1% 

４．聞いたことはない       83.2% 

無回答         0.2%  

 

Q27. （前問で１〜３の⽅）あなたは、性的マイノリティ当事者以外の⼈から、性的マイノ

リティ当事者の性自認や性的指向の話を聞いて、どのように感じましたか。 件数 19,029 

１．からかいや差別的言動だと感じた     13.6% 

２．時折、からかいや差別的言動だと感じたこともあった   34.0% 

３．からかいや差別的言動だと感じたことはない    32.1% 

４．よくわからない、覚えていない     19.9% 

無回答         0.4% 

 

Q28. 職場の同僚が同性愛者だったらあなたはどう思いますか。 件数 19,029 

１．嫌ではない        64.3% 

２．どちらかといえば嫌ではない      21.5% 

３．どちらかといえば嫌だ      11.4% 
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４．嫌だ        2.5% 

無回答         0.2% 

 

Q29. 職場の同僚が性別を変えた人だったらあなたはどう思いますか。 件数 19,029 

１．嫌ではない        70.4% 

２．どちらかといえば嫌ではない      20.6% 

３．どちらかといえば嫌だ      7.1% 

４．嫌だ        1.8% 

無回答         0.3% 

 

Q30. あなたは、これまでの業務のなかで、性的マイノリティ当事者に対応したり、かかわ

ったことがありますか。自分が性的マイノリティ当事者に対応した経験のある職場として、

あてはまるものすべてを選んでください。 件数 19,029 

１．一般行政（本庁、支所、福祉関係以外の事業所）   7.8% 

２．教育職場（幼稚園・学校）      1.2% 

３．福祉職場（福祉事務所、福祉施設・保育園を含む）   2.5% 

４．医療職場（病院、診療所）      1.7% 

５．その他の職場（自由記載欄：省略）     1.4% 

6．対応したり、かかわったことはない     85.5% 

無回答         0.3% 

 

Q31. （前問で１〜５の⽅）性的マイノリティ当事者に対応したり、かかわった際に、難し

かったことや困ったことなどがあれば、下記に具体的にお答えください。 件数 405 

自由記載欄：省略 

 

Q32. あなたの現在の部や課では、性的マイノリティ当事者の住⺠や顧客に対応する際、適

切な対応ができると思いますか。 件数 19,029 

１．多くの人が対応できる      18.0% 

２．一部の人しか対応できない      13.3% 

３．対応できない       6.4% 

４．わからない        62.1% 

無回答         0.2% 

 

Q33. あなた自身が性的マイノリティ当事者だった場合、今の職場で上司や同僚にカミング

アウトできると思いますか。 件数 19,029 

１．カミングアウトできる      3.9% 
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２．親しければカミングアウトできる     21.5% 

３．カミングアウトできない      31.7% 

４．わからない        42.2% 

５．すでにカミングアウトしている     0.5% 

無回答         0.4% 

 

Q34. 次のＡ〜E の意見について、あなたは賛成ですか、反対ですか。それぞれについて、

あなたのお考えにもっとも近いものを１つ選んで下さい。 件数 19,029 

 賛成 やや賛成 やや反対 反対 

同性どうしの結婚を法律で認めること 52.5% 32.1% 9.5% 5.5% 

性的マイノリティに対する差別を禁止

する法律をつくること 

55.7% 33.6% 6.9% 3.4% 

同性カップルが子どもを育てること 58.2% 28.5% 9.3% 3.6% 

性別を変えた人が子どもを育てること 65.8% 26.7% 5.3% 1.8% 

手術をせずに性別を変えること※ 45.3% 32.5% 15.2% 6.5% 

※現在、トランスジェンダーの人が法律上の性別を変えるためには、性別適合手術などが要

件となっています。 

無回答は、上から順番に、0.4%、0.4%、0.4%、0.4%、0.5% 

 

Q35 あなたは、今の日本で、SOGI（性的指向・性自認）にかかわる差別やハラスメントを

なくすために、何をすべきだと思いますか。あてはまるものすべてを選んでください。 

件数 19,029 

1. 性別に基づいた社会制度の見直し     42.4% 

2. 様々なハラスメントへの対策      38.9% 

3. 性別規範意識の解消       29.3% 

4. 実態把握の調査       17.2% 

5. 啓発活動・研修       30.1% 

6. 教育現場での取り組み       39.7% 

7. 相談機関の設置       22.8% 

8. 自治体のパートナーシップやファミリーシップ制度の創設   21.8% 

9. その他（自由記入欄：省略）      0.7% 

10. 特に必要はない       2.7% 

11. わからない        24.0% 

無回答         0.3% 
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あなたの勤務先やご自身についてお聞きします。 

F1. 勤務先のある都道府県（必須回答） 

回答総数 19,029 

1．北海道 5.2% 

2．⻘森県 0.5% 

3．岩手県 1.5% 

4．宮城県 2.1% 

5．秋田県 1.2% 

6．山形県 0.8% 

7．福島県 2.2% 

8．茨城県 1.9% 

9．栃木県 5.0% 

10．群馬県 3.2% 

11．埼玉県 0.5% 

12．千葉県 1.0% 

13．東京都 2.6% 

14．神奈川県 0.3% 

15．新潟県 1.8% 

16．富山県 0.8% 

17．石川県 0.5% 

18．福井県 1.0% 

19．山梨県 1.0% 

20．⻑野県 3.1% 

21．岐阜県 2.4% 

22．静岡県 1.7% 

23．愛知県 2.0% 

24．三重県 9.2% 

25．滋賀県 0.6% 

26．京都府 1.6% 

27．大阪府 4.6% 

28．兵庫県 1.2% 

29．奈良県 0.2% 

30．和歌山県 1.9% 

31．鳥取県 2.4% 

32．島根県 8.7% 

33．岡山県 1.4% 
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34．広島県 3.4% 

35．山口県 1.8% 

36．徳島県 1.0% 

37．香川県 1.2% 

38．愛媛県 0.2% 

39．高知県 2.3% 

40．福岡県 1.8% 

41．佐賀県 1.9% 

42．⻑崎県 1.0% 

43．熊本県 1.8% 

44．大分県 2.8% 

45．宮崎県 0.7% 

46．鹿児島県 5.5% 

47．沖縄県 0.4% 

 

F2. 勤務先の団体区分 

件数 19,029 

１．都道府県        17.0% 

２．政令市・特別区       4.8% 

３．市         55.8% 

４．町村        13.1% 

５．一部事務組合・広域連合      1.3% 

６．日本年金機構・協会けんぽ      3.9% 

７．非営利団体・⺠間企業（社会福祉協議会・外郭団体などを含む）  2.8% 

８．その他        1.0% 

無回答         0.4% 

 

F3. 職種・職場 

件数 19,029 

１．福祉現場の一般行政職（ケースワーカーなど、福祉関係職場）  5.6% 

２．一般行政職（福祉関係職場以外）     50.1% 

３．福祉職（保育士含む）      9.8% 

４．医療職（病院、診療所勤務の専門職）     6.8% 

５．教育職（幼稚園・学校勤務の教員）     2.7% 

６．研究職        1.1% 

７．国、地方自治体等の現業職      4.8% 
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８．地方公営企業の事務・技術職      4.7% 

９．地方公営企業の現業職（技能職、企業職）    5.7% 

10．非営利団体・⺠間企業（社会福祉協議会、外郭団体などを含む）の職員・社員 

 4.8% 

11．その他        3.4% 

無回答         0.5% 

 

F4. 役職 

件数 19,029 

１．役職なし        56.3% 

２．主任クラス（班⻑含む）      22.1% 

３．係⻑クラス（職⻑含む）      15.4% 

４．課⻑補佐クラス       4.8% 

５．課⻑クラス以上       0.9% 

無回答         0.6% 

 

F5. 雇用形態 

件数 19,029 

１．常勤職員・正社員       94.0% 

２．高齢再任用職員       0.7% 

３．臨時・非常勤職員等（任期付、会計年度任用職員含む）   3.8% 

４．パートタイマー       0.4% 

５．その他        0.5% 

無回答         0.5% 

 

F6. 組合役員（県本部、単組、支部・分会の三役、執行委員）の経験 

件数 19,029 

１．組合役員の経験はない      58.6% 

２．現在、単組の支部・分会の執行委員     8.8% 

３．現在、単組の支部・分会の三役     4.8% 

４．現在、単組の執行委員      7.3% 

５．現在、単組の三役       5.4% 

６．現在、県本部（評議会・部会含む）の役員    1.2% 

７．過去に三役・執行委員（県本部、単組、支部・分会）をしたことがある 13.0% 

無回答         1.0% 
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F7. あなたの出生届に記載された性別は次のうちどれですか。 

件数 19,029 

１．男性        54.9% 

２．女性        44.5% 

無回答         0.5% 

 

F8. あなたの自認する性別は次のうちどれですか。 

件数 19,029 

１．男性        54.4% 

２．女性        43.7% 

３．どちらでもない       0.5% 

４．決めたくない・決められない      0.4% 

５．状況などによって変わる・揺れ動く     0.4% 

６．その他        0.1% 

無回答         0.5% 

 

F9. あなたの恋愛対象となる相手の性別は次のうちどれですか。 

件数 19,029 

１．男性        41.7% 

２．女性        53.6% 

３．両性（男性と女性）       1.4% 

４．誰も好きにならない       1.2% 

５．決めたくない・決められない      1.6% 

無回答         0.6% 

 

F10. 年齢 

１．19 歳以下        0.5% 

２．20〜24歳        8.7% 

３．25〜29歳        14.6% 

４．30〜34歳        14.1% 

５．35〜39歳        12.4% 

６．40〜44歳        15.2% 

７．45〜49歳        16.3% 

８．50〜54歳        10.1% 

９．55〜59歳        6.0% 

10．60〜64歳        1.5% 
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11．65 歳以上        0.3% 

無回答         0.5% 

 

最後に、日ごろ職場で感じていることや労働組合に伝えたいことなどがありましたら、自由

にお書きください。（個別にお返事はできませんので、お返事が必要な場合は、直接、最寄

りの組合にご相談ください。） 

自由記入回答数 1,156 
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無 回 答

件 数
＊ 満 足 し て い る ・ １
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＊ 満 足 し て い な い ・
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無 回 答
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9

：
「

総
計

」
よ

り
5
ポ

イ
ン

ト
以

上
多

い
こ

と
を

示
す

9
9
.
9
：

「
総

計
」

よ
り

5
ポ

イ
ン

ト
以

上
少

な
い

こ
と

を
示

す
9
9
.
9

：
「

総
計

」
よ

り
1
5
ポ

イ
ン

ト
以

上
少

な
い

こ
と

を
示

す

Ｑ
２

　
仕

事
で

経
験

し
た

こ
と

（
パ

ワ
ハ

ラ
の

経
験

）
（

過
去

５
年

間
・

複
数

選
択

）
Ｑ

１
　

勤
務

し
て

い
る

職
場

へ
の

満
足

度
Ｑ

１
Ｘ

　
勤

務
し

て
い

る
職

場
へ

の
満

足
度

Ｑ
２

Ｘ
　

仕
事

で
経

験
し

た
こ

と
（

パ
ワ

ハ
ラ

の
経

験
）

（
過

去
５

年
間

）
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総
計

L
G
B
T
Q
＋

非
L
G
B
T
Q
＋

非
L
G
B
T
Q
＋

男
性

非
L
G
B
T
Q
＋

女
性

(
 
1
)

(
 
2
)

(
 
1
)

(
 
2
)

(
 
3
)

(
 
4
)

(
 
5
)

(
 
6
)

(
 
7
)

(
 
8
)

(
 
1
)

(
 
2
)

(
 
3
)

(
 
1
)

(
 
2
)

感 じ て い た

感 じ て い な い

無 回 答

件 数
身 体 や 容 姿 を ば か に

さ れ た

男 ・ 女 ら し く な い と

言 わ れ た

こ の 仕 事 は 女 ・ 男 は

無 理 と 言 わ れ た

男 の 子 ・ 女 の 子 な ど

と 呼 ば れ た

結 婚 に つ い て 必 要 以

上 に 質 問 さ れ た

そ の 他

答 え た く な い

左 記 の よ う な 経 験 は

な い
無 回 答

件 数
回 答 累 計

＊ 経 験 が あ る ・ １ ～

６
＊ 答 え た く な い ・ ７

＊ 経 験 は な い ・ ８

無 回 答

件 数
感 じ て い た

感 じ て い な い

無 回 答

件 数
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.
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Ｑ
４

　
仕

事
（

飲
み

会
等

を
含

む
）

で
経

験
を

し
た

こ
と

（
ジ

ェ
ン

ダ
ー

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

の
経

験
）

（
過

去
５

年
間

・
複

数
選

択
）

Ｑ
４

Ｘ
　

仕
事

（
飲

み
会

等
を

含
む

）
で

経
験

を
し

た
こ

と
（

ジ
ェ

ン
ダ

ー
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
の

経
験

）
（

過
去

５
年

間
）

Ｑ
５

　
仕

事
（

飲
み

会
等

を
含

む
）

で
経

験
し

た
こ

と
（

ジ
ェ

ン
ダ

ー
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
の

経
験

）
の

う
ち

、
い

じ
め

や
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
を

受
け

た
と

感
じ

て
い

た
か

ど
う

か
（

Ｑ
４

で
１

～
６

の
方

）

Ｑ
３

　
仕

事
で

経
験

し
た

こ
と

（
パ

ワ
ハ

ラ
の

経
験

）
の

う
ち

、
い

じ
め

や
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
を

受
け

た
と

感
じ

て
い

た
か

ど
う

か
（

Ｑ
２

で
１

～
１

３
の

方
）
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総
計

L
G
B
T
Q
＋

非
L
G
B
T
Q
＋

非
L
G
B
T
Q
＋

男
性

非
L
G
B
T
Q
＋

女
性

(
 
1
)
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)

(
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)

(
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)

(
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(
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)

(
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)

(
1
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(
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)

(
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(
 
3
)

(
 
1
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(
 
2
)

(
 
1
)

(
 
2
)

(
 
3
)

(
 
4
)

(
 
5
)

(
 
6
)

(
 
7
)

(
 
8
)

性 的 な こ と に つ い て

言 わ れ た

デ ー ト を 強 要 さ れ た

意 に 反 し て 身 体 に 触

れ ら れ た

無 理 や り 服 を 脱 が さ

れ た
無 理 や り キ ス を さ れ

た
性 行 為 を 強 要 さ れ た

交 際 相 手 な ど を 暴 露

さ れ た

そ の 他

答 え た く な い

左 記 の よ う な 経 験 は

な い
無 回 答

件 数
回 答 累 計

＊ 経 験 が あ る ・ １ ～

８
＊ 答 え た く な い ・ ９

＊ 経 験 は な い ・ １ ０

無 回 答

件 数
感 じ て い た

感 じ て い な い

無 回 答

件 数
職 場 の 上 司

職 場 の 同 僚

労 働 組 合 の 役 員

相 談 窓 口 や 人 事 の 担

当 者
家 族

職 場 外 の 友 人

そ の 他

相 談 は し て い な い

無 回 答

件 数
回 答 累 計
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や
ハ
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ス
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を

経
験

を
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た
際

の
相

談
先

（
Ｑ

３
、

Ｑ
５

、
Ｑ

７
の

い
ず

れ
か

で
１

の
方

・
複

数
選

択
）

Ｑ
６

Ｘ
　

仕
事

（
飲

み
会

等
を

含
む

）
で

経
験

を
し

た
こ

と
（

セ
ク

ハ
ラ

の
経

験
）

（
過

去
５

年
間

）

Ｑ
７

　
仕

事
（

飲
み

会
等

を
含

む
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で
経

験
し

た
こ

と
（

セ
ク

ハ
ラ

の
経

験
）

の
う

ち
、

い
じ

め
や

ハ
ラ

ス
メ

ン
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を
受

け
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と
感

じ
て

い
た

か
ど

う
か

（
Ｑ

６
で

１
～

８
の

方
）

Ｑ
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仕
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（

飲
み

会
等

を
含

む
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で
経
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を

し
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こ
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セ

ク
ハ

ラ
の

経
験

）
（

過
去

５
年
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・

複
数

選
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総
計

L
G
B
T
Q
＋

非
L
G
B
T
Q
＋

非
L
G
B
T
Q
＋

男
性

非
L
G
B
T
Q
＋

女
性
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(
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(
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(
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(
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(
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(
 
6
)

(
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(
 
8
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(
 
9
)

(
 
1
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(
 
2
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(
 
3
)

(
 
1
)

(
 
2
)

＊ 相 談 を し て い る ・

１ ～ ７

＊ 相 談 は し て い な

い ・ ８

無 回 答

件 数
す べ て 問 題 が 解 決 し

た
解 決 し な か っ た が 状

況 は 改 善 し た

何 も 改 善 さ れ な か っ

た
か え っ て 状 況 が 悪 く

な っ た

無 回 答

件 数
＊ 解 決 し た ・ 改 善 し

た ・ １ ＋ ２

＊ 何 も 改 善 さ れ な

か っ た ・ ３

＊ か え っ て 状 況 が 悪

く な っ た ・ ４

無 回 答

件 数
お か ま ・ レ ズ な ど と

言 わ れ た

同 性 愛 は 自 然 に 反 す

る 等 と 言 わ れ た

性 的 マ イ ノ リ テ ィ の

た め 無 視 さ れ た

出 生 時 の 性 別 の 制 服

を 強 制 さ れ た

自 認 の 性 と 異 な る 性

別 で 扱 わ れ た

性 的 マ イ ノ リ テ ィ を

暴 露 さ れ た

そ の 他

答 え た く な い

左 記 の よ う な 経 験 は

な い
無 回 答

件 数
回 答 累 計

＊ 経 験 が あ る ・ １ ～

７
＊ 答 え た く な い ・ ８

＊ 経 験 は な い ・ ９

無 回 答

件 数
感 じ て い た

感 じ て い な い

無 回 答

件 数
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ラ

ス
メ

ン
ト

を
経

験
を

し
た

際
の

相
談

先
（

Ｑ
３

、
Ｑ

５
、

Ｑ
７

の
い

ず
れ

か
で

１
の

方
）

Ｑ
９

　
相

談
し

た
結

果
、

問
題

は
解

決
さ

れ
た

か
ど

う
か

（
Ｑ

８
で

１
～

７
の

方
）

Ｑ
９

Ｘ
　

相
談

し
た

結
果

、
問

題
は

解
決

さ
れ

た
か

ど
う

か
（

Ｑ
８

で
１

～
７

の
方

）

Ｑ
１

０
Ｘ

　
仕

事
（

飲
み

会
等

を
含

む
）

で
経

験
を

し
た

こ
と

（
Ｓ

Ｏ
Ｇ

Ｉ
ハ

ラ
の

経
験

）
（

過
去

５
年

間
）

Ｑ
１

１
　

仕
事

（
飲

み
会

等
を

含
む

）
で

経
験

し
た

こ
と

（
Ｓ

Ｏ
Ｇ

Ｉ
ハ

ラ
の

経
験

）
の

う
ち

、
い

じ
め

や
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
を

受
け

た
と

感
じ

て
い

た
か

ど
う

か
（

Ｑ
１

０
で

１
～

７
の

方
）
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総
計

L
G
B
T
Q
＋

非
L
G
B
T
Q
＋

非
L
G
B
T
Q
＋

男
性

非
L
G
B
T
Q
＋

女
性

(
 
1
)

(
 
2
)

(
 
3
)

(
 
4
)

(
 
5
)

(
 
6
)

(
 
7
)

(
 
8
)

(
 
1
)

(
 
2
)

(
 
1
)

(
 
2
)

(
 
3
)

(
 
4
)

(
 
1
)

(
 
2
)

(
 
3
)

(
 
1
)

(
 
2
)

(
 
3
)

(
 
4
)

職 場 の 上 司

職 場 の 同 僚

労 働 組 合 の 役 員

相 談 窓 口 や 人 事 の 担

当 者
家 族

職 場 外 の 友 人

そ の 他

相 談 は し て い な い

無 回 答

件 数
回 答 累 計

＊ 相 談 を し て い る ・

１ ～ ７

＊ 相 談 は し て い な

い ・ ８

無 回 答

件 数
す べ て 問 題 が 解 決 し

た
解 決 し な か っ た が 状

況 は 改 善 し た

何 も 改 善 さ れ な か っ

た
か え っ て 状 況 が 悪 く

な っ た

無 回 答

件 数
＊ 解 決 し た ・ 改 善 し

た ・ １ ＋ ２

＊ 何 も 改 善 さ れ な

か っ た ・ ３

＊ か え っ て 状 況 が 悪

く な っ た ・ ４

無 回 答

件 数
自 分 が 受 け た こ と が

あ る
直 接 見 聞 き し た こ と

が あ る

間 接 的 に 聞 い た こ と

が あ る

受 け た こ と も 見 聞 き

し た こ と も な い

無 回 答

件 数
回 答 累 計

5
.
5

1
2
.
3

2
.
5

3
.
4

8
.
9

1
2
.
7

2
.
1

6
4
.
0

4
.
2

2
3
6

1
1
1
.
4

3
1
.
8

6
4
.
0

4
.
2

2
3
6

9
.
3

3
2
.
0

5
3
.
3

4
.
0

1
.
3

7
5

4
1
.
3

5
3
.
3

4
.
0

1
.
3

7
5

0
.
5

5
.
6

1
0
.
7

8
3
.
2

1
.
1

1
9
0
2
9

1
0
0
.
0

5
.
1

1
3
.
1

2
.
0

5
.
1

9
.
1

1
8
.
2

1
.
0

5
7
.
6

4
.
0

9
9

1
1
1
.
1

3
8
.
4

5
7
.
6

4
.
0

9
9

7
.
9

4
2
.
1

4
7
.
4

2
.
6

･
･
･

3
8

5
0
.
0

4
7
.
4

2
.
6

･
･
･

3
8

2
.
9

1
4
.
9

1
8
.
8

6
6
.
5

1
.
0

1
2
5
2

1
0
3
.
1

5
.
9

1
1
.
8

2
.
9

2
.
2

8
.
8

8
.
8

2
.
9

6
8
.
4

4
.
4

1
3
6

1
1
1
.
8

2
7
.
2

6
8
.
4

4
.
4

1
3
6

1
0
.
8

2
1
.
6

5
9
.
5

5
.
4

2
.
7

3
7

3
2
.
4

5
9
.
5

5
.
4

2
.
7

3
7

0
.
3

4
.
9

1
0
.
1

8
4
.
4

1
.
1

1
7
6
4
2

9
9
.
8

6
.
3

1
0
.
5

4
.
2

3
.
2

8
.
4

5
.
3

3
.
2

7
0
.
5

4
.
2

9
5

1
1
1
.
6

2
5
.
3

7
0
.
5

4
.
2

9
5

1
6
.
7

2
0
.
8

5
8
.
3

･
･
･

4
.
2

2
4

3
7
.
5

5
8
.
3

･
･
･

4
.
2

2
4

0
.
3

5
.
2

1
0
.
9

8
3
.
6

1
.
0

9
9
7
3

1
0
0
.
0

4
.
9

1
4
.
6

･
･
･

･
･
･

9
.
8

1
7
.
1

2
.
4

6
3
.
4

4
.
9

4
1

1
1
2
.
2

3
1
.
7

6
3
.
4

4
.
9

4
1

･
･
･

2
3
.
1

6
1
.
5

1
5
.
4

･
･
･

1
3

2
3
.
1

6
1
.
5

1
5
.
4

･
･
･

1
3

0
.
3

4
.
7

9
.
1

8
5
.
4

1
.
3

7
6
6
9

9
9
.
6

Ｑ
１

２
　

い
じ

め
や

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

を
経

験
を

し
た

際
の

相
談

先
（

Ｑ
１

０
で

１
～

７
の

方
・

複
数

選
択

）

Ｑ
１

４
　

職
場

（
飲

み
会

等
を

含
む

）
で

「
性

的
マ

イ
ノ

リ
テ

ィ
」

に
関

す
る

差
別

的
な

言
動

を
受

け
た

り
、

見
聞

き
し

た
こ

と
の

有
無

（
複

数
選

択
）

Ｑ
１

２
Ｘ

　
い

じ
め

や
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
を

経
験

を
し

た
際

の
相

談
先

（
Ｑ

１
０

で
１

～
７

の
方

）

Ｑ
１

３
　

相
談

し
た

結
果

、
問

題
は

解
決

さ
れ

た
か

ど
う

か
（

Ｑ
１

２
で

１
～

７
の

方
）

Ｑ
１

３
Ｘ

　
相

談
し

た
結

果
、

問
題

は
解

決
さ

れ
た

か
ど

う
か

（
Ｑ

１
２

で
１

～
７

の
方

）
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総
計

L
G
B
T
Q
＋

非
L
G
B
T
Q
＋

非
L
G
B
T
Q
＋

男
性

非
L
G
B
T
Q
＋

女
性

(
 
1
)

(
 
2
)

(
 
1
)

(
 
2
)

(
 
3
)

(
 
4
)

(
 
5
)

(
 
6
)

(
 
7
)

(
 
8
)

(
 
1
)

(
 
2
)

(
 
1
)

(
 
2
)

(
 
3
)

(
 
4
)

(
 
1
)

(
 
2
)

＊ 受 け た ・ 見 聞 き し

た ・ １ ～ ３

＊ な い ・ ４

無 回 答

件 数
職 場 の 上 司

職 場 の 同 僚

労 働 組 合 の 役 員

相 談 窓 口 や 人 事 の 担

当 者
家 族

職 場 外 の 友 人

そ の 他

相 談 は し て い な い

無 回 答

件 数
回 答 累 計

＊ 相 談 を し て い る ・

１ ～ ７

＊ 相 談 は し て い な

い ・ ８

無 回 答

件 数
自 分 が 受 け た こ と が

あ る
直 接 見 聞 き し た こ と

が あ る

間 接 的 に 聞 い た こ と

が あ る

受 け た こ と も 見 聞 き

し た こ と も な い

無 回 答

件 数
回 答 累 計

＊ 受 け た ・ 見 聞 き し

た ・ １ ～ ３

＊ な い ・ ４

無 回 答

件 数

1
5
.
7

8
3
.
2

1
.
1

1
9
0
2
9

3
.
7

1
0
.
3

2
.
3

1
.
0

6
.
0

6
.
7

1
.
0

7
5
.
6

1
.
3

2
9
8
7

1
0
6
.
5

2
3
.
1

7
5
.
6

1
.
3

2
9
8
7

0
.
2

1
.
3

3
.
5

9
4
.
3

0
.
9

1
9
0
2
9

9
9
.
4

4
.
7

9
4
.
3

0
.
9

1
9
0
2
9

3
2
.
4

6
6
.
5

1
.
0

1
2
5
2

4
.
2

8
.
9

2
.
2

1
.
0

5
.
7

1
2
.
3

1
.
2

7
3
.
9

1
.
0

4
0
6

1
0
9
.
4

2
5
.
1

7
3
.
9

1
.
0

4
0
6

1
.
4

3
.
3

7
.
5

8
8
.
0

1
.
3

1
2
5
2

1
0
0
.
2

1
0
.
7

8
8
.
0

1
.
3

1
2
5
2

1
4
.
5

8
4
.
4

1
.
1

1
7
6
4
2

3
.
6

1
0
.
5

2
.
3

0
.
9

5
.
9

5
.
9

0
.
9

7
6
.
0

1
.
4

2
5
5
5

1
0
6
.
0

2
2
.
7

7
6
.
0

1
.
4

2
5
5
5

0
.
2

1
.
1

3
.
2

9
4
.
8

0
.
9

1
7
6
4
2

9
9
.
3

4
.
3

9
4
.
8

0
.
9

1
7
6
4
2

1
5
.
4

8
3
.
6

1
.
0

9
9
7
3

3
.
6

1
0
.
1

3
.
2

1
.
4

4
.
6

4
.
3

1
.
2

7
7
.
3

1
.
3

1
5
3
9

1
0
5
.
7

2
1
.
4

7
7
.
3

1
.
3

1
5
3
9

0
.
1

1
.
4

3
.
8

9
4
.
2

0
.
8

9
9
7
3

9
9
.
4

5
.
0

9
4
.
2

0
.
8

9
9
7
3

1
3
.
2

8
5
.
4

1
.
3

7
6
6
9

3
.
4

1
1
.
1

1
.
0

0
.
3

7
.
8

8
.
4

0
.
5

7
3
.
9

1
.
5

1
0
1
6

1
0
6
.
4

2
4
.
6

7
3
.
9

1
.
5

1
0
1
6

0
.
2

0
.
8

2
.
5

9
5
.
7

1
.
0

7
6
6
9

9
9
.
3

3
.
4

9
5
.
7

1
.
0

7
6
6
9

Ｑ
１

５
Ｘ

　
職

場
で

「
性

的
マ

イ
ノ

リ
テ

ィ
」

に
関

す
る

差
別

的
な

言
動

を
受

け
た

り
、

見
聞

き
し

た
際

の
相

談
先

（
Ｑ

１
４

で
１

～
３

の
方

）

Ｑ
１

６
Ｘ

　
労

働
組

合
の

活
動

（
飲

み
会

等
を

含
む

）
で

「
性

的
マ

イ
ノ

リ
テ

ィ
」

に
関

す
る

差
別

的
な

言
動

を
受

け
た

り
、

見
聞

き
し

た
こ

と
の

有
無

Ｑ
１

５
　

職
場

で
「

性
的

マ
イ

ノ
リ

テ
ィ

」
に

関
す

る
差

別
的

な
言

動
を

受
け

た
り

、
見

聞
き

し
た

際
の

相
談

先
（

Ｑ
１

４
で

１
～

３
の

方
・

複
数

選
択

）

Ｑ
１

６
　

労
働

組
合

の
活

動
（

飲
み

会
等

を
含

む
）

で
「

性
的

マ
イ

ノ
リ

テ
ィ

」
に

関
す

る
差

別
的

な
言

動
を

受
け

た
り

、
見

聞
き

し
た

こ
と

の
有

無
（

複
数

選
択

）

Ｑ
１

４
Ｘ

　
職

場
（

飲
み

会
等

を
含

む
）

で
「

性
的

マ
イ

ノ
リ

テ
ィ

」
に

関
す

る
差

別
的

な
言

動
を

受
け

た
り

、
見

聞
き

し
た

こ
と

の
有

無
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総
計

L
G
B
T
Q
＋

非
L
G
B
T
Q
＋

非
L
G
B
T
Q
＋

男
性

非
L
G
B
T
Q
＋

女
性

(
 
1
)

(
 
2
)

(
 
3
)

(
 
4
)

(
 
5
)

(
 
6
)

(
 
7
)

(
 
8
)

(
 
1
)

(
 
2
)

(
 
1
)

(
 
2
)

(
 
3
)

(
 
4
)

(
 
1
)

(
 
2
)

(
 
1
)

(
 
2
)

(
 
3
)

(
 
1
)

(
 
2
)

(
 
3
)

職 場 の 上 司

職 場 の 同 僚

労 働 組 合 の 役 員

相 談 窓 口 や 人 事 の 担

当 者
家 族

職 場 外 の 友 人

そ の 他

相 談 は し て い な い

無 回 答

件 数
回 答 累 計

＊ 相 談 を し て い る ・

１ ～ ７

＊ 相 談 は し て い な

い ・ ８

無 回 答

件 数
自 分 が 受 け た こ と が

あ る
直 接 見 聞 き し た こ と

が あ る

間 接 的 に 聞 い た こ と

が あ る

受 け た こ と も 見 聞 き

し た こ と も な い

無 回 答

件 数
回 答 累 計

＊ 受 け た ・ 見 聞 き し

た ・ １ ～ ３

＊ な い ・ ４

無 回 答

件 数
思 う

思 わ な い

わ か ら な い

無 回 答

件 数
思 う

思 わ な い

わ か ら な い

無 回 答

件 数

3
.
3

1
0
.
2

6
.
8

0
.
9

6
.
1

7
.
6

1
.
2

6
9
.
6

2
.
2

9
0
0

1
0
5
.
7

2
8
.
2

6
9
.
6

2
.
2

9
0
0

0
.
5

3
.
0

6
.
4

8
9
.
8

0
.
8

1
9
0
2
9

9
9
.
7

9
.
3

8
9
.
8

0
.
8

1
9
0
2
9

6
0
.
5

4
.
0

3
5
.
1

0
.
4

1
9
0
2
9

5
7
.
7

4
.
0

3
7
.
9

0
.
4

1
9
0
2
9

3
.
0

8
.
2

6
.
7

2
.
2

6
.
7

9
.
7

1
.
5

6
9
.
4

0
.
7

1
3
4

1
0
7
.
5

2
9
.
9

6
9
.
4

0
.
7

1
3
4

2
.
5

8
.
5

1
1
.
9

7
8
.
5

1
.
2

1
2
5
2

1
0
1
.
4

2
0
.
3

7
8
.
5

1
.
2

1
2
5
2

6
6
.
9

4
.
2

2
8
.
6

0
.
4

1
2
5
2

6
4
.
5

3
.
3

3
1
.
8

0
.
5

1
2
5
2

3
.
3

1
0
.
7

6
.
8

0
.
7

6
.
1

7
.
2

1
.
2

6
9
.
5

2
.
5

7
6
0

1
0
5
.
4

2
8
.
0

6
9
.
5

2
.
5

7
6
0

0
.
3

2
.
6

6
.
1

9
0
.
7

0
.
8

1
7
6
4
2

9
9
.
7

8
.
5

9
0
.
7

0
.
8

1
7
6
4
2

6
0
.
1

4
.
0

3
5
.
5

0
.
4

1
7
6
4
2

5
7
.
3

4
.
0

3
8
.
3

0
.
4

1
7
6
4
2

3
.
8

1
1
.
0

8
.
6

0
.
4

6
.
2

5
.
4

1
.
0

6
9
.
9

1
.
6

5
0
1

1
0
6
.
2

2
8
.
5

6
9
.
9

1
.
6

5
0
1

0
.
2

2
.
5

5
.
2

9
1
.
7

0
.
7

9
9
7
3

9
9
.
6

7
.
6

9
1
.
7

0
.
7

9
9
7
3

5
7
.
8

5
.
5

3
6
.
4

0
.
3

9
9
7
3

5
5
.
2

5
.
5

3
8
.
9

0
.
4

9
9
7
3

2
.
3

1
0
.
0

3
.
5

1
.
2

5
.
8

1
0
.
8

1
.
5

6
8
.
7

4
.
2

2
5
9

1
0
3
.
9

2
7
.
0

6
8
.
7

4
.
2

2
5
9

0
.
4

2
.
7

7
.
2

8
9
.
4

0
.
8

7
6
6
9

9
9
.
7

9
.
8

8
9
.
4

0
.
8

7
6
6
9

6
3
.
2

2
.
1

3
4
.
3

0
.
4

7
6
6
9

6
0
.
1

2
.
0

3
7
.
5

0
.
4

7
6
6
9

Ｑ
１

７
Ｘ

　
労

働
組

合
の

活
動

で
「

性
的

マ
イ

ノ
リ

テ
ィ

」
に

関
す

る
差

別
的

な
言

動
を

受
け

た
り

、
見

聞
き

し
た

際
の

相
談

先
（

Ｑ
１

６
で

１
～

３
の

方
）

Ｑ
１

７
　

労
働

組
合

の
活

動
で

「
性

的
マ

イ
ノ

リ
テ

ィ
」

に
関

す
る

差
別

的
な

言
動

を
受

け
た

り
、

見
聞

き
し

た
際

の
相

談
先

（
Ｑ

１
６

で
１

～
３

の
方

・
複

数
選

択
）

Ｑ
１

８
Ｘ

　
自

治
会

・
町

内
会

や
子

ど
も

会
な

ど
、

地
域

の
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
の

な
か

で
「

性
的

マ
イ

ノ
リ

テ
ィ

」
に

関
す

る
差

別
的

な
言

動
を

受
け

た
り

、
見

聞
き

し
た

こ
と

の
有

無

Ｑ
１

９
Ａ

　
性

的
マ

イ
ノ

リ
テ

ィ
に

対
す

る
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
は

、
法

の
下

の
平

等
や

差
別

禁
止

規
定

に
違

反
す

る
か

ど
う

か
　

Ａ
　

憲
法

第
１

４
条

（
法

の
下

の
平

等
）

Ｑ
１

９
Ｂ

　
地

方
公

務
員

法
第

１
３

条
（

平
等

取
り

扱
い

の
原

則
）

Ｑ
１

８
　

自
治

会
・

町
内

会
や

子
ど

も
会

な
ど

、
地

域
の

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

の
な

か
で

「
性

的
マ

イ
ノ

リ
テ

ィ
」

に
関

す
る

差
別

的
な

言
動

を
受

け
た

り
、

見
聞

き
し

た
こ

と
の

有
無

（
複

数
選

択
）

－ 176 －



総
計

L
G
B
T
Q
＋

非
L
G
B
T
Q
＋

非
L
G
B
T
Q
＋

男
性

非
L
G
B
T
Q
＋

女
性

(
 
1
)

(
 
2
)

(
 
1
)

(
 
2
)

(
 
1
)

(
 
2
)

(
 
3
)

(
 
1
)

(
 
2
)

(
 
3
)

(
 
1
)

(
 
2
)

(
 
1
)

(
 
2
)

憲 法 第 １ ４ 条

地 方 公 務 員 法 第 １ ３

条
件 数

回 答 累 計

憲 法 第 １ ４ 条

地 方 公 務 員 法 第 １ ３

条
件 数

回 答 累 計

思 う
思 わ な い

わ か ら な い

無 回 答

件 数
思 う

思 わ な い

わ か ら な い

無 回 答

件 数
セ ク ハ ラ 指 針

パ ワ ハ ラ 指 針

件 数
回 答 累 計

セ ク ハ ラ 指 針

パ ワ ハ ラ 指 針

件 数
回 答 累 計

6
0
.
5

5
7
.
7

1
9
0
2
9

1
1
8
.
2

4
.
0

4
.
0

1
9
0
2
9

8
.
0

6
6
.
4

2
.
6

3
0
.
5

0
.
4

1
9
0
2
9

6
2
.
6

3
.
5

3
3
.
5

0
.
5

1
9
0
2
9

6
6
.
4

6
2
.
6

1
9
0
2
9

1
2
9
.
0

2
.
6

3
.
5

1
9
0
2
9

6
.
1

6
6
.
9

6
4
.
5

1
2
5
2

1
3
1
.
3

4
.
2

3
.
3

1
2
5
2

7
.
4

7
0
.
3

3
.
0

2
6
.
2

0
.
6

1
2
5
2

6
5
.
4

3
.
0

3
0
.
9

0
.
6

1
2
5
2

7
0
.
3

6
5
.
4

1
2
5
2

1
3
5
.
7

3
.
0

3
.
0

1
2
5
2

6
.
0

6
0
.
1

5
7
.
3

1
7
6
4
2

1
1
7
.
4

4
.
0

4
.
0

1
7
6
4
2

8
.
0

6
6
.
2

2
.
6

3
0
.
8

0
.
4

1
7
6
4
2

6
2
.
5

3
.
5

3
3
.
6

0
.
4

1
7
6
4
2

6
6
.
2

6
2
.
5

1
7
6
4
2

1
2
8
.
7

2
.
6

3
.
5

1
7
6
4
2

6
.
1

5
7
.
8

5
5
.
2

9
9
7
3

1
1
3
.
0

5
.
5

5
.
5

9
9
7
3

1
1
.
0

6
3
.
4

3
.
4

3
2
.
8

0
.
4

9
9
7
3

5
9
.
5

4
.
5

3
5
.
6

0
.
4

9
9
7
3

6
3
.
4

5
9
.
5

9
9
7
3

1
2
2
.
9

3
.
4

4
.
5

9
9
7
3

7
.
9

6
3
.
2

6
0
.
1

7
6
6
9

1
2
3
.
2

2
.
1

2
.
0

7
6
6
9

4
.
1

6
9
.
9

1
.
5

2
8
.
1

0
.
4

7
6
6
9

6
6
.
3

2
.
2

3
1
.
0

0
.
4

7
6
6
9

6
9
.
9

6
6
.
3

7
6
6
9

1
3
6
.
3

1
.
5

2
.
2

7
6
6
9

3
.
8

Ｑ
２

０
Ａ

　
性

的
マ

イ
ノ

リ
テ

ィ
に

対
す

る
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
は

、
厚

生
労

働
省

の
指

針
に

違
反

す
る

か
ど

う
か

　
Ａ

　
セ

ク
ハ

ラ
指

針
Ｑ

２
０

Ｂ
　

パ
ワ

ハ
ラ

指
針

Ｑ
２

０
Ｘ

　
性

的
マ

イ
ノ

リ
テ

ィ
に

対
す

る
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
は

、
厚

生
労

働
省

の
指

針
に

違
反

す
る

か
ど

う
か

＜
思

う
・

１
＞

Ｑ
２

０
Ｙ

　
性

的
マ

イ
ノ

リ
テ

ィ
に

対
す

る
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
は

、
厚

生
労

働
省

の
指

針
に

違
反

す
る

か
ど

う
か

＜
思

わ
な

い
・

２
＞

Ｑ
１

９
Ｙ

　
性

的
マ

イ
ノ

リ
テ

ィ
に

対
す

る
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
は

、
法

の
下

の
平

等
や

差
別

禁
止

規
定

に
違

反
す

る
か

ど
う

か
＜

思
わ

な
い

・
２

＞

Ｑ
１

９
Ｘ

　
性

的
マ

イ
ノ

リ
テ

ィ
に

対
す

る
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
は

、
法

の
下

の
平

等
や

差
別

禁
止

規
定

に
違

反
す

る
か

ど
う

か
＜

思
う

・
１

＞
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総
計

L
G
B
T
Q
＋

非
L
G
B
T
Q
＋

非
L
G
B
T
Q
＋

男
性

非
L
G
B
T
Q
＋

女
性

(
 
1
)

(
 
2
)

(
 
3
)

(
 
4
)

(
 
5
)

(
 
6
)

(
 
7
)

(
 
8
)

(
 
9
)

(
1
0
)

(
1
1
)

(
1
2
)

(
1
3
)

(
1
4
)

(
1
5
)

(
 
1
)

(
 
2
)

(
 
3
)

(
 
1
)

(
 
2
)

(
 
3
)

(
 
1
)

(
 
2
)

(
 
3
)

就 業 規 則 で ハ ラ ス メ

ン ト 禁 止 を 規 定

ハ ラ ス メ ン ト 禁 止 の

労 使 協 定 の 締 結

ハ ラ ス メ ン ト 防 止 の

研 修 の 実 施

性 的 マ イ ノ リ テ ィ に

関 す る 研 修 実 施

ハ ラ ス メ ン ト の 発 生

状 況 を 調 査

組 織 の 内 部 に 相 談 窓

口 を 設 け て い る

組 織 の 外 部 に 相 談 窓

口 を 設 け て い る

女 性 管 理 職 が 管 理 職

全 体 の ３ 割 以 上

何 で も 相 談 で き る 相

手 が い る

同 性 カ ッ プ ル を 想 定

し た 福 利 厚 生

性 的 マ イ ノ リ テ ィ の

理 解 者 が い る

加 害 者 ・ 被 害 者 の

フ ォ ロ ー

そ の 他

左 記 の よ う な 環 境 は

な い
わ か ら な い

無 回 答

件 数
回 答 累 計

＊ あ る ・ １ ～ １ ３

＊ な い ・ １ ４

＊ わ か ら な い ・ １ ５

無 回 答

件 数
言 葉 の 意 味 を 知 っ て

い る
聞 い た 事 は あ る が 意

味 は わ か ら な い

知 ら な い

無 回 答

件 数
言 葉 の 意 味 を 知 っ て

い る
聞 い た 事 は あ る が 意

味 は わ か ら な い

知 ら な い

無 回 答

件 数

1
3
.
2

6
.
9

3
3
.
2

1
5
.
3

1
4
.
3

3
3
.
6

8
.
4

6
.
4

1
3
.
6

0
.
8

2
.
7

4
.
0

0
.
2

1
0
.
1

3
0
.
6

0
.
6

1
9
0
2
9

1
9
3
.
3

5
8
.
6

1
0
.
1

3
0
.
6

0
.
6

1
9
0
2
9

7
7
.
4

1
4
.
2

8
.
5

･
･
･

1
9
0
2
9

7
.
2

1
3
.
9

7
8
.
9

･
･
･

1
9
0
2
9

1
4
.
0

6
.
8

3
2
.
9

1
6
.
5

1
5
.
4

3
1
.
4

9
.
9

6
.
6

9
.
7

1
.
8

3
.
9

3
.
0

0
.
4

1
0
.
5

3
0
.
0

1
.
0

1
2
5
2

1
9
2
.
7

5
8
.
6

1
0
.
5

3
0
.
0

1
.
0

1
2
5
2

8
5
.
3

7
.
5

7
.
2

･
･
･

1
2
5
2

1
8
.
1

1
7
.
9

6
4
.
1

･
･
･

1
2
5
2

1
3
.
2

6
.
8

3
3
.
3

1
5
.
2

1
4
.
3

3
3
.
8

8
.
3

6
.
4

1
4
.
0

0
.
7

2
.
6

4
.
0

0
.
2

1
0
.
1

3
0
.
7

0
.
6

1
7
6
4
2

1
9
3
.
5

5
8
.
7

1
0
.
1

3
0
.
7

0
.
6

1
7
6
4
2

7
6
.
9

1
4
.
6

8
.
5

･
･
･

1
7
6
4
2

6
.
4

1
3
.
6

8
0
.
0

･
･
･

1
7
6
4
2

1
6
.
2

7
.
8

3
4
.
4

1
5
.
9

1
2
.
4

3
4
.
7

9
.
3

3
.
6

1
1
.
8

0
.
6

2
.
4

4
.
4

0
.
2

1
0
.
6

3
1
.
9

0
.
6

9
9
7
3

1
9
6
.
2

5
6
.
9

1
0
.
6

3
1
.
9

0
.
6

9
9
7
3

7
5
.
7

1
5
.
6

8
.
8

･
･
･

9
9
7
3

6
.
5

1
2
.
6

8
0
.
8

･
･
･

9
9
7
3

9
.
3

5
.
5

3
1
.
8

1
4
.
4

1
6
.
6

3
2
.
7

7
.
0

1
0
.
0

1
6
.
8

0
.
8

2
.
8

3
.
5

0
.
2

9
.
5

2
9
.
1

0
.
6

7
6
6
9

1
9
0
.
0

6
0
.
9

9
.
5

2
9
.
1

0
.
6

7
6
6
9

7
8
.
5

1
3
.
3

8
.
2

･
･
･

7
6
6
9

6
.
2

1
5
.
0

7
8
.
8

･
･
･

7
6
6
9

Ｑ
２

１
Ｘ

　
現

在
の

勤
務

先
の

環
境

Ｑ
２

１
　

現
在

の
勤

務
先

の
環

境
（

複
数

選
択

）

Ｑ
２

２
　

Ｌ
Ｇ

Ｂ
Ｔ

（
エ

ル
ジ

ー
ビ

ー
テ

ィ
―

）
と

い
う

言
葉

の
周

知
度

Ｑ
２

３
　

Ｓ
Ｏ

Ｇ
Ｉ

（
ソ

ジ
、

ソ
ギ

）
と

い
う

言
葉

の
周

知
度
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総
計

L
G
B
T
Q
＋

非
L
G
B
T
Q
＋

非
L
G
B
T
Q
＋

男
性

非
L
G
B
T
Q
＋

女
性

(
 
1
)

(
 
2
)

(
 
3
)

(
 
1
)

(
 
2
)

(
 
3
)

(
 
4
)

(
 
1
)

(
 
2
)

(
 
1
)

(
 
2
)

(
 
3
)

(
 
4
)

(
 
1
)

(
 
2
)

(
 
1
)

(
 
2
)

(
 
3
)

(
 
4
)

い る
い な い

わ か ら な い

無 回 答

件 数
同 じ 職 場 の 人 か ら 受

け た
家 族 や 親 せ き な ど か

ら 受 け た

職 場 外 の 友 人 な ど か

ら 受 け た

受 け た こ と は な い

無 回 答

件 数
回 答 累 計

＊ 受 け た こ と が あ

る ・ １ ～ ３

＊ 受 け た こ と は な

い ・ ４

無 回 答

件 数
職 場 で 聞 い た こ と が

あ る
組 合 で 聞 い た こ と が

あ る
職 場 ・ 組 合 以 外 で 聞

い た こ と が あ る

聞 い た こ と は な い

無 回 答

件 数
回 答 累 計

＊ 聞 い た こ と が あ

る ・ １ ～ ３

＊ 聞 い た こ と は な

い ・ ４

無 回 答

件 数
差 別 的 言 動 だ と 感 じ

た
差 別 的 言 動 だ と 感 じ

た こ と も あ っ た

差 別 的 言 動 だ と 感 じ

た こ と は な い

よ く わ か ら な い ・ 覚

え て い な い

無 回 答

件 数

3
.
9

1
8
.
1

7
7
.
9

0
.
1

1
9
0
2
9

2
.
0

0
.
7

1
0
.
5

8
7
.
1

0
.
2

1
9
0
2
9

1
0
0
.
3

1
2
.
7

8
7
.
1

0
.
2

1
9
0
2
9

5
.
9

0
.
7

1
1
.
1

8
3
.
2

0
.
2

1
9
0
2
9

1
0
1
.
0

1
6
.
6

8
3
.
2

0
.
2

1
9
0
2
9

1
3
.
6

3
4
.
0

3
2
.
1

1
9
.
9

0
.
4

3
1
6
2

1
5
.
7

8
.
1

7
6
.
1

･
･
･

1
2
5
2

4
.
0

1
.
6

2
6
.
7

6
9
.
8

0
.
2

1
2
5
2

1
0
2
.
1

3
0
.
0

6
9
.
8

0
.
2

1
2
5
2

1
0
.
9

1
.
6

1
7
.
1

7
3
.
2

0
.
4

1
2
5
2

1
0
2
.
8

2
6
.
4

7
3
.
2

0
.
4

1
2
5
2

2
6
.
6

3
8
.
1

2
4
.
8

1
0
.
6

･
･
･

3
3
1

3
.
1

1
8
.
8

7
8
.
1

0
.
1

1
7
6
4
2

1
.
9

0
.
6

9
.
4

8
8
.
3

0
.
1

1
7
6
4
2

1
0
0
.
2

1
1
.
5

8
8
.
3

0
.
1

1
7
6
4
2

5
.
6

0
.
7

1
0
.
7

8
3
.
9

0
.
1

1
7
6
4
2

1
0
0
.
9

1
6
.
0

8
3
.
9

0
.
1

1
7
6
4
2

1
2
.
2
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6

1
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Ｑ
２

６
Ｘ

　
性

的
マ

イ
ノ

リ
テ

ィ
当

事
者

以
外

の
人

か
ら

、
性

的
マ

イ
ノ

リ
テ

ィ
当

事
者

の
性

自
認

や
性

的
指

向
に

つ
い

て
の

話
を

聞
い

た
こ

と
の

有
無

Ｑ
２

７
　

性
的

マ
イ

ノ
リ

テ
ィ

当
事

者
以

外
の

人
か

ら
、

性
的

マ
イ

ノ
リ

テ
ィ

当
事

者
の

性
自

認
や

性
的

指
向

の
話

を
聞

い
て

感
じ

た
こ

と
（

Ｑ
２

６
が

１
～

３
の

方
）

Ｑ
２

６
　

性
的

マ
イ

ノ
リ

テ
ィ

当
事

者
以

外
の

人
か

ら
、

性
的

マ
イ

ノ
リ

テ
ィ

当
事

者
の

性
自

認
や

性
的

指
向

に
つ

い
て

の
話

を
聞

い
た

こ
と

の
有

無
（

複
数

選
択

）

Ｑ
２

４
　

職
場

に
お

け
る

Ｌ
Ｇ

Ｂ
Ｔ

な
ど

の
性

的
マ

イ
ノ

リ
テ

ィ
当

事
者

の
有

無

Ｑ
２

５
Ｘ

　
性

的
マ

イ
ノ

リ
テ

ィ
当

事
者

か
ら

カ
ミ

ン
グ

ア
ウ

ト
を

受
け

た
こ

と
の

有
無

Ｑ
２

５
　

性
的

マ
イ

ノ
リ

テ
ィ

当
事

者
か

ら
カ

ミ
ン

グ
ア

ウ
ト

を
受

け
た

こ
と

の
有

無
（

複
数

選
択

）

－ 179 －



総
計

L
G
B
T
Q
＋

非
L
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L
G
B
T
Q
＋

男
性
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L
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＋
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嫌 で は な い

ど ち ら か と い え ば 嫌

で は な い

ど ち ら か と い え ば 嫌

だ
嫌 だ

無 回 答

件 数
＊ 嫌 で は な い ・ １ ＋

２
＊ 嫌 だ ・ ３ ＋ ４

無 回 答

件 数
嫌 で は な い

ど ち ら か と い え ば 嫌

で は な い

ど ち ら か と い え ば 嫌

だ
嫌 だ

無 回 答

件 数
＊ 嫌 で は な い ・ １ ＋

２
＊ 嫌 だ ・ ３ ＋ ４

無 回 答

件 数
一 般 行 政

教 育 職 場

福 祉 職 場

医 療 職 場

そ の 他 の 職 場

対 応 し た り か か わ っ

た こ と は な い

無 回 答

件 数
回 答 累 計

＊ あ る ・ １ ～ ５

＊ な い ・ ６

無 回 答

件 数
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Ｘ

　
こ

れ
ま

で
の

業
務

の
な

か
で

、
性

的
マ

イ
ノ

リ
テ

ィ
当

事
者

に
対

応
し

た
経

験
の

あ
る

職
場

の
有

無
Ｑ

３
０

　
こ

れ
ま

で
の

業
務

の
な

か
で

、
性

的
マ

イ
ノ

リ
テ

ィ
当

事
者

に
対

応
し

た
経

験
の

あ
る

職
場

（
複

数
選

択
）

Ｑ
２

８
　

職
場

の
同

僚
が

同
性

愛
者

だ
っ

た
場

合
の

感
想

Ｑ
２

８
Ｘ

　
職

場
の

同
僚

が
同

性
愛

者
だ

っ
た

場
合

の
感

想
Ｑ

２
９

　
職

場
の

同
僚

が
性

別
を

変
え

た
人

だ
っ

た
場

合
の

感
想

Ｑ
２

９
Ｘ

　
職

場
の

同
僚

が
性

別
を

変
え

た
人

だ
っ

た
場

合
の

感
想
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Q
＋

非
L
G
B
T
Q
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男
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非
L
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(
 
4
)

多 く の 人 が 対 応 で き

る
一 部 の 人 し か 対 応 で

き な い

対 応 で き な い

わ か ら な い

無 回 答

件 数
カ ミ ン グ ア ウ ト で き

る
親 し け れ ば カ ミ ン グ

ア ウ ト で き る

カ ミ ン グ ア ウ ト で き

な い
わ か ら な い

す で に カ ミ ン グ ア ウ

ト し て い る

無 回 答

件 数
賛 成

や や 賛 成

や や 反 対

反 対
無 回 答

件 数
賛 成

や や 賛 成

や や 反 対

反 対
無 回 答

件 数
賛 成

や や 賛 成

や や 反 対
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無 回 答

件 数
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0
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Ｑ
３

２
　

現
在

の
部

や
課

で
は

、
性

的
マ

イ
ノ

リ
テ

ィ
当

事
者

の
住

民
や

顧
客

に
対

応
す

る
際

、
適

切
な

対
応

が
で

き
る

か
ど

う
か

Ｑ
３

３
　

自
身

が
性

的
マ

イ
ノ

リ
テ

ィ
当

事
者

だ
っ

た
場

合
、

今
の

職
場

で
上

司
や

同
僚

に
カ

ミ
ン

グ
ア

ウ
ト

で
き

る
か

ど
う

か

Ｑ
３

４
Ａ

　
性

的
マ

イ
ノ

リ
テ

ィ
の

意
見

に
つ

い
て

　
Ａ

　
同

性
ど

う
し

の
結

婚
を

法
律

で
認

め
る

こ
と

Ｑ
３

４
Ｂ

　
性

的
マ

イ
ノ

リ
テ

ィ
に

対
す

る
差

別
を

禁
止

す
る

法
律

を
つ

く
る

こ
と

Ｑ
３

４
Ｃ

　
同

性
カ

ッ
プ

ル
が

子
ど

も
を

育
て

る
こ

と
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非
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非
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T
Q
＋

男
性

非
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女
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賛 成
や や 賛 成

や や 反 対

反 対
無 回 答

件 数
賛 成

や や 賛 成

や や 反 対

反 対
無 回 答

件 数
同 性 ど う し の 結 婚 を

法 律 で 認 め る

差 別 を 禁 止 す る 法 律

を つ く る

同 性 カ ッ プ ル が 子 ど

も を 育 て る

性 別 を 変 え た 人 が 子

ど も を 育 て る

手 術 を せ ず に 性 別 を

変 え る

件 数
回 答 累 計

同 性 ど う し の 結 婚 を

法 律 で 認 め る

差 別 を 禁 止 す る 法 律

を つ く る

同 性 カ ッ プ ル が 子 ど

も を 育 て る

性 別 を 変 え た 人 が 子

ど も を 育 て る

手 術 を せ ず に 性 別 を

変 え る

件 数
回 答 累 計
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4

7
3
.
4

2
3
.
0

3
.
0

0
.
4

0
.
3

7
6
6
9

5
2
.
1

3
3
.
3

1
1
.
6

2
.
5

0
.
5

7
6
6
9

9
2
.
7

9
4
.
4

9
3
.
2

9
6
.
4

8
5
.
4

7
6
6
9

4
6
1
.
9

7
.
1

5
.
3

6
.
5

3
.
3

1
4
.
1

7
6
6
9

3
6
.
3

Ｑ
３

４
Ｄ

　
性

別
を

変
え

た
人

が
子

ど
も

を
育

て
る

こ
と

Ｑ
３

４
Ｅ

　
手

術
を

せ
ず

に
性

別
を

変
え

る
こ

と
Ｑ

３
４

Ｘ
　

性
的

マ
イ

ノ
リ

テ
ィ

の
意

見
に

つ
い

て
＜

賛
成

・
１

＋
２

＞
Ｑ

３
４

Ｙ
　

性
的

マ
イ

ノ
リ

テ
ィ

の
意

見
に

つ
い

て
＜

反
対

・
３

＋
４

＞
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総
計

L
G
B
T
Q
＋

非
L
G
B
T
Q
＋

非
L
G
B
T
Q
＋

男
性

非
L
G
B
T
Q
＋

女
性

(
 
1
)

(
 
2
)

(
 
3
)

(
 
4
)

(
 
5
)

(
 
6
)

(
 
7
)

(
 
8
)

(
 
9
)

(
1
0
)

(
1
1
)

(
 
1
)

(
 
2
)

(
 
3
)

性 別 に 基 づ い た 社 会

制 度 の 見 直 し

様 々 な ハ ラ ス メ ン ト

へ の 対 策

性 別 規 範 意 識 の 解 消

実 態 把 握 の 調 査

啓 発 活 動 ・ 研 修

教 育 現 場 で の 取 り 組

み
相 談 機 関 の 設 置

自 治 体 の パ ー ト ナ ー

シ ッ プ 制 度 創 設

そ の 他

特 に 必 要 は な い

わ か ら な い

無 回 答

件 数
回 答 累 計

＊ 必 要 が あ る ・ １ ～

９
＊ 必 要 は な い ・ １ ０

＊ わ か ら な い ・ １ １

無 回 答

件 数

4
2
.
4

3
8
.
9

2
9
.
3

1
7
.
2

3
0
.
1

3
9
.
7

2
2
.
8

2
1
.
8

0
.
7

2
.
7

2
4
.
0

0
.
3

1
9
0
2
9

2
6
9
.
6

7
3
.
0

2
.
7

2
4
.
0

0
.
3

1
9
0
2
9

5
1
.
4

4
1
.
9

4
0
.
8

2
0
.
2

3
1
.
2

4
6
.
2

2
5
.
9

4
0
.
4

2
.
6

2
.
9

1
9
.
0

0
.
2

1
2
5
2

3
2
2
.
5

7
8
.
0

2
.
9

1
9
.
0

0
.
2

1
2
5
2

4
1
.
8

3
8
.
7

2
8
.
6

1
7
.
0

3
0
.
2

3
9
.
3

2
2
.
7

2
0
.
5

0
.
6

2
.
7

2
4
.
3

0
.
2

1
7
6
4
2

2
6
6
.
2

7
2
.
7

2
.
7

2
4
.
3

0
.
2

1
7
6
4
2

3
6
.
5

3
4
.
0

2
4
.
9

1
5
.
9

2
8
.
8

3
3
.
0

1
9
.
2

1
5
.
2

0
.
6

4
.
3

2
8
.
9

0
.
3

9
9
7
3

2
4
1
.
3

6
6
.
6

4
.
3

2
8
.
9

0
.
3

9
9
7
3

4
8
.
6

4
4
.
9

3
3
.
3

1
8
.
4

3
1
.
9

4
7
.
4

2
7
.
2

2
7
.
4

0
.
5

0
.
7

1
8
.
3

0
.
2

7
6
6
9

2
9
8
.
6

8
0
.
8

0
.
7

1
8
.
3

0
.
2

7
6
6
9

Ｑ
３

５
Ｘ

　
今

の
日

本
で

、
Ｓ

Ｏ
Ｇ

Ｉ
（

性
的

指
向

・
性

自
認

）
に

か
か

わ
る

差
別

や
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
を

な
く

す
た

め
に

す
べ

き
こ

と
Ｑ

３
５

　
今

の
日

本
で

、
Ｓ

Ｏ
Ｇ

Ｉ
（

性
的

指
向

・
性

自
認

）
に

か
か

わ
る

差
別

や
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
を

な
く

す
た

め
に

す
べ

き
こ

と
（

複
数

選
択

）
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総
計

L
G
B
T
Q
＋

非
L
G
B
T
Q
＋

非
L
G
B
T
Q
＋

男
性

非
L
G
B
T
Q
＋

女
性

(
 
1
)

(
 
2
)

(
 
3
)

(
 
4
)

(
 
5
)

(
 
6
)

(
 
7
)

(
 
8
)

(
 
1
)

(
 
2
)

(
 
3
)

(
 
4
)

(
 
5
)

(
 
6
)

(
 
7
)

(
 
8
)

(
 
9
)

(
1
0
)

(
1
1
)

(
 
1
)

(
 
2
)

(
 
3
)

(
 
4
)

(
 
5
)

(
 
1
)

(
 
2
)

(
 
3
)

(
 
4
)

(
 
5
)

都 道 府 県

政 令 市 ・ 特 別 区

市
町 村

一 部 事 務 組 合 ・ 広 域

連 合
日 本 年 金 機 構 ・ 協 会

け ん ぽ

非 営 利 団 体 ・ 民 間 企

業
そ の 他

無 回 答

件 数
福 祉 現 場 の 一 般 行 政

職
一 般 行 政 職

福 祉 職

医 療 職

教 育 職

研 究 職

国 ・ 地 方 自 治 体 等 の

現 業 職

地 方 公 営 企 業 の 事

務 ・ 技 術 職

地 方 公 営 企 業 の 現 業

職
非 営 利 団 体 ・ 民 間 企

業 の 職 員 ・ 社 員

そ の 他

無 回 答

件 数
役 職 な し

主 任 ク ラ ス

係 長 ク ラ ス

課 長 補 佐 ク ラ ス

課 長 ク ラ ス 以 上

無 回 答

件 数
常 勤 職 員 ・ 正 社 員

高 齢 再 任 用 職 員

臨 時 ・ 非 常 勤 職 員 等

パ ー ト タ イ マ ー

そ の 他

無 回 答

件 数

1
7
.
0

4
.
8

5
5
.
8

1
3
.
1

1
.
3

3
.
9

2
.
8

1
.
0

0
.
4

1
9
0
2
9

5
.
6

5
0
.
1

9
.
8

6
.
8

2
.
7

1
.
1

4
.
8

4
.
7

5
.
7

4
.
8

3
.
4

0
.
5

1
9
0
2
9

5
6
.
3

2
2
.
1

1
5
.
4

4
.
8

0
.
9

0
.
6

1
9
0
2
9

9
4
.
0

0
.
7

3
.
8

0
.
4

0
.
5

0
.
5

1
9
0
2
9

1
8
.
9

3
.
8

5
4
.
2

1
4
.
5

1
.
2

3
.
7

2
.
4

1
.
4

･
･
･

1
2
5
2

5
.
8

5
5
.
4

6
.
9

6
.
5

1
.
5

0
.
8

4
.
5

5
.
4

3
.
7

4
.
5

4
.
8

0
.
2

1
2
5
2

6
5
.
3

2
0
.
0

1
0
.
8

2
.
8

1
.
0

0
.
1

1
2
5
2

9
3
.
1

0
.
6

4
.
3

0
.
8

1
.
1

･
･
･

1
2
5
2

1
6
.
9

4
.
9

5
6
.
1

1
3
.
1

1
.
3

3
.
9

2
.
8

0
.
9

0
.
1

1
7
6
4
2

5
.
6

5
0
.
0

1
0
.
1

6
.
8

2
.
8

1
.
2

4
.
9

4
.
7

5
.
8

4
.
9

3
.
2

0
.
1

1
7
6
4
2

5
5
.
9

2
2
.
3

1
5
.
8

5
.
0

0
.
9

0
.
2

1
7
6
4
2

9
4
.
5

0
.
8

3
.
8

0
.
4

0
.
5

0
.
1

1
7
6
4
2

1
9
.
9

6
.
3

5
2
.
3

1
3
.
2

1
.
2

2
.
8

3
.
2

1
.
0

0
.
0

9
9
7
3

5
.
0

5
9
.
3

1
.
7

3
.
3

0
.
7

1
.
7

5
.
9

6
.
7

8
.
4

4
.
7

2
.
5

0
.
1

9
9
7
3

4
9
.
7

2
3
.
5

1
9
.
2

6
.
2

1
.
2

0
.
2

9
9
7
3

9
8
.
1

1
.
0

0
.
7

0
.
0

0
.
1

0
.
1

9
9
7
3

1
3
.
1

3
.
0

6
1
.
2

1
2
.
9

1
.
3

5
.
3

2
.
3

0
.
8

0
.
1

7
6
6
9

6
.
5

3
7
.
8

2
0
.
9

1
1
.
4

5
.
4

0
.
5

3
.
5

2
.
1

2
.
6

5
.
0

4
.
1

0
.
1

7
6
6
9

6
3
.
9

2
0
.
7

1
1
.
4

3
.
3

0
.
4

0
.
2

7
6
6
9

8
9
.
8

0
.
5

7
.
7

0
.
9

1
.
0

0
.
2

7
6
6
9

Ｆ
２

　
勤

務
先

の
団

体
区

分
Ｆ

３
　

職
種

・
職

場
Ｆ

４
　

役
職

Ｆ
５

　
雇

用
形

態
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総
計

L
G
B
T
Q
＋

非
L
G
B
T
Q
＋

非
L
G
B
T
Q
＋

男
性

非
L
G
B
T
Q
＋

女
性

(
 
1
)

(
 
2
)

(
 
3
)

(
 
4
)

(
 
5
)

(
 
6
)

(
 
7
)

(
 
1
)

(
 
2
)

(
 
1
)

(
 
2
)

(
 
1
)

(
 
2
)

(
 
3
)

(
 
4
)

(
 
5
)

(
 
6
)

(
 
1
)

(
 
2
)

(
 
3
)

(
 
4
)

(
 
5
)

組 合 役 員 の 経 験 は な

い
現 在 単 組 の 支 部 ・ 分

会 の 執 行 委 員

現 在 単 組 の 支 部 ・ 分

会 の 三 役

現 在 単 組 の 執 行 委 員

現 在 単 組 の 三 役

現 在 県 本 部 の 役 員

過 去 に 三 役 ・ 執 行 委

員 を し た

無 回 答

件 数
＊ 組 合 役 員 の 経 験 は

な い ・ １

＊ 組 合 役 員 の 経 験 が

あ る ・ ２ ～ ７

無 回 答

件 数
男 性

女 性
無 回 答

件 数
男 性

女 性
ど ち ら で も な い

決 め た く な い ・ 決 め

ら れ な い

状 況 な ど に よ っ て 変

わ る ・ 揺 れ 動 く

そ の 他

無 回 答

件 数
男 性

女 性
両 性 ・ 男 性 と 女 性

誰 も 好 き に な ら な い

決 め た く な い ・ 決 め

ら れ な い

無 回 答

件 数

5
8
.
6

8
.
8

4
.
8

7
.
3

5
.
4

1
.
2

1
3
.
0

1
.
0

1
9
0
2
9

5
8
.
6

4
0
.
5

1
.
0

1
9
0
2
9

5
4
.
9

4
4
.
5

0
.
5

1
9
0
2
9

5
4
.
5

4
3
.
7

0
.
5

0
.
4

0
.
4

0
.
1

0
.
5

1
9
0
2
9

4
1
.
7

5
3
.
6

1
.
4

1
.
2

1
.
6

0
.
6

1
9
0
2
9

6
5
.
8

7
.
9

3
.
0

4
.
9

3
.
2

1
.
4

1
3
.
3

0
.
6

1
2
5
2

6
5
.
8

3
3
.
5

0
.
6

1
2
5
2

3
7
.
6

6
2
.
4

･
･
･

1
2
5
2

3
0
.
4

4
9
.
3

7
.
1

6
.
1

5
.
8

1
.
4

･
･
･

1
2
5
2

2
0
.
0

1
7
.
3

2
1
.
2

1
7
.
4

2
4
.
0

･
･
･

1
2
5
2

5
8
.
3

8
.
9

4
.
9

7
.
5

5
.
6

1
.
1

1
3
.
0

0
.
5

1
7
6
4
2

5
8
.
3

4
1
.
1

0
.
5

1
7
6
4
2

5
6
.
5

4
3
.
5

･
･
･

1
7
6
4
2

5
6
.
5

4
3
.
5

･
･
･

･
･
･

･
･
･

･
･
･

･
･
･

1
7
6
4
2

4
3
.
5

5
6
.
5

･
･
･

･
･
･

･
･
･

･
･
･

1
7
6
4
2

5
1
.
7

9
.
9

6
.
7

8
.
4

7
.
9

1
.
5

1
3
.
6

0
.
2

9
9
7
3

5
1
.
7

4
8
.
0

0
.
2

9
9
7
3

1
0
0
.
0

･
･
･

･
･
･

9
9
7
3

1
0
0
.
0

･
･
･

･
･
･

･
･
･

･
･
･

･
･
･

･
･
･

9
9
7
3

･
･
･

1
0
0
.
0

･
･
･

･
･
･

･
･
･

･
･
･

9
9
7
3

6
6
.
9

7
.
7

2
.
5

6
.
3

2
.
7

0
.
7

1
2
.
3

0
.
9

7
6
6
9

6
6
.
9

3
2
.
2

0
.
9

7
6
6
9

･
･
･

1
0
0
.
0

･
･
･

7
6
6
9

･
･
･

1
0
0
.
0

･
･
･

･
･
･

･
･
･

･
･
･

･
･
･

7
6
6
9

1
0
0
.
0

･
･
･

･
･
･

･
･
･

･
･
･

･
･
･

7
6
6
9

Ｆ
６

　
組

合
役

員
の

経
験

Ｆ
６

Ｘ
　

組
合

役
員

の
経

験
Ｆ

７
　

出
生

届
に

記
載

さ
れ

た
性

Ｆ
８

　
自

認
す

る
性

別
Ｆ

９
　

恋
愛

対
象

と
な

る
相

手
の

性
別
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総
計

L
G
B
T
Q
＋

非
L
G
B
T
Q
＋

非
L
G
B
T
Q
＋

男
性

非
L
G
B
T
Q
＋

女
性

(
 
1
)

(
 
2
)

(
 
3
)

(
 
4
)

(
 
5
)

(
 
6
)

(
 
7
)

(
 
8
)

(
 
9
)

(
1
0
)

(
1
1
)

(
 
1
)

(
 
2
)

(
 
3
)

(
 
4
)

(
 
1
)

(
 
2
)

１ ９ 歳 以 下

２ ０ ～ ２ ４ 歳

２ ５ ～ ２ ９ 歳

３ ０ ～ ３ ４ 歳

３ ５ ～ ３ ９ 歳

４ ０ ～ ４ ４ 歳

４ ５ ～ ４ ９ 歳

５ ０ ～ ５ ４ 歳

５ ５ ～ ５ ９ 歳

６ ０ ～ ６ ４ 歳

６ ５ 歳 以 上

無 回 答

件 数
中 央 値 ・ 歳

平 均 値 ・ 歳

レ ズ ビ ア ン

ゲ イ
バ イ セ ク シ ャ ル

ト ラ ン ス ジ ェ ン ダ ー

無 回 答

件 数
性 的 マ イ ノ リ テ ィ

非 該 当 者

無 回 答

件 数

0
.
5

8
.
7

1
4
.
6

1
4
.
1

1
2
.
4

1
5
.
2

1
6
.
3

1
0
.
1

6
.
0

1
.
5

0
.
3

0
.
5

1
9
0
2
9

3
9
.
8

3
9
.
5

0
.
8

1
.
1

1
.
1

0
.
1

9
6
.
9

1
8
8
9
4

6
.
6

9
3
.
4

･
･
･

1
8
8
9
4

1
.
4

1
4
.
6

2
0
.
7

1
7
.
0

9
.
9

1
0
.
7

1
2
.
2

6
.
9

5
.
2

0
.
7

0
.
6

0
.
1

1
2
5
2

3
3
.
9

3
6
.
3

1
2
.
4

1
6
.
4

1
7
.
3

1
.
3

5
2
.
7

1
2
5
2

1
0
0
.
0

･
･
･

･
･
･

1
2
5
2

0
.
4

8
.
3

1
4
.
2

1
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